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第２回生駒市病院事業推進委員会 

 

生駒市役所４階大会議室    

平成２１年１０月２１日（水） 

午後９時～翌午前２時１０分  

 

【稲葉病院建設課長】  皆様、こんばんは。定刻となりましたので、生駒市病院事業

推進委員会第２回の会議を開催させていただきたいと思います。 

 本日は、夜遅くからの会ということで、御参集いただきましてまことにありがとう

ございます。報道の方、写真撮影の方を今の間に。写真の方はいいですか。 

 それでは、会議次第に従いまして、２の審議案件に入らせていただきます。議長は

委員長の方、よろしく御審議の進行をお願いいたします。 

 

【長瀬委員長】  では、早速審議に入りたいところでありますけども、審議案件に入

るに先立ちまして、谷口委員から議事の進行につきまして提案、要望事項を事務局を

通して聞いております。谷口委員、その趣旨について簡単に説明をしていただいて、

審議に入るのか、各委員の意見を聞きたいと思いますが。 

 

【谷口委員】  許可をいただきましてありがとうございます。発言を正確にするため

に、文書でコピーをとってまいりましたんで、委員の皆さんに配付いただきたいと思

います。なお、委員長、傍聴の方が大勢いらっしゃっているんで、できれば事務局の

方でコピーをとって、ちょっとこれはそれだけの数がございませんので、傍聴の皆さ

んにも見ていただくようにしたいと思うんですが、いかがでしょうか。よろしゅうご

ざいますか。 

 

【長瀬委員長】  公開の場ですのでよろしいかと思いますが、よろしいでしょうか。

では、事務局の方で配付の方を。 

 

【谷口委員】  それじゃ、時間がございませんので、後ほど傍聴の皆さんにはコピー

を事務局の方からお渡しいただくといたしまして、私の方から文案を読み上げさせて

いただきます。 

 生駒市病院事業推進委員会委員長、長瀬啓介殿。生駒市病院事業推進委員会の運営

に関して。提案日、平成２１年１０月２１日。提案者、市民委員谷口伀でございます。

本文ですが、第１回生駒市病院事業推進委員会の審議に参加して、実のある議論がな

されないまま時間のみが浪費されていく事態に関して、委員の１人として極めて憂慮

している。今回の「生駒市病院事業計画案」は、生駒市新病院整備専門委員会の中間

答申を踏まえて策定されたものである。また、議会において指定管理者制度を活用し

た市民病院の開設を条例として可決したものである。したがって、事業計画の内容は、

議会において十分に審議されたものである。ゆえに、条例に基づく本委員会で審議す

べきは、過去の経緯ではなく、指定管理者候補者と真っ正面から向き合って二次・急

性期病院としての医療水準の維持、経営の手法、市民のための地域医療連携体制の構

築、さらに生駒市と指定管理者候補者との協定書案についてである。以上のような理

由から、限られた日程の中で実のある議論をいたしたく、下記４項目の確認を要望す

る。「記」といたしまして、１、市長諮問による「生駒市市立病院事業計画」の期日内
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審議完了の確認。２、期日内審議を行うため、「会議日程及び審議案件」を計画どおり

実施する。３、万一審議の遅延を配慮して予備日を設定する。４、審議の遅滞なき進

行方法については、委員長に一任する。以上でございます。 

 

【長瀬委員長】  谷口委員、この要望の趣旨は、「記」以下の１から４について、議事

の進行方針として、この委員会で確認するということが具体的要望ということでよろ

しいですか。 

 

【谷口委員】  そういうことです。 

 

【長瀬委員長】  この提案に関しまして討議をするかどうかでありますけど。安部委

員。 

 

【安部委員】  安部です。ぜひ、こういう形で前向きな議論、実質的な議論をしてい

ただきたいと思って私もこの席に参っております。議会の委員の皆さんもそうだと思

うし、傍聴されている市民の方もそうだと思います。どうでしょうか。 

 

【長瀬委員長】  では、この件に関しまして、ほかの委員から質問、谷口委員、提案

者に対して質問がありましたら、していただきたいと思いますけども、いかがでしょ

うか。大澤委員、どうぞ。 

 

【大澤委員】  谷口委員の提案の中の本文の中の文章、下から５行目、二次急性期病

院としての医療水準の維持、経営手法、市民のための地域医療連携体制の構築、さら

に生駒市と指定管理者候補者との協定書案についてであるという、それはごもっとも

なことなんです。ただ、上から３行目のところ、今回提案の生駒市病院事業計画案は、

生駒市新病院整備専門委員会の中間答申を踏まえて、ここまではいいんですけども、

策定されたものであると。だれが策定されたのか、そこが問題。それと、次のところ

の、また議会において指定管理者制度を活用した市民病院の開設を条例として可決し

たものである。これは、条例として可決しておりますからそれはいいんですけど。し

たがって、のところですね。事業計画案の内容は、議会において十分審議されたもの

であると。これもちょっと甚だ疑問で。 

 

【長瀬委員長】  大澤委員、今申し上げましたように、前回のところで余り申し上げ

なかったんですが、質問の部分と討議の部分は明確に分けたいと思いますので、御意

見であれば、それは後の討議のところでお願いしたいと思います。この内容について

の質問をお願いいたします。 

 

【大澤委員】  そしたら、この十分に討議されたものであるという根拠、それを示し

ていただきたい。 

 

【長瀬委員長】  先ほど確認いたしましたように、「記」以下の４項目が要望の内容で

あるという理解をしていますけども、その理由部分についての御質問ということでよ

ろしいですか。 

 

【大澤委員】  そうですね。その「記」以下のことが出てくるには、その前の文章が
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生きてこないと、その「記」以下の４項目は出てこないので、その事業計画案の内容

は議会において十分審議されたものであると、その辺の根拠を示していただきたい。

本当に十分審議されたものかどうか。 

 

【長瀬委員長】  谷口委員。 

 

【谷口委員】  大澤委員、 初に、「策定されたものである」というのはいいんですか、

お答えしなくて。 

 

【大澤委員】  だれが策定したのかということですよね。それも。 

 

【谷口委員】  これは、この事業の当事者でありかつこの委員会を諮問したいわゆる

生駒市が制定したものでしょう。 

 

【大澤委員】  本当に生駒市が制定したんですか。 

 

【谷口委員】  本当か嘘かは、私にはそういうこと分からない。 

 

【大澤委員】  その出てきている、医療審議会に出された事前協議書というのは、徳

洲会が作った。市長の意見ないしは私たちの委員会の意見が反映されて出てきたもの

ではなくて、徳洲会がもう独自に作ってしまった。これは新聞にもいろいろ報道は出

ておりますけどね。 

 

【長瀬委員長】  大澤さん、質疑でありますので、質疑のところにまず絞らせていた

だけませんか。お考えはお持ちだというのは今まででよく分かったんですけども、質

問に限らせていただきます。谷口委員も、端的に質問に答えていただきたいと思いま

す。 

 

【谷口委員】  それから、十分に審議されたものであると私が承知しておりますのは、

生駒市の公式ホームページ並びに生駒市議会の公式ホームページから見て、十分に審

議されたものと了解しております。 

 

【大澤委員】  十分に審議されたものであれば、事前協議書に、第１回目でちょっと

問題になりました、今回資料に出ておりますけども、資料の２の７なんですね。そこ

の標榜科に関して、消化器科、循環器科というそういう言い方はないんで、中間答申

の中でもそういう言い方はしておりませんので、いかにそれが委員会の意見をないが

しろにした事前協議書かという。市長の独断専行で走った、ないしはもう徳洲会が書

いてきた事前協議書というのが、ここでありありと分かるわけですね。 

 

【長瀬委員長】  大澤委員、 後の部分は、もう１度聞かせていただきますけど、質

問ですか、意見ですか。意見であれば今はお控えいただきたい。 

 

【大澤委員】  はい。だれが作ったんですか。 

 

【谷口委員】  お答えしました。 
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【長瀬委員長】  この件に関して、事務局の方は何か回答はありますか。 

 

【山下市長】  事業計画案は、当然のことながら市の方で策定をしておりまして、中

身のことについても市がやっております。それから、議会において十分に審議された

ものであるという点につきましては、２６６床当時の事前協議書につきましては、既

に昨年２月の医療審に出すために議会の方にも配付させていただいて、この新病院設

置等に関する特別委員会において、既に昨年２月時点で配付して審議を賜っておりま

すし、２１０床に変更したものについても、本年３月、新病院設置等に関する特別委

員会で配付いたしまして、議会において建物の構造、そうしたことにまで御質問、審

議いただいておるところでございます。 

 

【長瀬委員長】  では、ほかの委員から谷口委員の提案について質問はありますでし

ょうか。 

 

【大澤委員】  進め方なので、大事なこと、基本的なことなんですよ。何も審議を引

き延ばそうとか、そういうことを考えているのではなくて、真に生駒市民に必要な病

院を協議する場なんですよ。だから一番大事なところなんですよ、ここね。そこが漏

れ落ちています。委員長、前と同じ轍を踏まないように気をつけてください。 

 

【長瀬委員長】  大澤委員、議事進行につきまして、ほかの委員の発言の機会も与え

るようにしなければなりません。大澤委員のみの発言で済むものではございません。

したがいまして、先ほど申し上げましたように、議事進行について質問のみ、討論の

みという形で通常の会議と同じように進めたいと思います。議事進行について、たび

たび注意申し上げても従っていただけない場合には、通常会議ですと、発言の制限を

させていただかざるを得ないという状況ですので、御理解いただきたいと思います。 

 

【大澤委員】  それはおかしいじゃないですか。フリーにディスカッションすべきで

しょう。前と一緒ですよ、それ、長瀬さん、それだと。 

 

【長瀬委員長】  できるだけ各委員からの御意見をいただくためにそのような形で通

常会議規則などが設けられているわけでして、この場でもほかの委員の御意見も伺い

ながら討議するのは、これは委員会として当然だと考えています。 

 

【大澤委員】  何も他の委員の質問を制して私が質問しているわけじゃなし、挙手し

て指名されて質問したわけですから、その質問に対して答弁があって、答弁に対して

またそれに質問があるというのは当たり前のことで、１回質問して答弁があったら、

はい、そうですかと、そういう進め方はないと思う。それだったらやめた方がいい。 

 

【長瀬委員長】  大澤委員、先ほど質問に対して御意見を述べられましたことを受け

て今のようにさせていただきました。ほかの委員も質問はございますでしょうか。樋

口委員、どうぞ。 

 

【樋口委員】  「記」のところで書かれている第１項のところの期日内審議完了の確

認。第３項で、予備日を設定すると。これは、期日内に予備日を設けて審議を尽くす
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ということで書かれているのか、それとも期日内で終わらなければ予備日を設けて、

後に検討を進めていくという意味なのか、その辺、予備日というのをどのように考え

ておられるのかということについて確認させてください。 

 

【長瀬委員長】  谷口委員。 

 

【谷口委員】  第１回の委員会で事業計画案の１ページ半しか実は進行できなかった

ですね。ここに私が書いております会議日程及び審議案件、これは、事務局から 初

に配付されまして、第１回目はどこまで審議するか、第２回目はどこから審議するか

ということが書かれてあって、全員が了承したはずなんです。にもかかわらず、この

審議が未了に終わっているんです。そこで、私は、この５回の審議会では、このまま

でいくと審議が未了になってしまうことを大変恐れております。私が恐れているんじ

ゃなくて、市民の皆さんから私に、いろんな声が寄せられています。したがって、私

は、第１項目に審議の正否じゃなくて、完了を確認しているんです。審議を終わりま

しょうと言っているわけです。しかし、第１回目は既におくれておりますから、万一

遅延した場合を配慮して、予備日を設けましょうと申し上げているわけです、以上で

す。 

 

【長瀬委員長】  樋口委員、よろしいですか。 

 

【樋口委員】  私がお尋ねしているのは、当初の第５回目の１１月１７日を期日とい

うように、と考えられているんだろうと思うんです。そこで、予備日というのは、そ

の内側にあるのか外側にあるのか、その辺どういう想定をされておっしゃっているの

かということを確認したいということなんです。 

 

【谷口委員】  １１月１７日以降か、以前かという話ですか。いや、これは、皆さん

の日程もそれぞれおありと思いますから、委員長にお任せして、それは、皆さんの意

向を聞いて 終的に事務局で決定いただいたら結構だと思います。 

 

【長瀬委員長】  樋口委員、今の回答でよろしいですか。 

 

【谷口委員】  だから、以前でも以降でもいつでも結構ですと申し上げているんです。 

 

【長瀬委員長】  谷口委員、済みません、順次発言をお願いいたします。 

 

【樋口委員】  その期日内というのは、１１月１７日にこだわられているんであれば、

その中で日程調整をして。例えばこの前第１回目で一部残していますよね。その残し

た分を今日までの間に日を設けてやっつけていくというようなことを想定されている

のか、それともずれてずれて来た、１７日を越えそうだというときに、その後に予備

日を設けて、あるいはできるだけ速やかにやるということをおっしゃっているのか、

文章の中でちょっと、そこが何か矛盾というのか理解しがたいところがあったので、

ちょっとそこだけ確認させてくださいということだけなんですけども。 

 

【長瀬委員長】  谷口委員に対する重ねての質問ということでよろしいですか。谷口

委員。 
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【谷口委員】  非常にディテールにこだわられるんで感心しておりますが、要は、こ

の期日内に審議を完了しましょうというのが、私の第１の願いです。だから、今遅れ

ておりますから、今日、遅れた分も全部やれれば、３回目は３回目の頭から入れるわ

けです。だから、そういう意味で期日内審議の完了の確認なんです。しかし、現実の

問題として、１回目が遅れていることは事実ですから、だから、もし万一それが順次

ずれていくようなことがあれば、予備日を設定してくださいということなんです。で、

その急遽予備日を設定するというのも大変でしょうから、予備日をできるだけ早い時

間のうちに決めておきましょうと申し上げている。 

 

【長瀬委員長】  質疑としては、同じことが、内容が繰り返されているようですので、

この件についてはこのくらいにしたいと思います。 

 ほかに委員からの質問はございますでしょうか。松井委員、どうぞ。 

 

【松井委員】  先ほど、市長は、生駒市病院事業計画案は生駒市が作ったとおっしゃ

っていたんですけども、私がこの委員会の委員に決まったときに、生駒市の方から、

何について話し合いをするんですかと言ったら、徳洲会と生駒市が作った案を検討す

ると聞いたんですけども。そうなんですよね、私はそういうふうに説明を聞きました

けど。 

 

【長瀬委員長】  この件については、提案者に対する質問ではないわけですよね。ち

ょっとそれは控えていただいて討議のところで、関連するところでまたやっていただ

いたら。 

 よろしいでしょうか、では、今の谷口委員の提案について、質問がよろしければ、

討議に移りたいと思いますが、まず松井委員の今の質問がありましたが、それは関連

する問題として事務局の方に質問ということでよろしいでしょうか。では、事務局の

方から。市長、どうぞ。 

 

【山下市長】  その松井先生がお聞きになった内容はちょっと分かりませんけれども、

当然、細部について協議することは当然です。しかしながら、文章は、こちらで作成

して市の責任のみで作成した。そういう意味で市が作成したというふうに御理解いた

だけますでしょうか。 

 

【長瀬委員長】  よろしいでしょうか。それでは、討議を続けたいと思いますが。 

 谷口委員の提案について、御意見がありましたら、お願いいたします。樋口委員、

どうぞ。 

 

【樋口委員】  事業計画案の内容は議会によって十分審議されたものであるというと

ころですけれども、内容的には、事前協議書というところに一定の内容が出てきてお

りまして、その内容をオーソライズするという場面は我々にはなかったということで

すので。質疑等はありましたが、それに対して納得しましたという結論は出ていない

ということですので、そこだけは十分御理解いただきたいと思います。ゆえに、この

事業計画案というのは、専門家を入れたこの場で合意事項として作られていくものだ

と私は認識しておりますので、ここでも十分な審議は必要だというふうにも考えてお

ります。 
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 それと、この期日内に審議完了という、要は、私自身は、時間にこだわり過ぎて審

議が十分にできないということを恐れるということは、前回も確か意見として申し上

げたように記憶しているんですけれども、ですから、各項目になりますけれども、十

分に議論は尽くすということは必要だと考えます。予備日を設けてそこを尽くしてい

くということについては、私も賛成です。ただ、個人的に、その日をどこに設けられ

るのかということについては、忙しい先生方がたくさんお集まりなので、どこまで可

能なのかというところもあるんで、そこは事務局に御苦労、御努力いただくというこ

とで。ですから、この１１月１７日というところにあんまりこだわり過ぎると、そこ

のところが物理的に不可能になってしまうと。要は審議を尽くすということが物理的

に不可能になってしまいはしないかということを少し心配する。別に先延ばしとかそ

ういうことではなくて、議論を尽くすということが必要だということだけ申し上げて

おきます。 

 

【長瀬委員長】  安部委員、どうぞ。 

 

【安部委員】  樋口委員の今の御意見は、一般論としてはそうです。議論を尽くす、

それはそうなんです。でも、本当にこれは前提条件のベースのところから、前回もそ

うだったですけども、言葉の一字一句から全部やっていくと。とてもじゃないですけ

ど、毎日毎日連日委員会を開催して徹夜でやりますか。僕はそれぐらいのボリューム

だと思います。ゼロからやるんだったら。でも、僕らは、ここの推進委員会が求めら

れていることは、そうじゃないんです。２１０の市民病院を造ろうやないかと。科目

は１０科目です。じゃ、これを具体的にこの推進委員１０名で知恵を出し合って、本

当にいい病院で、倒産しない、赤字にならない病院、それから、一番大事な救急の命

のところを助けると。こういう病院を、特にお医者さん方が３名入ったでしょう。そ

れだけの知恵を持った方がいらっしゃるんですから、そこで知恵を出そうやないかと

いうのが、この推進委員会じゃないですか。僕はそういうふうに受けとめておりまし

て。議論を尽くすというのは、これは当然のことで、もうやらないかんことと。でも、

これは一般論で、言葉はいいんですけども、実際的な我々のミッション、期限、これ

を考えると、ちょっとどうかという率直な気持ちです。 

 

【長瀬委員長】  南委員、どうぞ。簡潔に発言をお願いします。 

 

【南委員】  確かに審議を尽くすということは非常に大切なことなんですけれども、

樋口委員がこの前の議会で生駒市病院事業の設置等に関する条例のところで、修正動

議を出されておられますよね。その１８条３項に、運営の状況などの改善が必要だっ

たら、市長が諮問してその委員会で検討していけばいいとおっしゃっているわけです

から、すべてのいろんな答申案、そういうものが審議を尽くされて、万人がオーケー

というふうなものはできないと思うんです。だから、私は、樋口委員がこういう修正

案を出されたということは、将来に向かっては非常にいいことだと思っているんです。

だから、問題点は少しあるにしても、大まかなラインはもうここで決定していって、

詳細の運用面に関しては、樋口委員がおっしゃったような方法で修正していけば、い

かがなものなんでしょうか。 

 

【長瀬委員長】  樋口委員、どうぞ。 
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【樋口委員】  すべて完全合意ができるまで議論することは多分無理な話だと、いろ

んな意見がある中で、無理だと思います。ただ、一定意見を出し尽くして、例えば、

前回の審議事項、いろいろと意見が出ましたよね。じゃあ、次回こういう修正案を出

してみます、事務局出してください、私も出しますということを、それを繰り返して

いくことによって、この計画の内容は恐らく厚みのあるものになっていきますし、い

ろいろ出た意見を集約して、いろいろ修正案を出していくということですから、それ

はそれなりに合意していくこともできると思うんです。ですから、審議を尽くすとい

うことも、効率的に進める方法というのはあり得ると思いますから、積極的にそうい

うものを出していけば、建設的な意見の集約というやり方で効率的にそこは物理的に

も可能なのかなとは思っていますし、そうおくれるということに対しての心配という

のは、私自身はしていないつもりなんですけれども。ただ、時間の制約のある中で、

いろんな意見を全部引っ張り出すということのために時間がかかってしまうというこ

とはあっても、集約の方法というのは効率的にやる方法というのはあるんじゃないか

と思いますし。今日は、こういう議論をしていることも、実は中身にまだ入れていな

いということで、非常に、私はある意味焦りも感じる部分でございまして。前回審議

の進め方、審議方法についてというところで一定議論されたところで進められている

ので、心配事はあるとしても、予備日を設けるというようなことの合意ができれば、

できるだけスケジュールどおりに進めましょうということの合意ができれば、私はも

うそれでいいのかなと思いますけれども。 

 

【長瀬委員長】  谷口委員、どうぞ。 

 

【谷口委員】  樋口委員がおっしゃったように、もうこれ、３０分たっているんです

わ。僕は、これを提案してこんなにこれが論議を呼ぶとは思わなかった。だから、委

員長、これはおかしいと、反対やという人だけの意見を僕に言っていただきたいんで

す。これは分かったという方の意見を討議する必要はないと思う。だから、これはあ

かんと、この４項目ですよ。前の前段の、文字のいいや悪いやなんていうようなこと

は枝葉末節として、４項目について私は反対だとおっしゃるんだったら、ぜひそれを

僕に問いかけていただきたい。 

 

【長瀬委員長】  一番初めで確認させていただいたように、提案の内容が下の４項目

でございます。今の議論の中で、その下の４項目についての反対は、特段各委員から

なかったと理解しておりますが。改めてお伺いしますけれども、「記」以下の４項目に

ついて修正すべきである、あるいは反対等の御意見はございますか。大澤委員、どう

ぞ。 

 

【大澤委員】  この期日内審議の完了の確認という第１番目のところですけども、こ

れに非常にこだわっておられるんだけども、審議する内容、１回目から５回目までず

っと審議案件が書いてございますけども、これを、内容を見たら、非常に前３つ、１

回目、２回目、３回目、この辺が物すごく濃度が濃いんです。４回目、５回目はそん

なにない。だから３回目のところまでが、４回半ぐらい使っても、あとはすっと流れ

ると思うんです。だから、あんまり前でつんでしまったから、予定どおりいかなかっ

たからいうて、心配されることはないと思うんです。ただ、この今回の残っている人

員体制、２回目の本日の予定の救急、地域医療の支援、３回目の整備のこと、収支の

見通し、この辺は物すごく大事で、生駒市民の税金を使っての病院ですので、その辺
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をしっかり期日を気にせずに、時間を気にせずに、議論していかないといけない。４

回目、５回目はそんなに時間がかからないと思いますので。その辺を配慮していただ

けたらと思います。 

 

【長瀬委員長】  今の大澤委員の御意見は、１から４に関しましては、特段の修正と

いうわけではなくて、配慮点について要望されたと見てよろしいでしょうか。 

 

【大澤委員】  だから、期日内の完了というのを余りこだわらなくていいんじゃない

ですか、こういうことを書かなくてもいいんじゃないですか。 

 

【長瀬委員長】  大澤委員の御意見は、そうしますと、１については、削除した方が

いいという御意見でしょうか。 

 

【大澤委員】  審議を尽くすには、こういう足かせを作らない方がよろしいでしょう。 

 

【長瀬委員長】  ほかに御意見はございますでしょうか。松井委員、どうぞ。 

 

【松井委員】  期日というのは決められているんですか。 初の我々への問い合わせ

があったときに、予備日もあったように思うんです。見せてもらったこの案は、予備

日がもう消えてしまっているんですけど。それは、予備日がこの１１月１７日より後

にあったと思うんですけども、期日というのはいつになってたんですか。 

 

【長瀬委員長】  現実は、現在先ほども樋口委員の方から谷口委員に対して質問され

ていたことでありますが、この提案の趣旨の期日というのは、市長諮問の１１月末ま

でに答申をしていただきたいということを指しているものというふうに谷口委員の説

明は実質的に、内容がなっていたと理解しています。 

 先ほど大澤委員から、１を削除する修正の提案がありましたけど、御賛同の委員は

いらっしゃいますか。では、賛同される委員がいらっしゃいませんので、ただいまの

修正の提案としては取り上げないことにいたします。 

 では、ほかに１から４につきまして、御意見はございますでしょうか。なければ、

この谷口委員提案の事業推進委員会の運営に関する提案の「記」以下の４項目につい

ては、委員会として･･･。 

 

【松井委員】  済みません、この２の、「この計画案どおり実施する」というのは、実

際はちょっと難しいと思うんですけども、それは弾力的にはできないんでしょうか。

会議日程を計画案どおり実施するということになると、これはかなり、先ほど大澤委

員もおっしゃっていたように、ボリュームのあるところをどんどんということになる

と、会議時間が６時間、７時間、８時間となる可能性があると思いますけど。 

 

【長瀬委員長】  松井委員、それは、質問でしょうか。だれに対する質問でしょうか。 

 

【松井委員】  それは２番を作られた･･･。 

 

【長瀬委員長】  谷口委員でしょうか。谷口委員、どうぞ。 
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【谷口委員】  会議日程及び審議案件を計画どおりに実施するというふうにここに書

いておりますけれども、現実には、第１回目は計画どおりにいっていないわけです。

それは百も承知しておるわけです。そうですわね。だから、これは、もう１度皆さん

の意思として、今後はできるだけ計画どおりに審議するように議事の進行をしましょ

うという確認をさせていただいているわけですから。それは、そのとおりいかない場

合も当然あろうと思います。 

 

【長瀬委員長】  よろしいでしょうか。大澤委員。 

 

【大澤委員】  それであれば、２のところは、計画案どおり実施するよう努力すると

いう形で。実施すると断言しますと、実施しないといけなくなりますので、実施する

よう努力するという一言を入れていただきたいと思います。 

 

【長瀬委員長】  大澤委員の修正提案がございましたけれども、ほかの委員、御賛同

の委員はいらっしゃいますか。３委員の御賛同がありました。 

 では、修正の提案として検討したいと思いますけれども、これについて、今の修正

案について御意見はありますでしょうか。では、ただいまの案に関しましては、原案

とあわせて採決することにしたいと思います。ほかに修正案はございますでしょうか。

よろしいでしょうか。では、以上で討議を終了します。 

 で、大澤委員提案の修正案からまず先に採決をとりたいと思います。大澤委員提案

の修正案ですけれども、実施するよう努力する、これでよろしいですね。これに賛成

の方から挙手で採決をとりたいと思います。 

 大澤委員提案の修正案に賛成の委員、挙手をお願いします。 

（賛成者挙手） 

 

【長瀬委員長】  ありがとうございます。 

 反対の方、挙手をお願いします。 

（反対者挙手） 

 

【長瀬委員長】  もう１度反対の方、５でございます。 

 したがいまして否とする者の方が多いもんですから、この件に関しては修正案を否

決いたします。したがいまして、原案が残された唯一の案になりますので、原案どお

り採択したものとします。 

 

【谷口委員】  ありがとうございます。 

 

【長瀬委員長】  では、この案件に関しましては以上といたします。 

 引き続きまして。安部委員、審議案件よりも優先する議案？ 

 

【安部委員】  はい。 

 

【長瀬委員長】  簡単に内容をよろしくお願いします。 

 

【安部委員】  先ほど、前回もそうでしたけど、先ほどからも徳洲会病院が造りたい

病院ということじゃないかとかいろんな御意見がございました。それを踏まえて、ち
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ょっと私の方から１つ提案をさせていただきたいと思います。去る１０月１０日の推

進委員会においても、一部委員の方々の発言の中に、徳洲会への不信感をあらわにさ

れているのが多々あり、またそれについて相当の時間を費やしました。徳洲会との事

業連携は不安だというふうに私なりに解釈いたしました。不安を覚えることそれ自体

を私はとやかく言うつもりは、私にもありません。しかし、不安や疑心暗鬼ばかりが

先行した議論は、時間の浪費という点もさることながら、この推進委員会としては好

ましくありません。その不安が的を得たものであるかどうかこそが大切なことだと思

います。また、不安があるなら、それを解消するための具体策を考えていくのが本委

員会の本筋の話だと思います。 

 そこで提案します。その不安や疑心暗鬼、もしくは不信感、これを解消するために、

この推進委員会として１度現場を視察してはどうでしょうか。これが提案です。例え

ば宇治徳洲会病院並びに宇治市役所を訪れて医療連携の現状をじかにお聞きしてはい

かがでしょうか。こういう提案です。去る９月２４日付の朝日新聞朝刊に、「生駒市立

病院問題、徳洲会進出、宇治の場合は」といったタイトルの記事が出ておりました。

その記事によりますと、開設当初は徳洲会批判も多かったものの、小児救急受け入れ

を契機に地元医師とも連携が進み、今や地域連携において欠かせない基幹病院と位置

づけられるようになったということのようです。この視察については、生駒市病院の

具体的な姿を審議する本委員会にとっても、大いに資するものと思います。以上、宇

治徳洲会病院並びに宇治市役所の視察を提案させていただきます。 

 

【長瀬委員長】  安部委員から、ただいま徳洲会病院及び宇治市役所を視察するとい

うことの提案がありました。これは、ちょっと確認したいんですけれども、その内容

は、日程というのは、会議日程として新たに組み込むということでしょうか。 

 

【安部委員】  おっしゃるとおりです。 

 

【長瀬委員長】  そうすると、これは、定足数が発生するものということでしょうか。 

 

【安部委員】  いえ、見学ですから、それはないと思います。 

 

【長瀬委員長】  そうしますと、そこでは審議は行われないということですね。 

 

【安部委員】  はい。 

 

【長瀬委員長】  今、生駒市病院事業推進委員会として、宇治徳洲会病院及び市役所

を視察することの提案が安部委員からされて、それは審議日程外の日程として提案さ

れたものでありますけども、このことについてここで討議することに御賛同いただく

委員はいらっしゃいますか。南委員、どうぞ。 

 

【南委員】  やはり物事、現場を知らないといけないと思います。そういう点では、

地域の方々がどう徳洲会さんを受けとめておられるのか、また病院も見学をさせてい

ただいて、どういう状況になっているかということは、我々がじかにこの目で見て、

また耳で聞いて判断するということは非常に大切ですから、ぜひこの見学会、企画を

していただきたいと思います。 

 



－12－ 

【長瀬委員長】  ほかの委員、この案件は質問と討議を一緒にしようかと思うんです

けども、御質問及び御意見がありましたらば、お願いいたします。松井委員、どうぞ。 

 

【松井委員】  宇治徳洲会病院は、宇治市がやっているものではないですし、指定管

理を使っているものではないので、全く同じものではないということをちょっと 初

に分かった上で見学に行っていただかないとあかんかなと私は思います。 

 

【長瀬委員長】  ほかの委員はいかがでしょうか。関本委員、どうぞ。 

 

【関本委員】  この界隈に、徳洲会の病院は幾つか大阪の方にもありますけど、今回

宇治を選ばれた理由は何かありますか。 

 

【安部委員】  たまたま、この朝日新聞の９月２４日の朝刊なんですけど、そこに生

駒市立病院の問題を取り上げていまして、それに付随した形で宇治徳洲会病院の内容

があって。そこに地元医師会の事務局さんのお話もあったということなんで、地域連

携がうまいこといっているようなお話でしたので、そこを現場をじかに目で見れば、

不安とか不信とかそういうのもぬぐい去られるかなと。私も、失礼ですけども、徳洲

会病院、徳洲会さんを全面的に信用しているわけではありません。もっともっと確認

したいし、詰めていきたいこともあるんで、私自身も確認したいというのもあります。 

 

【長瀬委員長】  今ので回答はよろしいですか。ほかに各委員から質問、意見等あり

ますか。樋口委員。 

 

【樋口委員】  これは、質問じゃなくて意見ということなんですが、できれば、市役

所でヒアリングということだったんですが、例えば宇治市内にある医療機関の経営者

の意見なんかも聞けるような設定をしていただけるとありがたいかなとも思います。 

 

 

【長瀬委員長】  大澤委員。 

 

【大澤委員】  新聞の記事というのは非常に偏りがありますので、朝日ということな

んで、何らかの圧力がかかっての記事の可能性もありますんで、余りそれを全面的に

出さないようにしていただければ。 

 

【長瀬委員長】  安部委員。 

 

【安部委員】  私は、朝日新聞とか何とかの偏向とか、そういうお話ですけど、そん

なもん全く関係ない人が書いているわけですから、そういう御意見はちょっと困るん

ですけど。おかしいですか。 

 

【大澤委員】  新聞は余り信用されない方がいい。 

 

【安部委員】  分かっています。先生以上に分かっていますよ。 

 

【長瀬委員長】  割って入るようで恐縮なんですが、各委員の御意見は必ずしも一致
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しないと思いますので、もし差し支えなければ、議案に関連するところでお話しして

いただきたいと思います。谷口委員、どうぞ。 

 

【谷口委員】  今、安部委員の御提案で、私も大変賛成なんです。樋口委員も御賛成

のようですから、私は、できたら、議会の皆さんで参加される方は、御一緒に行って

いただきたいと思うんです。ぜひ議会で審議されたとはいえ、百聞は一見にしかずで、

聞けばいいわけですから。そういう形で、これは、 後は事務局で段取りをするんだ

ろうと思いますけども、お願いしたいなと。もし市民が入れる余地があるなら、そう

いうこともあわせて検討いただければと思います。 

 

【長瀬委員長】  各委員から御意見、御質問などありますでしょうか。関本委員。 

 

【関本委員】  現場を見るというのは非常に有用なことだと思いますので、基本的に

は非常に賛成ですが、現場のどこを見るのか、だれのお話を聞くのかというのはちょ

っと難しい面もあります。例えば救急であるとすれば、本当に救急がどんなふうに機

能しているかということを見たかったら、やはり救急のところに行ってみるというの

が、本当は一番効果的ですし、地域の連携ということを見たかったら、病院長のお話

だけではなく地域の医師会であるとかあるいは一般の患者さんの話を聞くというのも

効果的でしょうが、いろいろやり方があるので、結構、実は言うは易く行うは難しみ

たいな面もあるんですが、できるだけ効果的なところを見るということで、考えてい

けたらとは思います。 

 

【長瀬委員長】  樋口委員。 

 

【樋口委員】  これは提案なんですけれもど、まずその視察をするかしないかという

ことの決を今日採っていただいて、もしするということであれば、だれにどういう話

を聞いて何を見るのかという今の関本委員からの御発言を受けて、次回にその企画に

ついて、視察のやり方について１度審議をいただいて、そこで決まったことに基づい

て実施するという形をとっていただくと、議論も速やかに進むんじゃないかと思いま

すので、提案いたします。 

 

【長瀬委員長】  今樋口委員から御提案がありましたけれども、樋口委員の御提案、

つまり審議の仕方でありますけども、まず第１段階の採決として、視察というものを、

対象のいかんは問わず、するかしないかということについて採決をした上で、行うと

いうことになった場合には、その内容について次回の委員会で審議をするという提案

がありました。これについて御賛同の方はいらっしゃいますか。２委員の賛同がござ

いましたので、これについて討議は･･･。 

 

【谷口委員】  それで結構なんですけど、文書かメールか、何でも結構ですから、次

回までに内容について各委員が承知した上で、次回判断やられたら、結論が早いです。 

 

【長瀬委員長】  南委員、どうぞ。 

 

【南委員】  第３回の予定ということになりますと、いろんなポイントのところは既

に議論を終わっているわけですよね。だから、私は、この１１月１日の前にある程度
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の知識を持っておかないといけない。事務局中心に案を練っていただいて、それに対

していろんな意見を言っていったらいかがでしょうか。それでないと間に合わないと

思うんですけど。 

 

【長瀬委員長】  南委員の今の意見は、実施するかしないかについて今、審議をして、

その内容については事務局主導で決定してほしいという御提案でしょうか。 

 

【南委員】  そうです。 

 

【長瀬委員長】  今２案意見が出ている状態です。谷口委員が賛同されています。ほ

かに御意見などございますでしょうか。松井委員、どうぞ。 

 

【松井委員】  前回のときも、うまくいっているところいっていないところがあると

いう意見が出ていたかと思うんですけども、宇治はうまくいっているでしょうと思う

んですけど、うまくいっていないようなところも、もしあれば、見学は遠いかも知れ

ないですけど、ちゃんとそういうふうなのも、皆に周知していただいて御審議いただ

きたい。 

 

【長瀬委員長】  具体的には、今のこの視察に関してはどのような対応を御提案なん

でしょうか。 

 

【松井委員】  行き先が宇治というふうに決まっているのかどうかということ。 

 

【長瀬委員長】  といいますと、宇治以外にも。 

 

【松井委員】  岸和田とか松原にもあるでしょうし、いろいろなところにあると思う

んです、大阪の松原なんかは割と近いかなとも思うんですけど。規模はみんな違うの

かも知れません。宇治もちょっと大きいような気がするんですけど、大体大きさの近

いところというのはあるんでしょうか、どうでしょう。宇治は何床ですか。３００床

ぐらいですか。 

 

【今村茅ヶ崎徳洲会病院副院長】  宇治は４００床。 

 

【松井委員】  倍ですね。４００床いうたら、県立奈良くらいですね。 

 

【長瀬委員長】  一応今審議の段取りとしまして、松井委員の御意見としては、実際

に視察するかしないかを決めて、視察先についてどのように決めたらよいというふう

にお考えなのかを明確にしていただきませんと、ちょっと皆さんと討議できないんで

すね。 

 

【松井委員】  まず、行くか行かないかの前に、行き先が決まっているのであればち

ょっとなかなか難しいのかなと。うまくいっているケースを見に行くという形でいく

のかなと。 

 

【長瀬委員長】  まず先に、そうしますと、視察の候補を決めてから討議すべきであ
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るという御意見でしょうか。 

 

【松井委員】  それができるのかどうかも分かりませんけども。 

 

【長瀬委員長】  これについて、私の方から先ほどからちょっと質問したいことが１

つありまして、お許しいただければ事務局に聞きたいんですけど。というのは、これ

は、宇治徳洲会というのは具体的な名前が出ていましたし、あるいは宇治市役所とい

う名前が出てきましたし、また、先ほど樋口委員から宇治市内の医療機関もというよ

うな意見が出てきました。これらについて、実際に実施可能なのか、今の段階で確定

しているものがあるのかどうかですけれども、今後調整が必要であるのならば、当然

のことながら、この場では名前を入れた形で質疑はできませんから。決まっているも

のなのでしょうか。市長、ちょっと。 

 

【山下市長】  もちろん今聞いたお話なので、我々としてもあてがあるわけではござ

いません。ある程度、全員お忙しい先生ばかりですし、こちらがこの日に行きたいと

言っても、向こうの都合もあると思うし、こちらが、この人の話もあの人の話も、あ

っちも見たい、こっちも見たいけども、向こうがその日に受け入れ可能かどうかとい

う問題もあるし、なかなかこちらの都合ばかりが通るとも限らないと思います。です

ので、もし実施するということであれば、ある程度の幅というものがなければ、なか

なか日程の調整を含めて、視察先との調整も難しいものがあるというふうにも思われ

ますし。医師会の先生方に御参加いただけるのは、休診の日に日を設定しなければな

らないので、そうすると、行ける日も、曜日というのが限られてくる。そうした中で、

きちんと設定、市役所なんかと調整するということになると、例えば１１月７日が総

括及び答申案の承認ということになっているんですけど、それより後に視察するのが

決まってしまえば、余り視察の意味もないんじゃないかとも思いますので、ある程度

裁量があった方が事務局としてはやりやすいのではないかなとは感じております。 

 

【長瀬委員長】  ありがとうございます。谷口委員。 

 

【谷口委員】  この件は、ここで討議してもこれ以上は進まないと思いますので、視

察についての皆さんの決議をとっていただいて、あと実際の詳細については、これは

もう事務局に任せないと、今市長もおっしゃられたように、相手の方もありますし、

こちらの方の日程もあります。すべてがうまくいくとは思いませんけども、これはも

う任せないと難しいと思いますので、そういう形で決をとっていただければありがた

いです。 

 

【長瀬委員長】  本来なら、ここでもう採決するかどうか決めるべきところなんです

けども、樋口委員、ちょっとお伺いしたいんですけども、先ほどこの委員会の方で具

体的な詳細についてもう１回次回討議をすべきであるという御意見の提案をされてい

るんですけども、今までの討議を踏まえて、この提案は維持されますか。 

 

【樋口委員】  ここで審議をしなければ視察ができないというふうには考えておりま

せん。ただ、一定こういう人の話を聞きたい、今出ておりますのが同市内の医療機関、

医師会ということの話もありました。そういうところのニーズを、一定事務局に何日

までに上げてくださいということが示されれば、それまでに希望をお伝えして、でき
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るだけそれに添うような形で企画していただいて、それに添って実施するという形を

とっていただければ結構かと思いますし、恐らく今の御意見の中では、どこをという

その対象も含めて考えていただくということになろうかと思うんですが、そこも含め

て事務局の方で考えていただくということで結構かと思います。 

 

【長瀬委員長】  では、先ほどの南委員提案の事務局の裁量に任せるというふうな形

で樋口委員の方は差し支えないと現時点ではお考えだということでよろしいでしょう

か。 

 

【樋口委員】  いつまでにニーズを出してくださいということがあって、そのニーズ

は一定出させていただいたとして、ある程度は踏まえていただくという、そういうこ

とが前提としてあるということで、事務局にお任せするということだと思います。 

 

【長瀬委員長】  先ほど賛成されました秋吉委員、関本委員いかがでしょうか。今の

ような樋口委員の御意見ですけども。 

 

【秋吉委員】  事務局に一任という形で。私は消防ですので、できれば救急の実態を

説明してくれるところに連れていってもらいたいんですけど。 

 

【長瀬委員長】  関本委員、いかがでしょうか。関本委員の意見を伺ってよろしいで

すか。 

 

【関本委員】  実現可能性ということを考えると、事務局に一任するのが一番ちゃん

とできるかと思います。 

 

【長瀬委員長】  松井委員、いかがでしょうか。 

 

【松井委員】  何度も申しますが、宇治徳洲会はちょっと大きいんですよね、規模が。

だから、できれば２００床前後のところでお願いしたい。 

 

【今村茅ヶ崎徳洲会病院副院長】  徳洲会病院のことについて言いますと、ホームペー

ジに病床数とかは、全部表示していますので、どの病院でも見学に来ていただいて結

構です。特にドクターの方々に、現場に入ってずっとついて見ていただくことも、そ

れはいつでも可能だと思います。特に救急とかということになれば、２４時間、特に

夜間、どういうような形で運営されているかというか、非常に難しい問題でもありま

すし、重視すべき問題でもありますから、そういう形でよく見ていただいて、そうい

う時間をとっていただければ、個別にでも対応したいと思います。また委員全体とし

ては、それはそれなりの形が要ると思いますので、事前に申し入れいただいたら、そ

れを吸収するというようなことは、きちっとした形で見ていただけるように私が手配

いたしますので。お願いします。 

 

【山下市長】  松井委員がお申し出のとおり、できる限り２１０床に近い病院が視察

できればと思うんですけれども、その受け入れ先の日程等もあると思いますので。ち

ょっと教えていただきたいんですけれども、医師会と病院との連携がうまくいってい

る、いないということと、病床数の関係がもしあるのであれば、病床規模が近いとこ
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ろがいいと思うんですけど、余り関係ないということであれば、ある程度その辺は４

００床なり、３００床なり、それ以上の病院でもいいのではないかと思いますが、そ

の辺はちょっと御専門の先生の御見解があればと思います。 

 

【長瀬委員長】  今のは、松井委員に言われているんですか。御意見いかがですか。

どうでしょうか。 

 

【松井委員】  ４００床規模の病院になりますと、随分２００床規模の病院とは役割

が違っていますので、より高度な医療ができるはずなんです。そやから、それをその

まま生駒に来るというふうに皆さんがご覧になると、ちょっと違った感じになって、

でき上がって、あれ、ちょっと違うなという感じになるとは思うんです。私も２００

床規模の病院に勤めていましたし、大学病院なんか８００床ぐらいあるのかな。そや

から随分違うんですね。それぞれ規模によって病院の役割が違ってきますので、でき

れば２００床に近いところ、病診連携とかいう以前の問題で、病院を見学しに行って、

それを、ああこんな病院ができるんやなということを皆さんはご覧になるわけですか

ら。ということですね。 

 

【長瀬委員長】  もしよろしければ、議論としては、先ほどから聞いておりますと、

視察をするということについては多くの委員の意見がほぼ一致しているように思われ

ますので、まずそこについてここで確認いたしまして、その後もしそこでやり方とし

てほかの意見の委員がありましたらば、そこの部分をどのようにして組み入れるのか

ということについて事務局の中で案を練っていただくというようなことも可能かなと

思いますので、ここで採決をしたいと思います。 

 宇治徳洲会及び宇治市役所及び宇治市内の医療機関などを対象として、本委員会と

して日程外で視察をするということに御賛成の委員は挙手をお願いします。 

（賛成者挙手） 

 

【長瀬委員長】  ありがとうございます。賛成多数ですのでそのようにいたします。

現在の審議の内容で、趣旨の中で申し述べられましたように、事務局の方で調整をい

ただきたいと思います。 

 また、少数意見で、松井委員が規模の違う病院についても視察をしたいという提案

がありましたので、それについても検討していただいて、どのようにするのか成案を

示していただきたいと思います。 

 また、先ほどの審議の中で、どのような要望があるのかについて事務局の方で集約

するというようなことが求められておりますので、その件についても事務局の方から

各委員に示していただきたいと思います。 

 では、この件につきましては、以上でごさいます。 

 では、審議案件に入ることにします。前回の生駒市病院事業計画案の審議で、質問

事項が何点かございました。これにつきまして、事務局の方で依頼を受けた資料につ

いて準備をされておりますので、この件に関してまず事務局の方から説明をお願いし

たいと思います。 

 

【石田病院建設係長】  失礼いたします。それでは、事務局の方から前回１回目に事

務局の方に請求依頼をいただきました資料につきまして、お手元にあるかと思います

ので、御説明させていただきます。 
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 まず、７点事務局の方に御提案がありましたので、その資料でございます。資料２

の１から７まで７点あるでしょうか。それと、その資料一覧がＡ４で１枚あると思い

ますけども、それはそろっておりますでしょうか。よろしいでしょうか。 

 皆様そろっているということでございますので、それでは資料２の１から簡単に説

明させていただきます。資料２の１につきましては、樋口委員の方から御依頼があり

ました「生駒市及び周辺地域における医療提供のあり方検討調査業務報告書」、これは、

平成１８年３月に生駒総合病院後医療に関する検討委員会の会議資料をまとめた報告

書でございます。こちらの方の現時点でのできる限りの時点修正をしていただきたい

ということでございましたので、させていただいたものがこれでございます。ただし、

前回も言及させていただきましたけれども、内容によりましては、時点修正できない、

情報が集まらないというものもありますので、そういったものにつきましては、未更

新という表示をそれぞれタイトルの横にさせていただいておりまして、更新している

ものは更新済みということでさせていただいております。例えば、報告書の５ページ

を開けていただけますでしょうか。報告書の５ページ、２の将来推定人口でございま

すけれども、これの（１）が西和医療圏、（２）が生駒市の将来推定人口でございます。

これについては、それぞれ出典が下に書いておりますけど、それぞれ、生駒市の将来

推計人口については生駒市の方で算定したものでございます。出典が違いますので、

その時点というのが、西和医療圏におきましては平成２０年１２月の推計ということ

で、一番直近ということで時点修正させていただいております。そして、生駒の方は、

これは平成１９年１０月１日時点での住民基本台帳と外国人登録についてのデータを

更新させていただいたということでございます。そして、９ページの方を見ていただ

けますでしょうか。９ページの方に（３）としまして、基準病床数及び既存病床数と

いうことで、これも更新済みでございます。下の奈良県の地図の下に表がございます

けれども、これの既存病床数につきましては、県の方に確認をとりまして、平成２１

年４月１日現在のデータで更新させていただいております。それと、８ページ、左横

でございますけれども、こちらの方は、前回も言わせていただきましたけれども、（２）

の患者受療地、患者住所別に見た患者構成割合ということでございますけど、これに

つきましては、一番下に米印で書いておりますとおり、平成１１年の調査ということ

で、奈良県が独自に行った患者調査がございます。それ以降はしていないということ

ですので、未更新ということになっております。 

 今言いましたような形で、それぞれタイトルごとに、テーマごとに、更新あるいは

未更新ということを表示させていただいております。これは１つ１つ全ページにわた

って説明させていただきますと、何時間もかかってしまいますので、まことに申しわ

けございませんけれども、以下の説明に関しましては省略させていただきたいと思い

ますので、よろしくお願いします。 

 それと、まことに申しわけないんですけども、直前になりまして、この３５ページ

と３６ページ、特に３６ページの医療施設の従事者数というのが、ちょっと人口の入

力が間違っておりましたので、直前でちょっと分かってしいまいましたので、差しか

えることができませんでしたので、ペーパー１枚、こちらの方だけお配りさせていた

だきますので、そちらの方を差し挟んでいただければと思いますので、よろしくお願

いいたします。 

 それでは、続きまして、資料２の２ということでございます。これにつきましては、

前回の討議の中で、計画案の新病院のコンセプトについての御意見ということで、谷

口委員の方から、コンセプトの１か２の中に新病院が市民参加の病院として本委員会

の常設設置ということを盛り込んでいただきたいという御意見がありまして、これに
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関しまして事務局で案を提示していただきたいということでございましたので、事務

局案、たたき台として、出させていただきましたものが資料２の２ということでござ

います。これにつきましては、後ほど御審議いただきたいと思います。 

 そして、次、資料２の３でございますけども、こちらにつきましても同様ですね。

これは谷口委員の方から計画案の新病院のコンセプトの⑥として、市民の公衆衛生意

識の高揚を図るための教育を行う中核病院とするという趣旨を盛り込んでいただきた

いということでございましたので、これにつきましても事務局案ということで、たた

き台として挙げさせていただいておりますので、また御審議のほどよろしくお願いい

たします。 

 続きまして、資料２の４でございます。資料２の４につきましては、これは樋口委

員の方から県の計画といたしまして、奈良県地域医療等対策協議会の審議内容、ある

いは奈良県地域医療再生計画の内容について、どれぐらい事務局としては押さえてい

るかということでございまして、もしあるようでしたら情報を提供してほしいという

ことでございましたので、こちら、資料２の４ということで挙げさせていただきまし

たのは、地域医療等対策協議会の今年３月に出されました中間報告を全ページコピー

しております。そして、県の地域医療再生計画案につきましては、概要と本編、これ

をつけさせていただいております。ちなみに、これは平成２１年１０月２日に公表さ

れたものでございます。それと、前回言われておりましたけれども、議事録について

でございますけれども、事務局の方で議事録を読ませていただきましたけれども、非

常にページ数が膨大であるということで、このたびはプリントアウトを、申しわけな

いですけど、控えさせていただいております。それで、事務局の方で議事録をチェッ

クさせていただきました。そうしますと、委員が御指摘の部分でございますけれども、

審議の中で、生駒市の医療をどうするかという具体的な議論についての言及というの

はなかったかのように思います。そういった意味でも、事務局の方ではプリントアウ

トしないということでございますので、御了承のほどよろしくお願いいたします。 

 続きまして、資料２の５でございます。こちらにつきましては、谷口委員、樋口委

員の方から御提案のありました指定管理候補者としての医療法人徳洲会のグループ病

院の中で、どのように地域医療連携ができているのかというのを、具体的な事例を提

示していただきたいという申し入れがございましたので、そちらにつきまして徳洲会

の方にお願いいたしまして、病診連携資料というものを１枚出させていただいており

ますので、また参考にしていただきますようお願いいたします。 

 それから、資料２の６でございます。資料２の６につきましては、市立奈良病院と

その前身の国立奈良病院のそれぞれの患者１人１日当たりの診療単価を知りたいとい

うことで、これは松井委員の方からご依頼がございました。そして、それにあわせま

して、大澤委員の方から病床数が同規模の病院はどうなのかということで、公私病院

連盟の統計データはホームページ等々もございますので、そちらの方を活用した形で

患者１人１日当たりの診療単価を提示できないだろうかという提案がございましたの

で、これにつきましても資料２の６でそれぞれ挙げさせていただいております。ただ

し、市立奈良病院の方は、問い合わせをいたしましたら、入院診療単価だけではなく

て、病床利用率とか平均在院日数とか、そういった情報も御提供いただきました。前

回関本委員が御発言されていたとおり、診療単価だけでは分からない部分もあろうか

と思いまして、補足ではございますけれども、資料として出させていただいておりま

す。ただ、国立奈良病院につきましては、市立奈良病院さんの方でも情報を持ってい

るそうなんですけれども、これはこの会議が公開でもあるということで、そういった

意味でちょっとこちらの方はその情報の所有者でございます奈良医療センターが引き
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継いでいるんですけど、そちらの方に今確認中でございまして。そちらの方から御回

答をいただければ、提示させていただけるかなと思います。このたびは、まことに申

しわけございませんけれども、奈良市立病院が平成１６年１２月に市立病院に移行い

たしましたときから、平成２１年７月分までのデータについて提出をさせていただい

ておりますので、よろしくお願いいたします。 

 それから、 後でございます。資料２の７でございますけれども、こちらの方は松

井委員の方から本市立病院の標榜診療科名に消化器科、循環器科という言い方は適切

なのかという御質問がありまして、確認するようにということでございました。委員

が御指摘のとおり、平成２０年に法令、省令が改正されておりまして、平成２０年４

月１日から改正が施行されるということで、その内容につきましてその参考になろう

かと思いまして、厚労省の医政局から出ております通知文書でございます。広告可能

な診療科名の改正についてということが提示されておりまして、その改正以降は新し

く標榜する場合は、これの３ページを見てただければありますけれども、消化器科あ

るいは循環器科は広告することを認められない診療科目の中に挙がっておりまして、

内科あるいは外科という表示をしなければならないということになっております。こ

れにつきましては、県の方に確認をとらせていただきました。といいますのも、我々

の方で２６６床の事前協議書を出させていただいたのが平成２０年２月２０日という

ことでございまして、この事前協議書自身が有効なのかどうかというのを確認させて

いただいたわけでございますけれども、それにつきましては、施行が２０年４月１日

でございますので、その事前協議書自身は、県曰く有効ですよということでございま

す。ただ、今後２１０床の事前協議書あるいは開設許可申請書を出していただくとき

には、新しいこういう診療科目名に変更して提出していただければいいかなというこ

とでございまして。そういう意味では、今県に提出させていただいておる事前協議書

自身は何ら問題はないということでございますので、よろしくお願いします。そして、

徳洲会の方にも確認をとりまして、循環器科あるいは消化器科につきましては、それ

ぞれ循環器内科あるいは消化器内科ということで変更は可でありますよということで

ございますので、よろしくお願いいたします。 

 以上が、足早にいきましたけれども、１から７までの資料の説明でございます。よ

ろしくお願いいたします。 

 

【長瀬委員長】  では、今事務局の方から取りまとめた資料につきまして説明がござ

いました。それから、前回の審議の中で、谷口委員が発言されました内容について具

体的な文言として修正案の文言というあたりを言っていただいたところです。 

 まず、請求いただいた資料につきましてはご提出いただいたということでお受けす

るわけでありますけども、谷口委員、発言された趣旨と事務局が作成された案とは一

致しているのかどうかお伺いしたいと思います。 

 

【谷口委員】  これは２の２、２の３両方あわせてでよろしゅうございますか。 

 

【長瀬委員長】  はい。個別でも構いませんし。 

 

【谷口委員】  実は、２の２の市民参加による運営というここのコンセプトの６の項

目と中身は、ちょっと僕のニュアンスと違うんです。僕が申し上げましたのは、樋口

委員が議会修正されましたこの条例案の中の１７条の５項に委員の任期は２年とする

と。ただし、再任されることを妨げないという条項が１つあります。それからもう１



－21－ 

つは、１８条の３項、病院事業運営状況の改善を行おうとする場合に、当該改善のた

めに必要な事項について、この委員会が審議をしたりあるいは要望すると、こういう

項目があるわけです。この部分がこのコンセプトの中に入っていないので、何か文案

を考えてくださいと申し上げたんですが、ちょっとここを読みますと、これは何のこ

っちゃ分かれへんし、市民参加の運営と、別に病院の経営を市民が運営するわけでも

ありませんので、申しわけありませんけども、この件に関しましてはここで審議をす

ると時間がかかると思うんで、事務局と私が一遍相談しまして、次のときまでに、も

う１度、これはコンセプトの話ですから、文案をまとめて見ていただくということで

お願いしたいと思います。 

 それから、２の３につましては、これはこれで結構です。予防医療の充実というこ

とで、市立病院であることから市民の公衆衛生意識の高揚を図るための講習を行うな

ど、市の保健医療制度と連携し、医療予防の充実を図る。これは、このままで結構で

す。 

 

【長瀬委員長】  では、資料２の３に関しましては、これは谷口委員からの提案とい

うことで、本委員会に提出されたということにしたいと思いますが、この件に関して

審議することに御賛同の委員はどなたかいらっしゃいますか。いらっしゃれば審議し

たいと思いますが。御同意いただく方がいらっしゃいましたら。松井委員、よろしい

ですか。まず審議するかどうか。 

 ありがとうございます。では、引き続きこの件に関しまして後ほど審議させていた

だきます。 

 引き続きまして、前回の委員会で、樋口委員に修正案の文言を作成していただくよ

うにお願いしましたところ、本委員会の方に提出いただきました。それについて、樋

口委員から提案と説明をお願いします。 

 

【樋口委員】  それでは、説明いたします。お手元に（２）新病院のコンセプトに係

る修正案ということで、本日付の資料１枚ものがございますが、前回もともとの原案

の市民病院のコンセプトの④のところに、財政的に健全な病院経営という項目がござ

いまして、ここの書き方、特に民間的経営手法云々というところに少しひっかかりを

覚えたということで。それと、委員からの御意見もあって、質のよい医療の提供とい

うことと分けて項目を立てた方がいいのではないかということも踏まえまして、本日

こういう形で修正を加えてきております。他の項目にもちょっとわたっているんです

けど、これについては総括という中でまた御議論いただいたらいいかと思います。 

 まず、①のところに質の高い医療の提供というものを項目として立てました。これ

は、一番この病院の中で大事にしなければならないところ、理念的なところというこ

とになってこようということで位置づけをこういうふうに持ってこさせていただいた。

その実現方法として、例えば地域完結型医療の実現とか救急医療の充実であるとかと

いう医療の内容、組み立て方、そういったものがその下にぶら下がるという形が適当

ではないかということで、こういう位置づけにさせていただいています。内容的には、

生駒市の地域医療の問題点を踏まえ、政策的に実施すべき医療事業を確実に実施し、

市民満足度の高い、質の高い医療を提供するということで提案させていただいており

ます。⑥として、財政的に健全な病院経営ということで、医療の内容の項の 後のと

ころです。ここに経営というところの位置づけをもって位置づけた方がいいのではな

いかといういうことで、少し災害時医療の確保というところに入れ替えをさせていた

だいておりますということでございます。内容としましては、新病院の運営形態につ
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いては、指定管理者方式を採用する。そのことによって医療機関が有する経営ノウハ

ウを活用し、経営の効率化を図り、財政的に健全な病院経営を行うということで、趣

旨を変えずに、やはり民間の経営手法の導入という、その物の言い方、文言、ここに

何となく違和感を覚えるということもありましたので、少し文言の修正をさせていた

だいているということでございます。以上でございます。 

 

【長瀬委員長】  樋口委員から修正案が提出されまして、その修正案について討議を

行うことに際して、御賛同の委員はどなたかいらっしゃいますか。樋口委員の修正案

に賛同の委員がどなたかいらっしゃれば討議に入りますが。では２委員が御賛同です

ので、これについても討議したいと思います。 

 １つお伺いしてよろしいでしょうか。この議事進行上の問題で。先ほどの谷口委員

の御提案、それからまだ具体的な提案はありませんけど資料２の２に相当する内容と、

この提案は排他的なものでしょうか。それとも独立したものとして理解してよろしい

でしょうか。樋口委員どうぞ。 

 

【樋口委員】  排他的なものではございません。 

 

【長瀬委員長】  では、これらについて並行して討議できるものとして取り扱うこと

にいたします。 

 では、現在のところ資料２の３に示してあります修正案と樋口委員の修正案がござ

います。順次、質疑とそれから討議をしたいと思います。 

 まず、資料２の３として提出されております、樋口委員提出の提案でございますけ

ども、これについて、まず議事進行上、項番の⑦につきましては留保させていただき

たいと思いますけども。つまり、ほかの樋口委員との御提案がございますので、順番

をどれにするかにつきましては、留保させていただきたいと思いますけれども、それ

は谷口委員よろしいですか。 

 

【谷口委員】  はい。 

 

【長瀬委員長】  では、内容について御質問、御討議をお願いしたいと思います。大

分前回討議されている内容でございますので、もし差し支えなければ、反対の意見が

なければ、これを採用するということで･･･。松井委員、どうぞ。 

 

【松井委員】  前回谷口委員がおっしゃっていた予防医療という、例えば講演とかそ

ういう住民向けの情報提供というようなことが前面に出ていたかと思うんですけども、

この予防医療という形でいきますと、具体的に言いますと、健診とか予防接種とかそ

ういうものも全部含めてという形になるんですかね。二次の救急病院という性格づけ

から言うと、予防接種とか健診とかいうのは一次の医療かなとは思うんですけども、

谷口委員がおっしゃったのは、住民に健康であるための情報を提供すると確かおっし

ゃっていたと思うんで、そういうふうなものも明確に書いてもらってもいるのか。 

 

【長瀬委員長】  それは、修正条項としての提案でしょうか。それとも審議の中で既

に趣旨について説明されているということで、その趣旨について留意するという御意

見でこの場では討議でとどめておいてよろしいでしょうか。修正した方がいいという

のであれば、修正案を別に出していただく必要があるんですが、もしここで討議をし
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たということで、それに留意してほしいというご意見であれば、議事録にとどめられ

ますので。 

 

【松井委員】  二次医療機関というのを前面に押し出していくのであれば、修正しと

いてもいいのかなとは思います。 

 

【長瀬委員長】  では、改めて松井委員の方から対案として修正案をお示しいただき

たいんですけど、どのようにすればよろしいでしょうか。 

 

【松井委員】  市の保健行政と連携し、市民への保健衛生に関する情報の提供の充実

とか、そんなんでもいいんじゃないですか。保健衛生知識の啓発を図るというふうな

形どうでしょうか。それは、だから前回だったか樋口委員がおっしゃっていた、糖尿

病についてはどうだとか、高血圧についてどうだとか。 

 

【長瀬委員長】  それでは、具体的な提案としましては、予防医療の充実というタイ

トルのもとで、２行目の市の保健行政と連携し、保健知識の啓発を図るというのが御

提案ということでよろしいですか。 

 では、今松井委員から新たな提案がございましたけども、これに御賛同の委員はい

らっしゃいますでしょうか。大澤委員、いらっしゃるので、この件に関しても修正案

として取り扱います。 

 

【大澤委員】  それと、このタイトルですね。予防医療の充実というのを予防医療の

啓発というタイトル。充実を啓発に。充実というのはちょっといろんな意味が出てき

ますので、はっきり啓発ということで書いていただいた方がいいんじゃないかと。 

 

【長瀬委員長】  申しわけありません。大澤委員の意見は、そうしますと、予防医療

の啓発とタイトルをした上で、以下の部分については松井委員と同文という意見でよ

ろしいでしょうか。 

 

【大澤委員】  はい。 

 

【長瀬委員長】  今松井委員の意見、修正案、大澤委員の修正案が出ているんですけ

ども、松井委員の修正案に賛成される方はいらっしゃいますか。大澤委員、自案とど

ちらかはっきりとしていただきたいんですけども。 

 もう１度お伺いします。松井委員の修正案に賛成の方は挙手をお願いいたします。

谷口委員。そうすると、谷口委員、先ほどの提案はどうされますか。 

 

【谷口委員】  だから、結構ですよ。これで私は。要は、一次医療に関する予防接種

等をとらえられておるようですけど、そういうことを重点に置いたんじゃなくて、地

域医療の将来像を考えた場合に、衛生予防ということが大変大事だろうということを

コンセプトにうたってくださいということをお願いしたんですから、啓発で結構です

よ。 

 

【長瀬委員長】  今谷口委員から提案の取り下げについて意見がございましたが、こ

れについては認めてよろしいでしょうか。では、反対はございませんので取り下げを
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認めることにします。 

 現時点で、大澤委員の文案の提案としましては、タイトルを予防医療の啓発とすべ

きであるという提案が残っております。それ以下の内容につきましては、松井委員の

修正案と同文であります。大澤委員の修正案、つまりタイトルを予防医療の啓発とす

ることに賛同される委員はいかがでしょうか、いらっしゃいますか。樋口委員、何人

かいらっしゃいますね。 

 これについては、文言が小さいものですから、討議せずに採決にしたいと思います。

現時点で松井委員と大澤委員の２案があります。 

 まず、大澤委員の、予防医療の啓発というふうにタイトルをした上で、以下の内容

につきましては、市立病院であることから、市民の公衆衛生意識の高揚を図るための

講習を行うなど、市の保健行政と連携し、保健知識の啓発を図るという提案に賛成の

委員は挙手をお願いします。 

（賛成者挙手） 

 

【長瀬委員長】  ありがとうございました。多数と認めまして、これを採択すること

にいたします。 

 したがいまして、排他的な松井委員の提案につきましては不採択となりました。 

 引き続き、樋口委員の提案に移りたいと思いますけれども、樋口委員の修正案につ

きまして、これも前回の討議を受けての提案ですが、御意見はございますでしょうか。

御質問、ご討議がありましたらお願いします。 

 

【安部委員】  １つだけ教えてほしいんですけど。 

 

【長瀬委員長】  樋口委員への質問ですね。安部委員、どうぞ。 

 

【安部委員】  「１、質の高い医療の提供」の次の、「政策的に実施すべき」というの

がありますが、これは、前回大澤委員でしたか、どなたでしたっけ、政策的医療だけ

をするという意味じゃないですよね。政策的にすべき医療は、これは絶対やると。そ

のほかもやる。そういうことですね。 

 

【長瀬委員長】  樋口委員、どうか。 

 

【樋口委員】  ほかをやるかやらないかというのは、その受け手が考えられることい

うことで、確実にやるべきこととして、政策的な医療に取り組むことを、ここに明示

していくことでそれをちゃんとしようということでございます。 

 

【長瀬委員長】  ほかの委員から質問、御意見などございますでしょうか。よろしけ

れば、以上で討議を終結いたします。 

 これに関しましては、一括して採決を行いたいと考えます。先ほどの大澤委員提案

の案件がございますけども、これにつきまして、まず、樋口委員の修正案が採択され

た場合に、項番をその後ろにするということについて取り扱いたいと思うんですが、

つまり⑦として位置づけるということにしたいと考えるんですけども、これに反対さ

れる委員、あるいは、何か順番を入れかえた方がいいという委員がいらっしゃいまし

たら･･･。松井委員、どうぞ。 
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【松井委員】  やはり、救急、小児、その次ぐらいに、災害医療の前ぐらいでしょう

か。常日ごろから取り組むべき課題やと思うんで、それを５番ぐらいに持ってきて、

５番、６番を６番、７番というふうにしていただくのがいいのかなと思います。 

 

【長瀬委員長】  では、先ほどの提案を５番というふうに項番すれば、という提案が

されました。谷口委員からは。 

 

【谷口委員】  樋口委員にお聞きしたいんですが、 初僕が言いました一遍文案を考

えますと言った２の２ですね。このことに関しては、どうお考えでしょうか。 

 

【樋口委員】  その項番をどうするか、その前後をどうするかという意味で聞かれて

いるんでしょうか。 

 

【谷口委員】  いえ、そうじゃなくて、事務局が提案した１から５までのコンセプト

に対し、樋口委員が１から６の今コンセプトを提案されているわけですね。そして、

私の方から予防医療という問題について提案をして、これを６にするか５にするかと

いうのはまた論議ですが、２の２で樋口さんが修正案を出されたときの、名前がどう

なるのかは別にしまして、さっき申し上げた、この病院が開院した後、診療その他に

ついて改善やいろいろなことを要求する場合は、この推進委員会がそれは答申できる

という項目があるでしょう。要は、ここはそれを踏まえて、事務局案は市民参加の云々

という案があったんだけど、市民参加による運営というのはちょっと意味合いが違う

んで、そこのところについては、僕は先ほど、別途事務局と相談の上、次回までに文

案をまとめますと言うたんですけども、今樋口さんが１から６プラス予防医療７と、

こういうことになりますと、その僕が言った今の、市民参加の運営という２の２の事

案ですね、これについては、もう要らんとお考えなのか、それはそれで入れたらええ

とお考えなのですか。 

 

【長瀬委員長】  まず、一言おわびしていいでしょうか。議事進行上整理をするため

に、項番の問題で順番をある程度決めるべきかというようなことで提案させていただ

いたんですけども、今の御意見ですと、順番については御意見が多々ありそうだとい

うことで、項番として、何番に入れるべきなのかとかいうものにつきましては、また

後ほど、項目を具体的にここで決定した後に項番について審議をするという形態もご

ざいますので、それも含めて御討論いただきたいです。ちょっと私、議事進行上、順

番が不適切だったかも知れないです。この点についてはおわびをしたいと思います。

改めて樋口委員、どうぞ。 

 

【樋口委員】  排他的ではないというふうに。 

 

【谷口委員】  ということは、現在文案を持っておりませんので、次回までにそれを

１項に入れるか８項に入れるか分かりませんが、そういう文案を書き入れるというこ

とに対して排他的でないと、こういうふうに理解してよろしいですか。 

 

【樋口委員】  そのとおりです。 

 

【谷口委員】  分かりました。 
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【長瀬委員長】  では、改めまして、皆様に御意見を伺いたいと思うんですが、項番

につきまして、まだ御意見がいろいろとあろうかと思いますので、項番は次回谷口委

員の方から改めて御提案があると思われますけれども、その意見を待ちまして付する

ことにしまして、それ以外の、項番以外の部分について樋口委員の提案を一括して採

決したいと思いますけど、よろしいでしょうか。では、樋口委員の修正案について、

項番を除いた部分につき賛成とする委員、挙手をお願いいたします。 

（賛成者挙手） 

 

【長瀬委員長】  ありがとうございます。多数と認めまして項番以外につきまして、

本委員会で一致したことにいたします。なお、繰り返しますが、谷口委員と事務局と

で、改めてコンセプトにつきましては次回提案があるということになっておりますの

で、このまま留保して審議を進めたいと思います。 

 さて、議事の方でありますけれども、前回確定した部分と留保されている部分が若

干ございます。（１）の新病院建設の必要性の２ページ目の部分ですね。「現在市内に

は」以下のところにつきましては議論がございまして、留保されております。これに

つきまして、今回資料が提出されておりますけれども、それを踏まえて何か御意見が

ございましたらば、御討議をお願いしたいと思います。いかがでしょうか。樋口委員、

どうぞ。 

 

【樋口委員】  ２点あるんですけれども。１点目は資料、これだけのものを今見せら

れてそれをもとに何かということを言われてもなかなか難しいので、少し猶予をいた

だきたいと思います。 

 ２点目なんですけれども、これは事務局側に対してということなんですが、阪奈中

央病院の増床計画について、事前協議書が出ていないという以前説明があったんです

が、確認いたしましたところ、６月２３日の時点で県にそれは提出されているという

ことを確認いたしました。いつの時点の情報なのかということをまず明示した上で

我々には報告をいただきたい。間違った情報あるいは違う情報で我々が判断するよう

なことのないように、今後十分に注意していただきたいと思います。こんなことは、

聞けば簡単に分かる話ですので、その辺努力を怠らないようにということだけ申し上

げておきます。 

 

【長瀬委員長】  事務局、よろしいでしょうか。 

 

【池田福祉健康部長】  以後きちんと調査いたしまして報告させていただきます。申

しわけございませんでした。 

 

【長瀬委員長】  では、今樋口委員の方から資料を踏まえて、（１）新病院の必要性の

２ページ目、５段の部分、現在以下の部分については審議をしたいという提案がござ

いましたが、いかがでしょうか、この御意見につきまして、ほかの委員の御意見はい

かがでしょうか。本日審議を進める方がよろしいか。前回一応、今日審議をするとい

うふうになっていたんですが。樋口委員、どうぞ。 

 

【樋口委員】  もしよろしければ、また次回この資料を読み込んで、またこういう意

見があります、修正点がありますということで、こちらからまた提示させていただき
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たいと思いますので、そういう機会を与えていただければ、より審議は進むのじゃな

いかというふうに思います。 

 

【谷口委員】  ちょっと今委員長が言われたこと、どこの何を言われてるのかよう分

かりませんので、もう１度何ページの何かという。 

 

【長瀬委員長】  生駒市病院事業計画案のページが打ってありますところの２ページ

目の上の方に、「現在市内には小児科の二次医療を担う病院が不足し」という部分です。

そこの段落につきましては、前回各委員から意見が出まして、必ずしも一致しなかっ

たために留保しているところです。したがいまして、ここについては、今回市の方か

ら事務局の方から資料の提出を待ちまして討議するということで、今回に送られてい

るところなんですが、ただいまの樋口委員の意見は、本日資料が提出されたところで、

まだ十分に読み込めないので、次回に討議することにしたいという提案だったと。 

 

【谷口委員】  はい、結構です。 

 

【長瀬委員長】  谷口委員が御賛同されましたので、この件に関して決定をしなけれ

ばならないわけですけども、これは討議の必要がない事項でございますので、反対の

委員はいらっしゃいますか。今日決すべしという。いらっしゃらなければ、この部分

につきましては次回審議するということにしたいと思います。 

 では、引き続きまして、前回残っているものとしましては、３ページ目のところで、

（２）新病院のコンセプトの一番 後の文でありますけども、「以上のとおり」以下の

ところが残っている箇所になっております。これは、（２）の新病院のコンセプトの内

容が固まっていないために、ここについては留保するということになっていたと思い

ますけれども、これにつきまして、もし次回の２の２に関する問題を待って討議すべ

しということであれば次回になりますし、もう既に結構であるということであれば、

本日決したいと思いますが、いかがでございましょうか。どなたか意見がありました

ら、お伺いしたいと思います。もしなければ、ここについては、前回の議論のとおり、

本日決することになります。 

 では、本日ここについて採決を。樋口委員。 

 

【樋口委員】  すっきりさせたいので、きちっと議論した上でこの項は終わるという

形をとりたいので、次回にあわせて御議論いただければと思いますが。 

 

【長瀬委員長】  ほかの委員はいかがでしょうか。樋口委員から、今、次回に延ばす

提案がございましたけれども。松井委員は御賛同でいらっしゃいますか。はい。 

 じゃ、この件に関しましても、審議日程ですので、この場で確認したいと思います。 

 この部分について、次回に審議を延ばすことに反対の委員、今日決すべしという意

見の委員がいらっしゃいましたら、挙手をお願いします。１名ですね。じゃ、次回に

延ばすべしという意見の委員は、挙手をお願いします。ありがとうございます。多数

ですので、次回にこの部分は延ばすことにいたします。 

 次に、診療科目及び各診療科目の病床数及び診療方針について入りたいと思います。

この部分につきまして、議論が前回も十分にできておりませんでしたので、改めて議

論をすることになりますが、診療科目につきまして、先ほど事務局の方から修正する

必要がありや、なしやということで話がありましたが、これについては、事務局の方
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からこの提案、訂正なり、修正なりがあるのでしょうか、ないのでしょうか。ちょっ

と確認させていただきたいと思います。 

 

【稲葉病院建設課長】  消化器科と循環器科につきましては、消化器内科、循環器内

科に修正させていただきます。 

 

【長瀬委員長】  では、これは原案の訂正ということでよろしいでしょうか。では、

原案が訂正されました。 

 このほか、２、診療科目、各診療科目の病床数及び診療方針について御意見はあり

ますでしょうか。病床数に関しても討議させていただきたいと思います。松井委員、

どうぞ。 

 

【松井委員】  前回もちょっと聞いていたんですけど、やっぱりＩＣＵは７床必要で

しょうか。ＩＣＵは、病院の規模から考えて少し多いように思って、この間も聞いた

んですけど。茅ケ崎の７床、４００床で７床、２１０床であればもう少し少なくても

いいのかなと思うんですけどもいかがでしょうか。 

 

【長瀬委員長】  小さくした方がよいという御提案でしょうか。 

 

【松井委員】  ほかのベッドとして使った方がいいのではないかと。２１０床しかな

いわけですから。 

 

【長瀬委員長】  松井委員からＩＣＵを縮小してはどうかという意見が出ています。

ほかの委員はいかがでしょうか。関本委員。 

 

【関本委員】  これは質問ですけど、ＩＣＵは施設基準を満たすＩＣＵのおつもりで

しょうか。それとも単に病院の中でＩＣＵとして実質的に運営するというだけのもの

でしょうか。 

 

【長瀬委員長】  事務局あるいは指定管理者のどちらか。 

 

【今村茅ヶ崎徳洲会病院副院長】  御存じのように、ＩＣＵ基準というのはかなり厳し

いものがありますので、それを目指すんですけれども、当面はＩＣＵ的な機能、救急

に伴って、重症の患者さんが来られますから、そういう患者さんを収容するベッドが

どうしても必要ですから、そういう意味では、一応７床確保するということは、かな

り現実的なことだと思います。ただ、今御質問がありましたように、ハード的には基

準を満たすように造るべきだと思います。 

 

【長瀬委員長】  回答としてはよろしいでしょうか。 

 その他質疑、御意見などございましたらお願いいたします。有山委員、どうぞ。 

 

【有山委員】  診療科目についてでよろしいでしょうか。ここは１０診療科が挙がっ

ていますけども、やっぱり市民病院として必要な診療科、市民にとって欲しい診療科

というのは、もう１度議論する方がいいのではないかなと思います。そして、この１

０診療科が挙がっている中で、もし仮に議論して要らないという科があれば、省略し
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てもいいですし、それによってまた人員体制も変わってきますし、病床の配分も変わ

ってきますので。僕の意見としては、前回の整備専門委員会の中間答申で必須標榜科

と要望標榜科とありましたけども、必須は必須でいいのかなと思いますけども、要望

標榜科については、もう少しこの中を足したり引いたりということは議論してもいい

かなと思いますし、それと、各診療科でどの程度の診療をしていくかということも踏

まえて検討しとかないと、後々どれだけそれでドクターが必要かという人員体制にも

影響してきますので。この辺の議論はしてもいいかなと思います。 

 

【長瀬委員長】  谷口委員、どうぞ。 

 

【谷口委員】  この１０診療科を設置するというのは、樋口委員が提案された修正案

で議会としてこれは決定しているものだと思うんです。同時に、その案は市長が議会

に提案し、議会が承認した。それを、今度市長の諮問委員会が、変更するということ

は、先ほどの松井委員が言われた法令の問題で消化器科を消化器内科にするとか、循

環器科を循環器内科にするということは了解していますけれども、今有山委員が言わ

れている問題はもとへ蒸し返すだけの話で、全く僕は論議に値しないと思います。 

 

【長瀬委員長】  有山委員。 

 

【有山委員】  論議の蒸し返しというのは、僕はちょっとどうかなと思いますけども。

まず一から全くまた、前回整備専門委員会でいろいろ市民のニーズをアンケートでと

ったりとかそこから始めようと言っているわけではなくて、この１０診療科を踏まえ

て中間答申の意見を入れて今の市民に必要な要望標榜科の中で必要な診療科も加えて

いけばいいんじゃないでしょうかということを議論してはどうでしょうかと言ってい

るんですけども。 

 

【長瀬委員長】  谷口委員、どうぞ。 

 

【谷口委員】  議会がこの指定管理者制度を含む修正案を議決したのは、今年の６月

ですよ。今は１０月。その短期間のうちに、議会がこの診療科で新病院を計画すると

決めたことを論議するということは、僕は論議に値しないと思っています。 

 

【長瀬委員長】  樋口委員、どうぞ。 

 

【樋口委員】  条例案ということで出されたものの中にこの１０診療科というのは入

っておりまして、それを議決したということは事実でございます。ただ、医療の専門

家がこの科目でいいのかどうかというような議論がその場であったということではご

ざいません。ですから、我々としては、我々というか私としては、ぜひこういうもの

でいいのか、あるいは中間答申がまずベースにある。そこから本来市の中にこういう

科目も必要ではないかという御意見はお聞かせいただきたいと思います。その上で、

ここを変える必要があるのかどうかというのは分かりませんけども、ここで全く審議

の余地なしということではなくて、御意見はいろいろと伺っておいて、後ほどそうい

うことを考えないといけないという課題を出していただくということについてはやぶ

さかではないんじゃないかなと思っております。 
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【長瀬委員長】  谷口委員。 

 

【谷口委員】  有山委員が、具体的に診療科をこうするべきだということをデータを

示してここで討議せよということなら私は分かります。しかし、６月の議会で議決し

たものを、１０月のこの委員会で何となく考えてみたらどうかということに対しては、

一番冒頭に僕が申し上げたように、この審議を時間内に何とか完結しようと。だから、

今日も３時になろうが４時になろうが、時間かけてこれをやるということであれば、

おっしゃる意味も分かるけれど、全くそういう裏づけのない形で、診療科の変更につ

いて検討しようというような話は、僕は、これはこの委員会になじまないと申し上げ

ているんです。ぜひご了解ください。 

 

【長瀬委員長】  ほかの委員は御意見いかがでしょうか。基本的に、１つ確認を。議

事進行のことで、本日は私、どういうふうに言おうかとずっと悩んでいたんですけれ

ども、討議をして基本的には諮問されているものに対して修正案を出して、それにつ

いて審議をしていきませんと、いつまでたっても時間が足りませんので、何となくデ

ィスカッションしましょうということではなくて、ぜひ、根拠をもってそれはこうす

べきだというのがありましたら、修正案をお出しいただきたいと思います。実は、本

日、少し多目に紙をお出ししておりますのは、文章として一定の形にしませんと討議

できませんので、お手元の紙を使って、もし修正すべきであるというのがありました

ら、文章として作文をしてお示しいただきたいということを思っております。ぜひ効

率的な審議に御協力いただくためにも、そのような通常の審議の仕方に御協力いただ

きたいと思います。申しわけありませんけども、ちょっと議事進行についてのお願い

をさせていただきました。南委員。 

 

【南委員】  この診療科目に関しましては、既に整備専門委員会に専門家が入ってお

られたわけですし、いろんな意見がもうこの中で言い尽くされていると思いますので、

改めて審議をするとすれば、先ほど谷口委員がおっしゃったような根拠をもって我々

に提案いただくというふうにしないといけないと思います。 

 

【長瀬委員長】  松井委員。 

 

【松井委員】  その専門家が話し合った中間答申のところで、脳神経外科は外来対応

は可能、入院診療は医療設備の充実が必要であり、三次医療施設で対応すべきである

ことからということがありますので。それと、今では脳外科の二次機能というのは充

足されつつあるのかなと。そういうことであれば、より高度な三次の脳外科というふ

うなことであれば必要ではなかろうかなと思うんですけれども、どうでしょうか。中

間答申では必須ではないと書いているようにも思うんですけども。どうでしょう。 

 

【長瀬委員長】  安部委員、どうぞ。 

 

【安部委員】  おっしゃることはよくわかります。必須科目というのがありまして、

これをトータルとして２１０ベッドの病院として運営するとすれば、私の経験とかい

ろんな急性期病院等を見学したりした私の考えですけども、全体を１つの病院組織と

して動かそうとすれば、こういう形のものが出てくる。当初思っていなかったような

科目も、当然のことながら出てくる。リハビリテーションもそうですよね。手術やり
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ました。傷口が治ったからもうすぐどっか行ってというんじゃなく、やっぱり急性期

のリハビリというのは要るわけですよ。それから、回復期のリハビリとかに回したら

いい。だから、全体の治療を、患者を見ながらハッピーな退院をしてもらうためには、

やっぱりこういうふうな複合的なつながりというか形をとらざるを得ないだろうとい

うことだと僕は理解していますが。 

 

【長瀬委員長】  意見がございましたら、お願いいたします。松井委員。 

 

【松井委員】  限られた医療スタッフで、人員でやっていこうとすると、脳外科より

もほかに必要な科があるんではないかと考えますけども。例えばですか。例えば、整

備専門委員会の中間答申にもありましたように、膠原病の内科の専門医とか、心療内

科の専門医とか、そういうふうなドクターが来てくれれば、それの方が市民のニーズ

には合っているんじゃないかと。 

 

【長瀬委員長】  安部委員。 

 

【安部委員】  済みません、私はそこまで分からないので、理事者とか徳洲会さんに

聞いていただいた方がいいかなと。 

 

【長瀬委員長】  具体的にどのような質問なのでしょうか。 

 

【安部委員】  要するに、こういう診療科を１０科目にしたことの配分は。 

 

【長瀬委員長】  では、指定管理者候補から説明をお願いします。 

 

【今村茅ヶ崎徳洲会病院副院長】  病院の基本としては、こういう科がそろっているべ

きだと思います。そして、今おっしゃられたように、地域のニーズとかによって、例

えば、近隣にそういう脳外科の病院がある場合は特にそこにお任せするとか、膠原病

の専門家が近くにおられたらそれはお任せするとかということはできますから、その

辺はある程度その状況に応じて、診療科も考えていくということは必要だと思います

が、基本的な病院の運営としては、ここに書いてあるような、基本的な診療科が必要

だと思っていると。 

 

【長瀬委員長】  市長、どうぞ。 

 

【山下市長】  中間答申に基づきまして診療科目の設置を指定管理者に対して求めま

して、それに対して応募があった医療法人徳洲会の回答によりますと、脳神経外科は

２４時間年中無休で救急体制を整備する中で不可欠な診療科でもあることから設置す

ると書かれておりまして、救急医療を行う上では必要不可欠であるという認識で徳洲

会も考えられ、私どももそう考えてこれを入れたわけでございます。同じこの徳洲会

の回答書でお答えさせていただきますと、膠原病内科、心療内科については、病床規

模及び診療スタッフ確保の関連もあり、中期的な検討課題とさせていただきますとい

うことでございまして、病床数が２１０床ということと診療スタッフの確保が難しい

ということでの中長期的な検討課題ということで御理解いただきたいと思います。私

どももこういう回答でそうだろうなと思ってこの診療科目に決定いたしました。 
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【長瀬委員長】  谷口委員、どうぞ。 

 

【谷口委員】  ちょっと教条的だと言われるかも知れないんですけれども、生駒市病

院事業設置等に関する条例の制定についてという市の提案に対して、第３条に、樋口

委員の提案によって修正されている部分があるんですね。何があるかといいますと、

２項として、病院事業は次条第１項の病院事業計画に従って運営されなければならな

いと書いてある。そして、３項には、内科、消化器科、循環器科以下１０診療科を明

記してある。だから、このとおりやらなきゃいけないですよということを議会が議決

したと。それをもう１度私たちの委員会が修正する権限は、僕はないん違うかと。だ

から、そういう論議をここで行うことがこの委員会の目的かというと、そうではない

んじゃないですかということで申し上げているわけです。 

 

【長瀬委員長】  どうしましょうか。基本的に、ここは諮問されて答申をするように

なっておりますので、諮問者がここの現実をどう考えるのかというのをお伺いしたい

と思いますけれども。市長、どうぞ。 

 

【山下市長】  今の計画では、平成２５年の春をめどに開院を目指しております。委

員の先生方の任期が２年でございます。ですから、診療科目については、必ずしも今

ここですべてを決める必要はございませんし、病院事業推進委員会の諮問事項の中に

運営状況の改善等というものもありまして、開院後の状況に応じて改善するというこ

とも諮問事項でございます。病院の開院までの間にも十分変えるという時間もありま

すので、今現在の非常にタイトな審議日程の中では、一旦答申をいただいた後で、ま

たこういった御議論をいただいてもいいのではないかと考えております。 

 

【長瀬委員長】  諮問者側の方から今のような説明がございました。それから、これ

は、診療方針のところをご覧いただきたいんですけれども、（３）の診療方針の中ほど

のところに、生駒市新病院整備専門委員会の中間答申（平成１９年７月１３日）の趣

旨を遵守し、地域で欠落する医療機能の優先的な充足を目指しますと書かれている文

言がございます。先ほど膠原病内科、心療内科などの必要性があるのではないかとい

う御指摘が、委員からあったんですけれども、この部分については先ほどの中間答申

の中で言及されている部分ですね。ですので、その「遵守し」という部分がもしその

まま議決、ここで了とされるのであれば、その内容も含まれることになると思います。

各委員、御意見はいかがでしょうか。 

 

【南委員】  意見じゃなくて。今の事務局側の説明で十分納得できるんではないでし

ょうか。 

 

【長瀬委員長】  もし修正案がございましたらば、お示しいただきたいと思うんです

けども、特段ないようでしたらば、一応討議と、修正案につきましてこのまま取り上

げてよろしいかどうかの採決をしたいと思いますけれども。松井委員。 

 

【松井委員】  １つ確認ですけども、今この先で診療科目を変更することは可能だと

いうふうに私は受け取ったんですが、条例で決まっている科目が１０科目あれば、そ

れをせねばならんのではないですか。しなくていいんですか。 
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【長瀬委員長】  市長。 

 

【山下市長】  ですから、開院は平成２５年春でございまして、一旦病院開設許可申

請を出した上で、さらにこの診療科目を変更する必要が高いというような、もし具体

的なデータ等に基づく御提案があれば、再度この委員会を開催して、そこの部分につ

いて答申をいただいて、条例の修正案を議会で可決いただければ、病院経営に対する

届け出の変更といった手続も可能かと認識しております。 

 

【長瀬委員長】  松井委員、よろしいでしょうか。今の回答は。 

 

【松井委員】  任期２年とすれば、そのころはしていないのかも知れないんですけど

も、今の言葉がそのとおりであれば、いいんですけども。今みたいな、そのときの推

進委員会の多数決での採決でいくということであれば、そのままいってしまうのかな

というちょっと危惧を持っています。 

 

【長瀬委員長】  審議に関しましては、当然議事録がございますので、審議の趣旨と

いうものを無視した解釈には全然ならないのが通例であります。樋口委員、どうぞ。 

 

【樋口委員】  後ほど中間答申の趣旨を遵守しということで、その中間答申には別の

科目もいろいろと載っているというようなことになっておりますので、できればここ

のニーズについては生駒市では高いんだと、それを担う医療機関がないんだというよ

うなことがあれば、ぜひそれは今日なのか次回なのか分かりませんけども、お示しい

ただいて、今後の課題ということで議事録にきちっと残しておくということが必要で

はないかと思いますので、そこは医療の専門の方々にぜひお願いしたいと思います。 

 

【長瀬委員長】  もしよろしければ、討議が尽きたようであれば、２、診療科目、各

診療科目の病床数及び診療方針につきまして、採決をしたいと思いますけれども。ま

ず、修正案がございませんので、これで可とするかどうかについてお伺いしたいと思

います。 

 ２、診療科目、各診療科目の病床数及び診療方針について、提案どおりで可とする

委員は挙手をお願いします。 

 

【大澤委員】  診療方針まで行くんですか、３番目の。 

 

【長瀬委員長】  診療方針まで含むことにしたいと思います。 

 

【大澤委員】  ちょっと、今１と２、１の議論が進んでいたんかと思うんですけども、

３まで行っているとは思わなかった。今の診療科目の説明で、３の診療方針の中にも

そういう「遵守し」ということが書いてあるという説明はありましたですけども、こ

こを審議したわけではないんで、３までは行っていないですよね。 

 

【長瀬委員長】  当初は、先ほどから繰り返し２全体についてお諮りしているところ

でございますけれども、特に（３）について診療方針に御意見があるということであ

りましたならば、一旦討議をクローズすると申し上げましたけども、お許しいただい
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て、この部分について討論したいと思いますが、よろしいでしょうか。特に反対がな

いようですので、大澤委員、どうぞ。 

 

【大澤委員】  もしこの診療方針というのをそのまま採択されるのではちょっとおか

しいんで。その２行目のところに医療法人徳洲会を指定管理者としてというもう決め

てありますので、これは議会でもまだ承認されていない事項なので、こういうことを

ちょっと前提として書かれてしまうというのはちょっとぐあいが悪いんじゃないです

かね。 

 

【長瀬委員長】  樋口委員、どうぞ。 

 

【樋口委員】  この事業計画については、指定管理者を想定しつつも、基本的に生駒

市としてこういう事業をやりますという基本的なものを出しているものだということ

でございますので、その受け手の固有名詞が入っているという形はおかしいんじゃな

いかと私も思います。提案としては、「医療法人徳洲会を指定管理者として」とありま

すが、これを「指定管理者が」ということで置きかえることでよいのではないかなと。

あるいは「指定管理者は、本市と連携を密にとりながら地域に云々」と。という形で

修正をお願いしていただければ結構かと私は思います。 

 

【長瀬委員長】  樋口委員、具体的な提案として提出されますか。 

 

【樋口委員】  はい。 

 

【長瀬委員長】  この「指定管理者が」にしますか、「指定管理者は」にしますか。 

 

【樋口委員】  「指定管理者が」。 

 

【長瀬委員長】  では、樋口委員から修正の提案がされました。趣旨は、（３）診療方

針の２行目、「していくべく」、その次の「医療法人徳洲会」を削除し、「指定管理者」

はそのまま生かし、「として」を削除し、かわりに「が」を挿入するというものであり

ます。したがいまして、完成された文としては、２行目が、「していくべく、指定管理

者が本市と連携を密にとりながら」というふうに修正をとるという提案であります。

谷口委員、どうぞ。 

 

【谷口委員】  主語のない文章は意味がありませんので、私は、「医療法人徳洲会を指

定管理者候補として」というふうに修正提案します。 

 

【長瀬委員長】  今２つの提案がされております。 

 まず、樋口委員の意見に御賛同される委員がいらっしゃいましたら、討議に入る前

に、討議に入るかどうかを確認したいと思います。賛同の委員はいらっしゃいますか。

松井委員、大澤委員、有山委員が賛成であります。 

 谷口委員の意見に賛同される委員はいらっしゃいますか。５委員いらっしゃいます。 

 今この２つの提案は排他的なものです。これについて少々討議の時間をとりまして、

非常に小さいところ、文面ですが、どちらがいいのかにつきましては採決になろうと

想像しますが、ちょっと討議をさせていただきたいと思います。御意見ありましたら、
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お願いいたします。大澤委員、どうぞ。 

 

【大澤委員】  まだ議会では医療法人徳洲会が指定管理者としては承認されていない

ので、もしか議会で否決されてしまったら、医療法人徳洲会を指定管理候補者として

という文言で入れてしまうと、計画全体が没になってしまいますので、やはり「指定

管理者が」ということで、固有名詞を入れない形がベストだと思うんですけど。 

 

【長瀬委員長】  ほかに御意見などございますでしょうか。樋口委員、どうぞ。 

 

【樋口委員】  ここに「候補者」と入れてしまいますと、これは指定管理者が決まっ

た後も生きる計画でございますので、一定そこは候補者という予定というようなもの

はできるだけ入れないような文言で完結させた方がいいのではないかと思います。 

 

【長瀬委員長】  谷口委員、どうぞ。 

 

【谷口委員】  大澤委員の言われるこの事案が否定をされれば、ここが管理者であろ

うが、徳洲会が入っていようが入っていまいが病院はできなくなるんですね。ですか

ら、現在は唯一の候補者が徳洲会なんですから、これは、どうしてもここへ入れるべ

きだと思います。 

 

【長瀬委員長】  関本委員、どうぞ。 

 

【関本委員】  谷口委員が言われるように、これは、経営する人があっての計画だと

思うし、やはり医療経営というのは経営者の裁量権というのが大きい面は否めないと

思うんです。たとえ市の事業だとしても、経営する側がどういう病院をどういうコン

セプトで造るという非常にしっかりしたところがないと、やはり言いなりという、言

い方は悪いんですけれど、今までの自治体病院にありがちな経営の主体性がないとい

うことになれば、やはり病院事業、つまり医療を提供する機能そのものもやはり損な

われかねないと思うんです。この徳洲会を指定管理者と認めるかどうかということは

決まっていないことであれ、やはりこの話は、これは徳洲会がやるという大前提でこ

の計画はあると思うんです。ほかのところが仮に指定管理者だとしたら、全然違う計

画がやはりできる可能性があるので、徳洲会の名前を入れるかどうかということは、

私の意見では、そんなに大きなことではないのかなという気もするんですが。議会で

ちゃんと可決されたとか、認められたとかいうことは、それはそういう制度上は必要

なことかも知れませんけど、議論の本質とは余り関係ないのかなという気がします。 

 

【長瀬委員長】  どういたしましょうか。意見として新しい質問であれば、改めて御

発言をいただきたいと思いますけれども。樋口委員、どうぞ。 

 

【樋口委員】  指定管理者だとしておけば、それが議決されれば、自動的にそこに徳

洲会という名前が入る形になりますので、それはそれでよろしいんじゃないかと思い

ます。先ほども申しましたように、この計画は、候補者がいるということを前提に作

られていますが、基本的に手続的なものが後にあるということですから、それに即し

た書き方にしておくべきものではないかと思います。 
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【長瀬委員長】  谷口委員。 

 

【谷口委員】  樋口委員も、議会で、この指定管理者候補者がこの委員に入ることは

ふさわしくないけれども、事務側に入ってもらったらいいという発言をされています

ね。後で、これ、事業計画がずっと入ってくるわけです。そのときに、この事業計画

は運営者が、特に収益だとかこういうところになりますと、一般論ではないんですよ

ね。こんな病院がええないうて今議論しているわけじゃないんです。具体的な病院を

市の予算で、建物を建てて運営していくためにこの会議は進められるわけでしょう。

そうすると、候補者がなくて、事業計画が審議できるわけがないんですよ。だから、

ここは、絶対に徳洲会を、確かに指定管理者ではありませんから、指定管理者候補と

して、これは文面をしていただくということが絶対に必要です。だから、関本委員が、

おっしゃっている意味はよく分かります、こんなことで何で時間とんねんという意味

では、大したこっちゃないけれども、ここにこれを入れることは大変重要なことだと

思います。 

 

【長瀬委員長】  樋口委員。 

 

【樋口委員】  議会の立場からいうと、私がそれを決めるという権限は与えられてい

ません。要は、議会で２４人の採決の結果として徳洲会というところが決まるのか決

まらないのかということが決まるわけですね。そのことについて、私がここに、徳洲

会を指定管理者としてということについては、非常に権限を越えたような話になって

しまいますので、私としては、私の気持ちがどうであるのか、この文言としては、指

定管理者だという形で書いてくださいとしか言いようがないかなと思っております。

これは議員の立場として、ということです。 

 

【長瀬委員長】  谷口委員、新たな御提案でしょうか。 

 

【谷口委員】  今のことですけどね。議会が、 終的にどう議決されるか、これは議

会の問題です。今ここで審議する場は、議会とは違うわけです。だから、別に樋口委

員も、ここに、指定管理者候補が徳洲会というのは間違いないんだから、それを入れ

ようが、いわゆる指定管理者という形にしようが、そんなにこだわられることはない

んじゃないですか。 

 

【長瀬委員長】  樋口委員。 

 

【樋口委員】  決まっていないものは書けないというのが私のスタンスであるという

ことで、それは、議員という資格でここにおりますので、そういうことから、やはり

決まっていない形でここに書き込むということについては、一定抵抗があるというこ

とです。 

 

【長瀬委員長】  ほかの委員の方の御意見はございますか。大澤委員、どうぞ。 

 

【大澤委員】  指定管理者の決定のプロセスが、ちょっと不明快、非常に不可解なと

ころがありますので、そのためにまだ議会でもまだペンディングの状態になっている

んだと思うんです。だから、はっきり指定管理者候補として挙げてしまうのは、ちょ
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っと不適切という気がいたします。 

 

【長瀬委員長】  もし差し支えなければ、ここで意見としては終息せず、十分討議と

しては生きていると思いますので、採決をしたいと思いますけれども、２案につきま

して。まだ討議すべしという意見の方はいらっしゃいますか。よろしいですか。 

 では、この件に関しまして、診療方針のこの部分について、２案あるという状態で、

後ほど修正の部分はここだけですので、２案で採決をしたいと思います。ほかに修正

案というのは、（３）診療方針に関してございますか。なければ、２、診療科目、各診

療科目の病床数及び診療方針全体について、現在出ている２案、樋口委員提案の意見、

それから谷口委員提案の意見につきまして採決をとりたいと思います。 

 まず、先に出されました樋口委員の提案である「指定管理者が」というものに賛成

の委員は挙手をお願いします。 

（賛成者挙手） 

 

【長瀬委員長】  ４名ですね。ありがとうございます。 

 引き続きまして、谷口委員提案の「医療法人徳洲会を指定管理者候補として」とい

うふうにする案について賛成の委員、挙手をお願いします。 

（賛成者挙手） 

 

【長瀬委員長】  ありがとうございます。谷口委員提案の案が多数でございますので、

２、診療科目、診療科目の病床数及び診療方針全体につきまして、谷口委員の修正案

をもって本委員会の案と決します。 

 引き続きまして３、人員体制及び医療従事者の確保の方法について入りたいと思い

ます。これにつきましては、説明が前回されていました。これについて討議はされて

おりませんので、これについて入りたいと思いますが、現在１１時２０分になってお

ります。ただし、審議の予定は非常にずれ込んでおりまして、本日の初めの決議のと

ころでも、できる限り日程のとおりの進行をしたいということは議決されているとお

りでありまして、大変恐縮ですけれども、お許しいただけましたらば、１１時４５分

まであと２０分間に限って討議させていただきたいと思いますが、よろしいでしょう

か。特に反対はないようですので、そのまま。 

 

【谷口委員】  ４５分まで討議して、一遍休憩を入れるという意味ですか。 

 

【長瀬委員長】  いえ、討議で終わりにしたい。 

 

【谷口委員】  いや、もう少しやらないと、こんなもん進みませんよ。こんな時間か

かっとったんじゃ、これ、とてもやない、終わらへん。 

 

【長瀬委員長】  議事進行をすべきという意見もございますが。 

 

【谷口委員】  やりましょうよ。 

 

【長瀬委員長】  ４５分まで審議いたしまして、ここについてはコメントありません

でしょうか。４５分の時点で、休憩とするかあるいは継続審議とするかについて、審

議したいと思います。 
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 では、このまま３に入りたいと思います。３、人員体制及び医療従事者の確保の方

法について。これにつきましては（１）、（２）と２つに分かれています。これらは、

職種の問題などがございますので、確保の方法と人員の問題は関係しておりますので、

一括して討議したいと思います。この部分につきまして、質問及び議論がありました

ら、お願いいたします。松井委員、どうぞ。 

 

【松井委員】  医師の中に、一般内科医４名と書いてあるんですけど、一般内科とい

うのはどのような内科の先生方か。 

 

【長瀬委員長】  これは、質問の相手は？ 

 

【松井委員】  市の方に。そうすると徳洲会。 

 

【長瀬委員長】  では、徳洲会の方。 

 

【今村茅ヶ崎徳洲会病院副院長】  一般内科とは、特別な専門科でなく、一般の内科的

なことを診ること。 

 

【長瀬委員長】  松井委員。 

 

【松井委員】  普通はサブスペシャリティをみんな大体持っていると思うんですけれ

ども。 

 

【今村茅ヶ崎徳洲会病院副院長】  そういうスペシャリティがあっても、ＧＰとして、

先生も御存じのように、内科専門医あるいは内科認定医を取るためにはＧＰとしての

知識というのが必要とされてきます。その上に各サブスペシャリティといいますか、

専門を持っておられるのは、それはそれでいいと思うんですけども、一応そういう方

を一般内科医というふうにしました。 

 

【松井委員】  ほんなら、一般内科医は、総合内科専門医ということで理解していい

んですか。 

 

【今村茅ヶ崎徳洲会病院副院長】  そうです。 

 

【松井委員】  ということは、卒後８年ですか。 

 

【今村茅ヶ崎徳洲会病院副院長】  内科認定医自体は……。 

 

【松井委員】  いや、内科認定医じゃなくて、総合内科専門医ですよ。 

 

【今村茅ヶ崎徳洲会病院副院長】  内科認定医自体もＧＰとしての、先生もご存じのよ

うに、内科認定医を取るためには、症例が偏らないで、一般的な内科の知識全般にわ

たる試験というのがありますから、それに合格した内科認定医と、そういう意味にな

ります。 
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【松井委員】  一応、一般内科医は卒後３年ぐらいからということですね。 

 

【長瀬委員長】  指定管理者候補、どうですか。 

 

【今村茅ヶ崎徳洲会病院副院長】  先生も御存じのように、 近は新臨床研修制度で、

卒後２年間の研修ですよね。その上に３年間内科一般の研修をすれば、そして試験に

合格すれば、内科認定医となるわけです。ということは、計５年ですよね。 

 

【松井委員】  ５年。 初の２年間は、徳洲会さんはちょっとよく分からないんです

けど、我々は、今の研修医、新しい研修制度は、スーパーローテートしていていいの

かも知れないのですけども、残念ながら我々が研修をやったときに比べると、研修の

時間はかなり短くなっているように思うんです。だから、５年といっても、ちょっと

短い目の５年と理解はします。そしたら、臨床研修を２年、週４０時間労働で決まっ

ている、今はね、研修医の先生方は。そうすると９時５時でやっています。我々が受

けたときの研修は、朝の７時半から夜１２時までは毎日やっていました。それではな

くて、そういう研修プラスあと３年ですか。ということですね。この一般内科医の中

には総合内科専門医の先生の予定はありますか。 

 

【今村茅ヶ崎徳洲会病院副院長】  入っております。 

 

【松井委員】  お１人で？、２人？  

【今村茅ヶ崎徳洲会病院副院長】  少なくとも１人。 

 

【長瀬委員長】  ほかの委員からはいかがでしょうか。ご討議がございましたらお願

いしたいと思います。大澤委員、どうぞ。 

 

【大澤委員】  小児科２名、産婦人科３名、２名から３名に、前の病床数から、 初

に出した事前協議書から産婦人科の方は３名ということなんですけども、これはこの

ままで出されるわけですか、今回。 

 

【長瀬委員長】  それは、指定管理候補者に対する？ 

 

【大澤委員】  市長に。 

 

【山下市長】  開院当初につきましては、ここに記載のとおり小児科２名、産婦人科

３名ということでございますけれども、７ページに記載しておりますように、７ペー

ジの米印の１に記載しておりますとおり、開院後３年をめどに小児科医師１名を増員

することで小児救急の充実を図るということで対応したいと考えています。 

 

【長瀬委員長】  大澤委員。 

 

【大澤委員】  県の方から 初の事前協議書での医療審議会での審議があって、それ

で答申が出ましたね。県の方からはどいうふうな事前協議書の変更を迫られているん

ですか。 
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【山下市長】  ちょっとお待ちください。県の方からいただいたペーパーがございま

すので。 

 

【大澤委員】  十分頭に入っていると見てるんですけど。見ないとだめなんですか。 

 

【山下市長】  間違ったことを言うと問題になりますので、正確に県のペーパーを読

ませていただきたいと思います。平成２１年３月３１日付で奈良県福祉部健康安全局

長名で出された、私生駒市長に対する病院の開設に関する事前協議についてという文

書でございますけれども、そこでの要件でございますけれども、要件１ということで、

別紙第４３回奈良県医療審議会における委員からの指摘事項等について留意すること

とということが書いてございまして、具体的には、月４回の小児二次輪番を小児科医

師２名で行うこととなっている。さらに小児の一次救急についても生駒メディカルセ

ンターで対応困難なものについて対応することとしている。これらすべての対応を常

勤医師２名相当で行うことは現実的ではないとの指摘があった。そのため、医師が疲

弊することなく継続的に実施できるように体制を確保すること。それから、計画書記

載のとおり産科の取り組みを実施すること。３番目としまして、病院の設置に当たっ

ては、今後とも必要な情報を公開するなど関係者に対して十分な説明を行うこと。こ

の３点でございます。 

 今大澤委員の方から御指摘のあったのは、主にこの１番目の話だと思われますけれ

ども、これにつきましては、まず、この医療計画書の先ほど言いましたとおり、７ペ

ージのところに記載のとおり、小児科医師１名を増員することで小児救急の充実を図

るということと、８ページなんですけれども、ちょっとこれは医療審の先生が十分に

御理解いただいていなかったというか、我々の方が十分伝え切れていなかった面でも

あるんですけれども、８ページにございますように小児の二次輪番日、これは月４日

でございますけれども、これにつきましては、通常時、当直体制プラス小児科医師１

名の当直と。その下の休日夜間応急診療所のバックアップにつきましては、通常時当

直体制プラス総合診療医１名ということで、１名を２０時から２４時の間そのプラス

１名を配置するということでございまして、小児科医師２名ないし３名で二次輪番の

月４日及び休日夜間応急診療のバックアップ月１０日をすべてやるという意味ではご

ざいませんので、今回の病院事業計画については、その辺を正確に記載させていただ

きました。 

 

【長瀬委員長】  大澤委員。 

 

【大澤委員】  山下市長も医療審議会、第４３回でしたか、出席されて、内容は聞い

ておられたと思います。特にこの小児科のこと、それから産科のことにはかなり踏み

込んだ意見があって、そこの中の委員には、小児科の大御所がおりまして、この人数

では到底できないと。それで、この別紙の指摘事項というのが出てきているんですね。

そのとき、何名、この体制でいこうと思えば、小児科医は何名必要と言われていまし

たか。 

 

【長瀬委員長】  市長。 

 

【山下市長】  何名でというような具体的な指摘はちょっと覚えていないんですけれ

ども、その発言の前提として、小児科医師２名で月４回の小児二次輪番を全部やるこ
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と。なおかつ、生駒メディカルセンターで対応困難なものについて対応する場合も小

児科医師でやるという前提で、それでは月１４日もその２名で対応するのは困難じゃ

ないかとそういう趣旨だったと理解しておりますけども、そこがちょっと我々の説明

不足もあったんですけれども、我々としては、先ほども言いましたように、小児二次

輪番のときは、小児科医師が当直するけれども、生駒メディカルセンターのバックア

ップ、つまり生駒メディカルセンターに小児科医がいない曜日については、それはこ

こに書いていますように、小児科医ではないですけれも、総合診療医１名を夜８時か

ら１２時まで配置するという体制で行いますので、これで十分対応可能かと考えてお

ります。 

 

【長瀬委員長】  大澤委員。 

 

【大澤委員】  非常に大事なところで、この体制というのは、生駒市立病院のいろい

ろ出された事前協議書の中で採点されているわけですね。採点の重点項目に当たるわ

けなんで、そこを変えられてしまうと、２１０床振り分けられているんですけど、そ

の２１０床の意味がなくなるんで。もう１回医療審議会にかけ直さないといけないこ

とになりますので、この辺をしっかり守っていただかないといけない。今８ページの

ところで出てきましたけども、休日夜間応急診療所の小児科のバックアップというこ

となんですけれども、メディカルセンターの方で小児科が対応できていないところを

対応するということで採点されておりますので、総合診療医で対応するというのは、

もうメディカルセンターでそれは対応できているわけで、わざわざそういうことをす

ることなしに、これは小児科医がやっていただかないといけないのと、時間も２２時

から翌の６時までです。そこまでの対応をしないといけない。だから、それだけの小

児科のドクターの数をそろえていただかないと、採点された２１０床に割り振りされ

た意味がなくなりますので、県の方に出されてもそれが認められなくなります。 

 

【山下市長】  今御指摘いただいたその２１０床配分の根拠となった県の事前協議書

の内容審査表の方は、資料の１の３というのをちょっと開いていただきたいんですけ

れども、資料１の３のめくっていただいた１枚目でございます。生駒市立病院なんで

すけれども、その生駒市立病院の小児医療の取り組みというところで（３）一次救急

対応の可否ということで書いてございますけれども、１カ月当たりの可能日数１０日

ということでございまして、必ずしも小児科医で対応するというようなことは書いて

ございませんし、今現在休日夜間応急診療所におきましても、先ほども言いましたよ

うに小児科医が入っているのは週２日のみでございまして、それ以外の曜日につきま

しては、小児科以外の医師が小児科も診ているというのが状況でございます。それが、

要するに生駒市内における小児一次救急の対応ということでございますので、我々と

してもそういう認識で小児科医以外の対応も含めて小児の一次救急に対応するという

意味で１０日と記載させていただいております。 

 

【長瀬委員長】  大澤委員。 

 

【大澤委員】  この１の３の資料の審査表なんですけど、この小児医療、あとずっと

産科医療、救急医療と続きますけども、この中で特に小児の二次輪番の、２番目です

ね、（２）の小児の二次輪番の参加の有無ということで、その中の①の１カ月当たりの

参加可能日数、月のうち４日やる。それから、３番目の（３）の一次救急の対応の可
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否、これは１カ月当たりの可能日数が月のうち１０日やる。これが、いろいろほかに

も書いてありますけれども、これのこの２つが評価基準ということで、評価基準は資

料の１の２ですかね、ちょっと前に戻っていただけたらと思いますけれども、そこの

３９ページの番号が振ってありますけども、３９からずっと評価基準。何を評価する

かということで、その表の右端のところ、評価のところに、網かけにしてあるところ

が評価の対象になっていますので、それを参考にして、そこの左ページにありますよ

うな計算式で配分されていますので、これを今さらそういうことを言われても、ちょ

っとけげんな感じがします。それと、そのとき小児科の先生がおっしゃっていたのは、

小児の二次輪番、月４回、月のうち４日やる、それから２０床の病床を持っておりま

すので、その２０床の病床と外来と、この二次輪番、とてもじゃないけども、この２

名ではできないと、５名は必要やという意見が出ていたんですけども、その辺はどう

修正して出されるかですね。そのまま出されたら通らないですよ。もう１度病床数の

割り振りから始まりますよ。 

 

【長瀬委員長】  関本委員。 

 

【関本委員】  私も、 初にこれを見たときに、確かに２０床、入院を診て、これだ

け輪番をして、一次救急ってどうするんかなと思っていろいろ考えたんですけど、多

分救急のやり方のコンセプトが今までの日本の従来的な体制の組み方と恐らく違うん

だろうなと思うんです。どういうことかというと、日本人というのは専門医に診ても

らいたいというのが非常に強くて、小児科の患者さんだったら何が何でも小児科医が

いいとか言って、それがコンビニ受診だとか小児科医の疲弊につながっているんです

が、欧米では、小児の救急をするのは絶対に小児科医じゃないといけないかといった

らそういうことはありません。やはりＧＰ、つまり一般診療及び初期的な小児科の基

礎を習った、基礎をちゃんとトレーニングしたら、年限とか専門医に余りかかわりな

くちゃんと診られる能力というのは獲得できるんだというコンセプトでやっているわ

けで、必ずしも風邪引きさんでもおなかこわしでも、絶対に小児科医が診ないといけ

ないかといったら、それはそんなことはなくて。ちょっと何カ月か前に日経メディカ

ルに患者アンケートが出ていたんですが、小児の救急、自分の子供らにそういう関係

者が小児の救急が必要になったときに、どうしても小児科医じゃないといけないか、

それとも一般内科医でもちゃんとトレーニングを受けていたら構わないのかというア

ンケートがあったんですが、それを見ると、かなりの患者さんが、ちゃんとしてくれ

るんだったら一般内科医とか一般救急医でも構わないというふうに答えていると思う

んです。 

 ちょっと 初にこの人員計画を見たとき、どういうことかなといろいろ考えたんで

すけど、恐らく、これは憶測もあるんですが、１回徳洲会さんに聞いてみたいところ

なんですけど、恐らくすべての医師をそういうふうに、小児も含めて一般救急に対応

できるトレーニングをしているから、必ずしも、本当に入院診療が必要になったらオ

ンコールで小児科医が対応すると、２０床も面倒を見るということじゃないかと思う

んです。恐らく、そのほかの一時的な、ごく軽症の患者さんに関しては、小児の専門

医じゃないけどみんなで診るというコンセプトでやるということでしか、これはちょ

っと考えられないんですけど、これはどういうことなんでしょうか。 

 

【今村茅ヶ崎徳洲会病院副院長】  関本委員のおっしゃるとおりです。そして、近年は

そういう考えが広まって、新しい研修制度では必ず小児科を研修するということ。そ
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れは単に形式的に回っているんじゃなくて、実際第一線に出たときには一般の臨床医

も小児科医療にタッチできると、そういう目的を含んでいると思うんです。そして、

皆さん御承知のように、確かに現在小児科医、産婦人科医というのは非常に不足して

います。なかなか十分な数を集めるのは難しいです。でも、そういう意味では、徳洲

会病院では、全グループで約２,０００人の医者がいますから、小児科医、それから小

児科をできるＧＰの方たちがいっぱいおられますから、そういう人たちの力をかりな

がら、あるいは地元の小児科の先生、あるいは小児科の心得のある先生にも協力して

いただいて、地域に必要な小児医療というのをぜひ充実させるような方向で考えてい

ます。 

 

【長瀬委員長】  関本委員、今の回答でよろしいですか。 

 

【関本委員】  はい。 

 

【長瀬委員長】  じゃ、大澤委員。 

 

【大澤委員】  決して生駒市民はそういう病院を求めていません。この中間答申でも

あるように、二次がちゃんとできる市民病院を求めているんで、そんな病院を決して

求めていないんです。偽りですよ、先生がおっしゃるの。 

 

【今村茅ヶ崎徳洲会病院副院長】  そんなというのはどういう意味ですか、そんなとい

うのは。 

 

【大澤委員】  小児科医の専門医じゃない人が二次に携わったりとか、総合診療医が

出てきてやるというようなことは、生駒市民は思っていないと思いますよ。どうです

か、生駒の代表の方。 

 

【長瀬委員長】  谷口委員、どうぞ。 

 

【谷口委員】  求めていないと断定されるのは僕は如何かなということを思うんです

が、少なくとも今の現状より小児科に対する体制が強化されることは間違いないわけ

でしょう、大澤先生。 

 

【大澤委員】  いえいえ。 

 

【谷口委員】  だから、聞いてください。だから、あなたが生駒市民は求めていない

とおっしゃるけれども、あなたは生駒市民でもないんだから、そういう断定的な物言

いはやめていただきたいなと。 

 

【大澤委員】  いやいや。 

 

【長瀬委員長】  大澤委員、どうぞ。 

 

【大澤委員】  今までアンケートとかいろいろ調査をされていますね。それと中間答

申を遵守するということでこの会議に入っているんですから、この事前協議書が出て
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きているんですから、そういうことを言われたら議論できないじゃないですか。 

 

【谷口委員】  聞き捨てならんです。 

 

【大澤委員】  いやいや、聞き捨てならんじゃないんですよ。大事なことですよ。生

駒市民のことを考えてあげていただきたい。 

 

【長瀬委員長】  議事の内容にかかわるもので御討論をぜひお願いします。 

 

【大澤委員】  それと、百歩譲って休日夜間診療所をやらないとしても、ここの二次

輪番の体制、これは月４回、それと２０床の入院があると。それと外来もすると。そ

れを２名では到底できない。３名になってもできない。５名は要ると審議会で言われ

て、それがために、審議会の答申としては、この生駒市立病院はペンディングがかか

ったわけです。これで出されてもよろしいですよ。でも、通らないですよ。 

 

【長瀬委員長】  市長。 

 

【山下市長】  先ほど小児科医でないのが二次も診るということでおっしゃられたと

思うんですけれども、あくまで先ほど言いましたように総合診療医が対応するのは、

生駒メディカルに小児科医がいない場合の小児の一次救急でございまして。 

 

【大澤委員】  それは対応できているんですよ、今のメディカルで。 

 

【山下市長】  いや、しかし、県から聞かれているのは、一次救急対応の可否という

ことを聞かれていて、それに何日対応できるかと聞かれていますから１０日とお答え

させていただいているわけで、二次については、当然その二次輪番の４日間は小児科

医が対応しますし、入院患者については、先ほど来御指摘があるように、オンコール

で小児科医が対応するということですので、よろしくご理解のほどお願いいたします。 

 

【長瀬委員長】  今の、意見としてはほぼ同じことの、趣旨の御意見のやりとりがさ

れているように思います。ほかの部分に関しまして、ほかの委員から御意見がありま

したら、お願いいたします。樋口委員。 

 

【樋口委員】  ６ページのところの救急に対応する医師の確保計画、①、これは、ち

ょっと疑問に思いましたのは、開院当初にというところで、将来的にはというところ

はどうなっているのかなということを疑問に思ったということと、離島僻地云々とい

うふうな文言があるんですが、これは指定管理者の事情の話であって、計画として何

をここで明確化しているのかということが必要なんだろうと思うんです。それを明確

化するために、指定管理者としてこういう対応をしますというくらいなのだと思うん

ですが、これは、要は、結論としては、一般救急を問題なく対応させることが必要な

んですね。それを目的として、何を行うのかという部分で、先ほどのお話ですと、総

合内科の専門医を何人確保してそこに当たらせるとか、何かそういう文言が本来はこ

こに入るべきなのかなと思うんですが、こういう書き方をすると言いわけを書いてい

るようにしか見えてこないので、ちょっと書き方は考えられた方がいいのかなと。 
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【長瀬委員長】  ほかに。松井委員。 

 

【松井委員】  そこの樋口委員がおっしゃられた一次救急は問題なく対応可能ですと

いうのは、もちろん一次救急も大切なんですけど、やっぱり市民病院なんで、二次救

急がどのぐらいできるかというのが非常に大切かなと思うんです。私だって、夜中に

呼ばれて、携帯持っていますけど、一次救急に当たりますよね。そういう先生方が増

えれば、一次救急は調達できて、二次救急をしっかりやってほしいという気持ちにな

るのかなということ。あと、４番の救急体制と書いてある１番のところ、小児科の北

和、奈良県北和小児科の輪番体制の参加でで休日２回、夜間２回と書いてあるんです

けれども、休日の後ろに（昼間）と書いています。 

 

【長瀬委員長】  救急の取り組みは、まだ３のところですので、もし差し支えなけれ

ば、またもちろん確保の関係で密接であるというのであれば、言及いただいても結構

なんですけども。 

 

【松井委員】  さっきから４回、４回と数字が出てきてたんで、月４回と出てきたの

で、お昼間だけ入って４回というカウントをすると、そういうカウントの仕方もある

のかなとは思うんですけども、ちょっと水増しっぽいかなという気はいたします。 

 

【長瀬委員長】  今の意見に関しましては、趣旨を尋ねる質問なのでしょうか。 

 

【松井委員】  はい、質問です。 

 

【長瀬委員長】  では、事務局の方は、今の問題に関連して、救急に対する取り組み、

先になりますけども、（１）の小児科、奈良県北和小児科二次輪番体制への参加につい

て、休日（昼間）ということについての解釈の説明をお願いいたします。 

 

【石田病院建設係長】  救急に対してのあれですよね、休日の昼間の意味するところ

でございましょうか。そうですか。休日の夜間というのがありまして、休日、例えば

日曜日の夜間というのはこの夜間に入りまして、休日の昼間というのは診療所が閉ま

っておりますので、そちらの方の救急対応をするということを言っています。休日の

夜間というのは夜間のことです。夜間の、だから日曜日の夜に輪番が当たるとなると、

それは夜間ということなんです。 

 

【長瀬委員長】  松井委員、回答としてよろしいですか。 

 

【松井委員】  それは分かっているつもりなんですけど、通常休日の昼間だけやって

稼働１回とカウントしていいのでしょうか。僕は、自分が当たっている、確か通しだ

ったような気がするんですけど、昼間だけでも１回とカウントはオーケーですか。そ

れの確認です。 

 

【長瀬委員長】  事務局。 

 

【石田病院建設係長】  こちらの方の稼働回数につきましては、こういう分類を県の

医務課の方から、こういう形でこの分類で何回できますかという指示がございまして、
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それに対しての回答で、それぞれに回数なら全部合計で月４回はできるということで

やらせていただいているという。 

 

【長瀬委員長】  よろしいでしょうか。 

 

【松井委員】  はい。ありがとうございます。後でもしよろしければ、その資料を見

せていただきたい、後で結構ですので。書いてあるんやったら、見せてください。ご

めんなさい。 

 

【長瀬委員長】  ただいまの算定の仕方についての資料があれば、会議終了後に見せ

てほしいという松井委員の御要望ですので、確認の上対応を会議後でお願いします。 

 本案に戻りたいと思いますけども、３の人員体制及び医療従事者の確保のところに

ついてですが。樋口委員、どうぞ。 

 

【樋口委員】  これも事務局側にお伺いしたいんですけれども、医師、医療従事者、

看護師、それぞれ、医師及び看護師ですね、その確保の仕方としてここに書かれてい

るのは、グループの医療機関から移してきますというのが基本線としてあるんです。

要は、グループの中に余剰人員というのを今抱えておられるからそれをシフトさせて

くるということなのか。たくさんいらっしゃるというのは、医療機関が、病院とかを

たくさん持っておられるのでたくさんいらっしゃるというのは分かるんですけれども、

そこが結構きちきちのところでやっておられたら、それを持ってくるということはど

うも納得し難いところがあるんですが。それと、将来的なことを考えると、そういう

状況下で転籍で対応していくというようなことがあるようであれば、よそにいろいろ

こういう展開をしていったときに、要は生駒からまた抜かれていくんじゃないかとい

う将来的な不安というのが、実は、この確保計画を見ていると私自身は持ってしまう

んです。そのあたりをどのように考えられているのかということについて、一定これ

だけの医師については、あるいは何々科の医師についてはこれだけの余剰を持ってい

ます、あるいは回すだけの余裕がありますという、看護師についてはこれだけの余裕

がありますというようなところをお示しいただかないと、なかなかこれを読んでいて

も、大丈夫かなと思ってしまうんですけれども、その辺を何かお示しできるものとい

うのは。今すぐ出してくださいといことじゃないんですが、今後のことでもいいんで

すけども、やはりそこは見せていただきたいと思います。計画の裏づけの資料ですの

で。 

 

【長瀬委員長】  指定管理候補者。 

 

【中川徳洲会東京本部事務局長】  具体的な資料は、今ちょっとここではお示しでき

ません。徳洲会グループ６５病院ありますけど、医者は２,０００人常勤、非常勤を合

わすと３,５００人ぐらいにはなりますけど、どの病院で過剰か、どの病院で不足か、

法的には全部充足はして全病院運営しておりますし、大型病院によっては非常に医者

が余っている病院も確かにあります。１つの病院をオープンするのに必要な診療科に

ついて、要は患者さん、地域の住民が望まれる診療科の医者については、これは徳洲

会グループ総力を挙げて、北海道から沖縄から応援協力体制を敷いた上で、途中で交

代する場合もそれは当然あります。そのときにはその代わりはほかのところから補充

するということで、この人員については 低限は確保するというふうに思っています。
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うちの理事長は、常々患者さんが望んでおられることをやるのが真の医療だというこ

とで常々理事長はおっしゃっていますから、当然先ほどの小児科の問題、いろいろ話

をされておりますけど、２人で足らない場合には、毎日日がわりの非常勤が入るかも

分かりませんし、常勤があと１人２人プラスになるかも分かりません。ちなみに、宇

治の徳洲会病院は、小児科、確か常勤８人体制でＮＩＣＵを含めてやっている。この

生駒病院にはＮＩＣＵの予定はしておりませんから、そこまでは必要ないんかなと思

いますけども、地域で医療についてとにかく困られたら、それについては十分に対応

する状況は、徳洲会は持っておるつもりですから、地域の方々が望まないことはする

必要はないと思いますけども、望まれたら、 大限そこまで努力するのが当たり前か

なと我々の認識でおりますから、そういう人の異動とか抜かれた後をどうやっていく

のか、そういう心配は、我々は全く持っておりませんので、その辺については安心し

ていただいていいかなと思っております。 

 

【長瀬委員長】  樋口委員、回答がありましたが。 

 

【樋口委員】  また今後データを見せていただけるということでよろしいんでしょう

か。 

 

【中川徳洲会東京本部事務局長】  定員と数の関係のそのデータだけでいいんですか。

それなら出せますよ。 

 

【長瀬委員長】  樋口委員。 

 

【樋口委員】  それで結構かと思います。ただ、小児科とか産婦人科とか、今不足が

心配されているようなところについては、その部分がどうなっているのかということ

は見せていただきたいと思います。 

 

【長瀬委員長】  樋口委員の御要望というのは、診療科別で全体としての定員に対し

て実際の人員はどうであるかという情報と、それから小児科、産婦人科についての人

員についても示してほしいと。内訳として示してほしいと、そういう要望ですか。少

し具体的に提示しませんと、こたえられるかどうかも分からないので。 

 

【樋口委員】  あと看護師さんの確保計画というのを挙げていますのでその裏づけ資

料も。 

 

【長瀬委員長】  樋口委員から資料提出の要望がありましたが。 

 

【山下市長】  よく御趣旨が分からないんですよ。例えば、定員というのは、例えば

ある病院の内科の医師の定員は何名かとか、そういったようなものが設定されていな

いんじゃないかと思うんですけれども。要は、ここで書いているのは、幹部の医師等

は、内部の異動で対応すると。それ以外については、グループ内からまず応募を募っ

て、それで足りない場合は一般公募するということでございます。開院は平成２５年

の春でございますし、それの時点までにグループが総力を挙げて医者を確保するとこ

の場で確約しているわけですから、それ以上に何の提示を求めて検証する必要がある

のか、ちょっとデータの提供の必要性について、ちょっとまたここで御審議いただい
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た方がいいんじゃないでしょうか。 

 

【長瀬委員長】  樋口委員、今のことについて何かありますか。 

 

【樋口委員】  ちゃんとやりますと言うてはることは分かるんですけども、そこに非

常に皆さん不安を覚えておられると思うんです、私は不安を覚えています。実際いけ

るんやろうかと。例えば、小児でも途中でその部分だけ休診になったりというような

状況もよその病院ではあるようなことも聞いていますので、そういう状況が起こらな

いようにということを考えると、あくまでも一般公募で増やしますという話ではなく

て、回しますということを書かれているので、そういう意味では非常に不安を覚える

ということなんです。だから、グループ全体として着実に人員を増やして、それを順

次回していきますという書かれ方があれば、それはそれで一応納得できるところがあ

るんですが。よそのグループ内の医療機関の中でそういう欠員が出て困っているよう

な状況があるのか、ないのかというようなこともやはり見ておかないと、我々として

は、その不安というのはなかなか払拭しがたいというところはあります。要は、これ

でいいですよと言うのは簡単なんですけど、やはり見られるものは見たいという、そ

こは、私としては慎重になりたいということです。 

 

【長瀬委員長】  谷口委員、どうぞ。 

 

【谷口委員】  今樋口さんがおっしゃることは、どうせ 終的にはこれ、市と徳洲会

が協定書の案を審議しないかんわけでしょう。そこへちゃんと文言を入れておけばい

いことで、今ここではこういう形で運営するということですから、データを求めたり、

ここで確約を求めたって、今おっしゃるようにやりますという言葉だけですから。協

定書の場合は、文言になるわけですから、それでいいんじゃないですか。 

 

【長瀬委員長】  各委員、御意見はいかがでしょうか。関本委員、どうぞ。 

 

【関本委員】  生駒市が小児の救急をちゃんとしていただくために、これは指定管理

者になって、生駒市立病院をやっていただくということなので、これをちゃんとしな

いということは、やはり指定管理者としては失格なわけですよね。そうすると、ここ

で審議が必要なのは、どれぐらい、確保の見込みは８０％なのか２０％なのかという

ことよりも、将来的に、 低ラインとしてこれは絶対してもらわないと困ると、その

ために人員が必要だったらグループ内でほかのところがどうなってであろうと生駒市

には回してもらわないと困るという、それぐらいの方が実はいいのかなという気もす

るんです。それは契約ですから、そういうふうにしてもらうのが生駒市の要望で、そ

れをしますということで指定管理者になっていただくわけですから、そこは守っても

らわないといけない。あと、医療事情が変わるということも考えられます。どういう

ことかというと、例えば、市内でほかに小児の二次をやっていらっしゃるところがあ

ると。そこが非常に手厚くなって、物すごく質の高い小児医療を提供したら、本当は

生駒市は小児救急をちゃんとしていただくということでこの市立病院を建設してほし

いと、指定管理者になってほしいということなんですが、やはり多分市場原理が働き

ますから、この市にほかの小児科が充実したら、当然競争に負けてもう医者も要らな

いわと、小児科畳んだっていいわということにもなりかねない。医療というのは、や

はりその都度、その都度情勢が変わりますので、そこを絶対に２人とか３人とか、こ
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れは未来永劫にやっていただくということではなくて、そこは情勢に合わせて臨機応

変にやっていくと。そのために、先ほど言ったように継続して市民が参加してしてい

くということになるのではないかと思うんですけど。 

 

【長瀬委員長】  大澤委員、どうぞ。 

 

【大澤委員】  将来のことを考えることも必要ですけども、まずスタートラインです

よね。この出されている内容では、医療審議会では難しいと。小児科のドクターの数、

それから産婦人科もそうですね。それから、麻酔科医１名、これもオペ室が６室ある

んですね。それで麻酔科医１名でどうして対応するんかと。そういうもろもろのこと

があって、それをクリアして出しなさいよ、出し直しなさいよということで言われて

いるのに、このままで出していいのかということです。 

 

【長瀬委員長】  関本委員。 

 

【関本委員】  小児科に関しては、大澤委員と私の間に小児救急に対する根本的な考

えの違いもあるので、要はこの今の議論を通じて委員全体が一般内科医あるいは総合

診療医という人に小児をさせても大丈夫だプラス小児科が必要に合わせて応援に来る

と、グループ内から。そういうのでやれると思うのか、それとも何が何でも全部小児

科が何でもかんでも、子供はどんな小さな病気でも、どんな小さなけがでも小児科医

にやってもらわないといけないというふうに、物すごい、言ったら日本の今の医療で

何でもかんでも１００％小児科医に診ていただくというのは、非常にぜいたくなこと

ではあると思うんです。やはり小児科というのも波がありますから、非常に忙しいと

きと非常に暇なときもありますから、 大瞬間風速に合わせてそっちの状況を想定し

て小児科医を手厚く配備するというのは、医療の効率性からいくと、ある意味やはり

非効率な面は否めないと思うんです。ここのコンセプトにもありますけど、やはり経

営を考えて、経営的にある程度採算が見合うような形でも考えていきましょうという

ことなので、ここはやはり市民の意見というのも大きいと思うんです。どれぐらいぜ

いたくに小児科を望むかということはあると思うんです。 

 

【長瀬委員長】  南委員。 

 

【南委員】  少し今の議論から、ちょっと将来的なことにもなるんですけれども、私

は、小児科の先生方、それから総合内科的なことをされる先生方にしても、なるべく

先生方の負担を軽くするためには、市立病院と休日夜間診療所のメディカルセンター

との取り組み姿勢というのを将来考えておかなければいけない。できるだけ市民には

夜間、休日に関してはメディカルセンターを一次の訪問場所として、その場所で看護

師さんがトリアージができるような、そういう知識を持った方を配置して、あなたは

ここでいいですよ、あなたは市立病院へ行きなさいよというふうな仕分けがしてあげ

られれば、お互いのお医者さんの負担というのは軽くなるんだと思いますので、今ち

ょっと議論とはずれておりますけれども、将来的にはそういうことを考える必要があ

るんではないかと思います。 

 

【長瀬委員長】  ３の人員体制及び医療従事者の確保についていろんな御意見をちょ

うだいしています。考え方について、この人員で足りるのか、不足であるのかという
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ことについて、意見がいろいろと出てきたところです。また、確保の方法についても、

このとおりで足るのかどうかとういことについて意見が出ているところです。根拠と

なるものは何であるのかというような議論もございましたけども、具体的に、では、

この現在諮問されている案がどうであるのかという内容に関してまではまだ現時点で

具体的な修正案は出ている状況ではないというのが現状です。これは現状の確認なん

ですけども。 

 さて、これでどうすべきかなんですけれども、審議全体に直ちに影響する御意見が

あるのであれば、改めてもう１度お伺いしますけれども、具体的な提案があるのであ

れば、提案をちょうだいしたいと思いますが。谷口委員。 

 

【谷口委員】  大澤先生は、確かに県の医療審議会の委員もしておられるわけですが、

生駒市も医療審議会に通らない案を出して駄目でしたというのは、これは市長の責任

になるわけですよね。だから、当然生駒市は、県とも相談をし、指導を受け、審議会

にパスするようにするわけですから、ここでこのことで通らんぞ、通るぞ、どうだと

いうようなことを論議するのは如何かとも。これは、当然生駒市は審議会に通ること

を前提にしていろいろやるわけでしょうから、今後にも修正があるかも分かりません。

指導を受けて変えることもあるでしょう。だから、それは事業者側に任す問題で、指

定管理者候補の徳洲会さんも、そういう必要があるなら市民のために必要なことをや

るとおっしゃっているんだから、それは指導を受けてそういういうふうに修正された

らいいことだと。だから、ここでこれを何名が多いとか少ないとかという論議はもう

やめて、次のテーマに移った方がいいと思います。 

 

【長瀬委員長】  議事進行を谷口委員から求められております。この人員体制及び医

療従事者の確保の方法について、以上で討議を打ち切るという提案がございますけれ

ども、今の提案に賛成をされる方はいらっしゃいますか。１名いらっしゃいますね。 

 

【大澤委員】  これ、多数決でいったらだめですよ。 

 

【長瀬委員長】  いや、多数決ではなくて、ここで採決すべきなのかどうかというこ

とにつきましては、１名以上の賛成がないとそれについて審議に入れませんと確認し

たわけです。一応討議を、ここで採決にするかどうかという問題については、議論な

く採決をするというのが会議の進行上のルールでございますので、そのままこの案に

ついて採決を行うと。つまり３、人員体制及び医療従事者の確保について採決を行う

かどうかということについて、内容についてではなく、採決をするか否かについて採

決をとりたいと思います。 

 ３、人員体制及び医療従事者の確保の方法について採決をすることを可とする委員

は挙手をお願いします。 

（賛成者挙手） 

 

【長瀬委員長】  ５名。多数ですので、この３、人員体制及び医療従事者の確保の方

法について採決を行うことといたします。 

 現在提案されているのは、原案の３、人員体制及び医療従事者の確保のところに関

する原案のみです。これについて採決を行います。 

 ３、人員体制及び医療従事者の確保（１）（２）、両方につきまして、可とする委員

は挙手をお願いします。 
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（賛成者挙手） 

 

【長瀬委員長】  ５名です。 

 

【大澤委員】  おかしいんじゃない。こういう議論の進め方はおかしいですよ、委員

長。 

 

【長瀬委員長】  ５名で、この委員会としては、３の分につきましては原案どおり…

…。 

 

【大澤委員】  事前協議書というか計画書ありきで進んで、議論いっこもしていない。

まだ看護師のことも言っていないんですよ、私。 

 

【長瀬委員長】  可というふうに決しました。 

 

【大澤委員】  もうやめさせていただきます。 

 

【長瀬委員長】  本日の審議案件のところで３のところまでまいりました。４、救急

に対する取り組みというのが予定の議事のところに書いてございます。これについて、

先ほど１１時４５分まで継続すると申し上げまして、その時間をオーバーしておるん

ですが。 

 

【大澤委員】  こんなもん、多数決で決めることじゃないんですよ。十分に意見も言

っていない間に決まってしまうなんて、そこの場にいて議論したということ自体が恥

ずかしいですよ。やめさせてもらいます。 

 

【大澤委員】  こういう議論の進め方でしたらやってられないですよ。もっともっと

委員長もしっかりして、もっと議論を進めないと。まだいっぱい意見があるのに、こ

れでいいんですか、こういう形で。 

 

【長瀬委員長】  どういたしましょうか。 

 

【大澤委員】  帰らせてもらいます。 

（大澤委員退室） 

 

【長瀬委員長】  議事以外の問題について討議してよろしいですか。それとも議事を

進行すべきですか。樋口委員、どうぞ。 

 

【樋口委員】  今、人員体制及び医療従事者の確保の方法についてということについ

て、今まで出た意見以外のこの点についての意見があったのか、なかったのかという

ことの確認が今されていたのかということを私はちょっと疑問に思います。というの

は、大澤委員、松井委員は手を挙げておられました。で、同様の意見だったのか、今

大澤委員は、別の看護師のことについて何も言っていないということをおっしゃって

いましたので、それはまだ意見を持ったまま帰られたのではないかと思います。その

時点で採決されたということについては、私も疑問に思っております。そういう意味
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で、要は、そこの確認を採決をとる前にしていただきたいということは、希望として

申し上げておきます。 

 

【長瀬委員長】  基本的に議事進行の場合、今の樋口委員は議員として御専門でいら

っしゃいますので、私があえて申し上げるべきことではないと思ってはいるのですが、

一応念のためにお話しするべきことなのかも知れませんけれども、現時点で採決すべ

きだという御意見が出て、それが過半数を占めた状態ですので、委員会としてそれに

ついて総意として議決をするというのは、やはり委員会の多数決で行うという今回の

規定に従うものであると思います。樋口委員。 

 

【樋口委員】  それは、一定議論が出尽くした、意見が出尽くした状態で、そこの、

要は堂々めぐりになっていたのかどうかという。１つの論点に対して堂々めぐりにな

ったのかも知れませんが、それ以外の意見はありますかということが確認されていた

のかどうかという点だけをちょっと申しておきます。ということです。 

 

【長瀬委員長】  意見として承っておきます。谷口委員。 

 

【谷口委員】  今の看護師の募集方法や確保計画というやつは、第１回の委員会で松

井委員がこのことについて質問をされて、徳洲会からこの生駒市内あるいは地区、奈

良市から募集をすることはありませんということで、ちゃんとこれはもう討議は、実

は、第１回でやっているんですけど、それで全部終わっているから、今さらそのこと

についてもう一遍蒸し返す必要はないんじゃないですか。 

 

【長瀬委員長】  具体的な内容に関しての件になってしまいますので、谷口委員、申

しわけありませんが、議事進行に関する意見の交換についてが優先されますけれども、

内容に関するものについては、本来の内容の討議のところで。 

 

【谷口委員】  いや、審議が終わっているものを審議をしていないという話だから、

それで意見を申し上げている。 

 

【長瀬委員長】  審議未了ではなく、先ほど申し上げましたように……。 

 

【谷口委員】  審議は終わっています。 

 

【長瀬委員長】  ３に関しましては、この委員会として決をとりまして決したものと

なっております。 

 樋口委員、議事進行に関するものですか。 

 

【樋口委員】  この議事進行に関して、今のことを踏まえてということで。先ほど谷

口委員から、これについてはもう審議が尽くされているということをおっしゃってい

ましたけれども、そこの確認を、要は、手を挙げた委員に対して、それ以外の意見、

論点がないのか、あるのかというところの確認がされていなかったということだけが

やっぱり問題ということを申し上げているわけで、谷口委員がおっしゃっていること

は、議論されたというふうに御理解いただいても結構かと思うんですけれども、それ

以外の意見があったのか、なかったのか。私は、そこが分からないまま今採決が行わ
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れたというふうに認識していますので。そういう意味で、そこは確認をした上でこの

案件について採決をするかどうかということをお諮りいただけるとありがたかったか

なと思いました。以上です。 

 

【長瀬委員長】  議事進行につきましても、基本的にはある程度の裁量は委員長に、

今回の委員会の規定では与えられておりますけれども、できる限り既に御案内のよう

に各委員から意見を伺うようにして進めておりまして、その中で議事進行についての

動議が出て、それについて動議が認められた状態でございますので、このような事態

での議事進行は、通常のとおり進行せざるを得ないんですけど、それが私の責務であ

ると考えております。樋口委員の意見につきましては拝聴しました。 

 では、本題に、本案に戻りたいと思います。続きまして、４、救急に対する取り組

みという議案がございます。 

 ここに入る前に、私の方から申し上げるのもなんですけども、各委員からの動議は

出ておりませんけれども、どうですか、休憩をとりますか。それとも、本日ここで一

旦閉会としまして継続審議といたしましょうか。何か御意見がありましたら、承りた

いと思います。いかがでしょうか。私は、このままずっとやっても構わないと思って

いますけども。いかがでしょうか。 

 

（全委員、審議を続けることを了承） 

 

【長瀬委員長】  じゃ済みません、５分間休憩します。再開は２５分から。 

 

（休憩） 

 

【長瀬委員長】  では、時間がもう過ぎておりまして、申しわけございません。審議

に戻りたいと思います。 

 ４、救急に対する取り組み、以下本来本日の審議案件に入っているところに入りた

いと思います。本日の審議案件につきまして、一括して事務局から説明をお願いした

いと思います。なお、今後の審議の進め方ですけれども、本日の分までは、審議案件

につきまして事務局から説明いただきまして、第３回以降の内容につきましては、か

なり詳細なデータになりますので、次回審議をする前までに各委員には内容を一通り

お目通しいただきまして、その上での審議というようなことにさせていただきたいと

思います。本日は、第２回の部分の審議案件について、事務局の方で説明をお願いい

たします。事務局、どうぞ。 

 

【石田病院建設係長】  それでは、本日の審議案件につきまして説明させていただき

ます。 

 ４の救急に対する取り組みにつきましては、説明は必要でございましょうか。先ほ

ど来から審議をしておりますので、内容的には皆さんも御承知されているかと思うん

ですけれども、もしあれでしたら飛ばして、次の……。 

 

【長瀬委員長】  樋口委員、何かよろしいですか。 

 

【樋口委員】  一通りこれは、説明をお願いしたいと思います。 
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【長瀬委員長】  では、求められていますので、事務局、お願いいたします。 

 

【石田病院建設係長】  それでは、４の救急に対する取り組みにつきまして、説明さ

せていただきます。まず、救急医療体制についてでございますけれども、市立病院に

つきましては、市内の二次救急体制の中心的な役割を果たすということを前提に、目

指しております。具体的には、下の真ん中の枠の表を見ていただきたいと思うんです

けれども、診療分野でいきますと、内科系、外科系につきましては、市内の内科系、

外科系、二次輪番体制に参加するということで、稼働体制につきましては、１月当た

り内科系５回、外科系５回ということでございます。 

 小児科につきましては、県の北和小児科二次輪番体制への参加ということで、休日、

昼間が２回、夜間が２回ということでございます。それから、休日夜間応急診療所の

バックアップにつきましては、稼働回数１０回ということでございます。この１０回

のところにアスタリスクの１とついておりますけど、このバックアップというのはど

ういうことかということですけど、先ほど来から御審議いただいておりますので、も

う御理解されていると思いますけれども、こちらとしましては、この１０回につきま

しては、メディカルセンターが、週のうち小児科医師が当直している曜日が火、木、

土、日とこの４日でございます。そのうち平日の火曜日と木曜日につきましては、小

児科医が常駐している時間というのが夜の１０時から１２時までの２時間当直してい

るということでございまして、その残りの曜日の月、水、金につきましては、小児科

医は当直していないという状況でございますので、その月、水、金につきましてこち

らの方でバックアップをしようじゃないかというふうなことで、その分、月、水、金

の２０時から２４時ということで、２２時からプラス２時間増やした形で、２０時か

ら２４時まで総合診療医を配置するという形でバックアップさせていただくというこ

とでございます。これも、先ほど市長からもありましたけれど、開院後３年をめどに

小児科医を１名増員するということで、さらに小児科救急の充実を図るということで

ございます。 

 その次の産婦人科でございますけども、こちらにつきましては、県の北和産婦人科

一次救急医療体制に参加するということで、これも稼働が月１０回ということでござ

います。これにつきましてもアスタリスクの２でございますけれども、産婦人科医療

につきましてはＮＩＣＵは持つ予定はありません。正常分娩あるいは帝王切開のみの

対応ということを前提にしております。 

 次のページの８ページになっております。救急に対する人員体制でございますけれ

ども、この具体的な体制としましては、枠囲みをご覧ください。通常時におきまして

は、内科系、外科系の医師を各１名、計２名、そして、検査技師、放射線技師、薬剤

師を各１名の当直体制、そして事務職員も当直体制を１名ということになっておりま

す。そして、通常時以外、北和小児科二次輪番日につきましては、その通常時の体制

プラス小児科医師を１名、当直につけるという形でございます。そして、休日夜間応

急診療所のバックアップでございますけれども、これにつきましては、通常時の当直

体制に先ほども御説明いたしましたけども、総合診療医１名を２０時から２４時の間

で配置するということで、それ以外の時間につきましては、当直の医師の方で対応す

るということでございます。 

 続きまして、北和産婦人科一次救急当番日でございますけども、これにつきまして

も、通常時の当直体制プラス総合診療医１名の当直で対応するということです。 

 （３）の救急についての診療科ごとの対応レベルでございます。こちらにつきまし

は、それぞれの診療科がございます。それの二次輪番体制につきましては、この対応
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レベルにつきましては、それぞれ書いておりますけれども、基本的には、ＣＴ、ＭＲ

Ｉ、Ｘ線、血液等の諸検査及び緊急入院は可能でありますということで、二次救急レ

ベルまでは対応しますということで、それぞれ内科、外科、整形外科、脳神経外科、

小児科、産婦人科、すべて同レベルの対応をさせていただくということでございます。

以上が救急に対する取り組みでございます。 

 引き続き、行かせていただいてよろしいでしょうか。 

 

【長瀬委員長】  本日の審議案件のところまで一括して説明をお願いします。 

 

【石田病院建設係長】  それでは、続きまして９ページ、５番でございます。医療に

おける安全管理に対する取り組みでございます。これにつきましては、以下、見てい

ただいたら１、２、３とございます。１は安全管理マニュアルの作成、２は医療事故

に対する対応、３につきましては院内感染対策ということで、それぞれ安全管理マニ

ュアルにつきましては、リスクマネジメント委員会を設置して情報を共有して対応し

ます。医療事故に関しましては、まず発生した医療事故については迅速に対応すると

いうことで、メディカルリスクマネジメント委員会なんかも設ける形で対応させてい

ただくということです。そして、院内感染対策につきましても、感染症の発生の監視

とか、院内感染の監視、職員の管理、事故調査及び防止策の検討等、こういったこと

をさせていただく。組織としては、感染防止委員会あるいはリンクナース委員会など

を立ち上げた形で定期的にこういうふうな取り組みを開催させていただいて、以上の

ような体制を整えた上で、患者さんあるいは市民に信頼される安全な医療を提供した

いと思っております。５につきましては、以上でございます。 

 続きまして、次のページの１０ページ、６番でございます。６番につきましては、

地域医療の支援に対する取り組みでございます。これにつきましては、以下６項目掲

げさせていただいております。まず、１項目目が、疾病予防機能の強化ということで、

疾病予防についても本市立病院は力を入れていきたいということで、医療講演会等を

定期的に市民を対象に、あるいは患者さん、いろんな方を対象に開催させていただき

たいということが１つ、そして、また市医師会と連携させていただいて、市民健診や

予防接種の実施等協力していきたいと。また、企業とか学校の健診等も定期的に受け

入れをしたいということでございます。 

 ２番といたしまして、在宅支援機能の充実でございます。こちらについても、本市

立病院では非常に重視させていただきたい分野でございまして、地域連携パスとか退

院支援チーム等の取り組み、具体的な取り組みによってその患者さんの在宅への移行

支援をしていきたいということでございます。具体的には、在宅患者が、増悪時とな

っておりますけれども、症状が急変したときなんかに急遽対応するための処置としま

して、入院加療用の５床を常に確保するというようなこと行わせていただきます。 

 続きまして（３）でございます。開放型病床の設置ということでございます。これ

につきましては、地域の開業医さんとの連携は欠かせないことでございますので、こ

れをさせていただく。まずは、その中で診療の一貫性を実現できるシステムが開放型

病床ではないかと位置づけさせていただいております。この開放型病床の病床数につ

きましては、今後医師会の方々と協議した上で、何床確保するかということをこれか

ら協議して検討していきたいということでございます。 

 （４）でございます。（４）は地域医療機関への医療教育プログラムの提供でござい

ます。これにつきましては、市立病院は１つ、市立病院だけで生駒市内の医療を賄っ

ていくのではなくて、生駒市の医療については、生駒市内のすべての医療機能あるい
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は医療機関がタイアップあるいは連携した形で、生駒の医療を守っていきたいと思わ

せていただいていますので、できれば公立病院であります市立病院が中心となって、

市内の医療機関全体の、まずは医療技術を向上する、能力や医療技術を向上するため

の取り組みということで、こちらが音頭をとりながら医療教育プログラムなんかを、

市内の診療所あるいは病院の方々とともにできるような体制を取り組みたいと思って

おります。具体的には、１、２、３とありますけれども、特に②でございます。院内

で医療従事者に対するＴＣＬＳなどいろいろとトレーニングがありますけど、これの

継続的な実施ということでございますけれども、先ほど来救急のことで非常に生駒市

内でも不足医療が１つ一番大きな問題ですけれども、こちらについてこのプログラム

につきましては、一次、二次の救急医療機関の対応能力の維持、向上、移行を図るた

めのトレーニングでございまして、これは、確か整備専門委員会では長瀬先生から御

提案があった項目かと思いますけど、こういったことで能力を市内ともどもに高めて

いただく、そういうふうな中心的な働きを市立病院として、生駒市内の救急に対して

強い市、地域を何とか目指していきたいということでございます。 

 （５）でございますけども、周辺の他の医療機関との連携ということでございます。

これは当然のことでございますけれども、新病院が開設しましたら、市医師会に加入

させていただいて、市立病院の機能である医療機器がございますけども、そうしたも

のの相互利用なんかをさせていただいたり、合同カンファレンスなんかもさせていた

だいたりしたいというふうなことで、協力できるような体制を築いていきたいと思い

ます。 

 もちろん、患者の市内の医療機能、患者に対しては、市内の医療機能の情報などの

提供とかそういうふうなこともしながら、紹介、逆紹介ということもどんどん積極的

に行っていきたいと思っております。 

 （６）、１１ページでございますけれども、地域医療連携推進のための組織、体制及

び方法等についてでございますけれども、市立病院の院内に地域医療連携室というの

を設置させていただきまして、そこに専任職員ということで、特にＭＳＷということ

で、メディカルソーシャルワーカーということ、そういうふうな専門職を配置するこ

とによって、患者さんの治療に対しての不安とか、さまざまな悩みに対しても対応さ

せていただきたいということを思っております。以上が６の地域医療の支援に対する

取り組みでございます。 

 続きまして、１２ページの７番、病院事業の運営に関する情報の開示及び広報でご

ざいます。これにつきましては、病院に関する一般的な情報につきましてはホームペ

ージとか広報誌を作成して情報開示をさせていただこうと思っています。また、病院

の活動運営につきましては、市民の方、患者さんと意見を交換したりする機会という

ことで、そして市、医師会等と協議する場を継続的に設置させていただくということ

で、本委員会もそうですございますけども、それ以外に、お隣の市立奈良病院なんか

で設置されている運営市民会議、これは非常に参考になりますので、そういったもの

を念頭に置きながら、そういう組織を作って市民参加というかそういったことを実現

できる市立病院を目指したいと思わせていただきます。 

 本日の審議案件の説明につきましては、以上でございます。よろしくお願いいたし

ます。 

 

【長瀬委員長】  ただいま事務局から説明がございました。この説明に関しまして、

内容を含めまして質問がありましたらお受けしたいと思います。質問のある委員は挙

手をお願いいたします。松井委員。 
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【松井委員】  ４番の救急に対する取り組み、１番のところで、当直の診療分野が内

科系、外科系で稼働回数が、内科５回、外科系５回。二次救急の中心的な役割をと言

うてはるんですけれども、これは、ほかの医療機関はどの程度やってはるんですか。

月は３０日あると思うんで、残りの２５回はどこがやってくれてはるのか。 

 

【長瀬委員長】  事務局、資料を持っていますでしょうか。少し時間がかかるようで

したら、調べてもらいまして、そのほかの質問に行ってよろしいですよ。 

 

【長瀬委員長】  どうぞ、樋口委員。 

 

【樋口委員】  申しわけないですけれども、この４番から７番、特に４、５、６につ

いては、医療そのものの思想ということでございます。大澤委員が先ほど退席されま

したけれども、やはり御意見を伺いたいと私は思います。できるだけ医療従事者の方々

からの御意見をいただく場としてこの場があると思いますので、できましたら、ほか

の皆さんに非常に申しわけないと思っているんですが、４、５、６については継続審

議にして、とにかく前へ進めるという趣旨で、７番は、これは恐らく医療従事者なし

でも、なしでもというのにはちょっと語弊がありますが、大澤先生がいない状況で議

論ができるかと思いますので、この部分をまず結論を出して、４、５、６については

次回に回していただくという審議の方法ということについてお諮りいただきたいと思

います。大澤委員に対しては、次回出席いただけるように、こちらから申し入れをさ

せていただきたいと思います。 

 

【長瀬委員長】  今樋口委員から、４、５、６について審議の次回以降への持ち越し

という提案がございました。これに賛同される委員はいらっしゃいますか。賛同され

る委員がいらっしゃらないので。松井委員、賛同されますか。はい。では、この件に

関しまして、審議の順番に関する審議でございますので、これについては、そのまま

討議せず決することになると思います。討議が特に必要であれば、この審議の順番に

ついて討議いたしますが、特にこの順番について御意見のある委員はいらっしゃいま

すか。谷口委員。 

 

【谷口委員】  樋口委員、何を言っているんですか、あなたは。大澤さんが病気で欠

席されたとか、アクシデントがあって来られないとかというならよく分かります。感

情的な御自分の意思で退席されて、そのために我々が全部審議を待つなんていうよう

なことを、あなたは市会の議員でもある立場で何を言っておられるんですか。これは、

僕が提案したかったのは、４から７までを一括審議することを提案します。 

 

【長瀬委員長】  １から７についての一括審議の提案がございました。これについて

賛同される委員はいらっしゃいますか。２名。 

 両方の提案については、排他的な動議となります。したがいまして、これについて

提案をされた順番で委員の意見をお伺いしたいと思います。 

 ４、５、６につき、次回以降の審議に繰り延べることに賛成の委員は挙手をお願い

します。 

（賛成者挙手） 
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【長瀬委員長】  ありがとうございます。２名。 

 反対の委員は挙手をお願いいたします。 

（反対者挙手） 

 

【長瀬委員長】  ありがとうございます。４名でございます。過半数をもって決する

ことになっておりますので、両案とも過半数に達しておりません。したがいまして、

樋口委員の提案につきましては採択されません。 

 引き続きまして、谷口委員の一括審議の提案に関して採決したいと思います。 

 ４、５、６、７に関して一括して審議するということに賛成の委員は挙手をお願い

します。 

（賛成者挙手） 

 

【長瀬委員長】  ３名。結構です。これに関しましても３名で過半数を満たしており

ません。 

 したがいまして、これにつきましては、通常の議事の進行のとおり、委員長の判断

で質疑及び討論について分割ないし併合して行おうと思います。方針をお示しします。

１から７に関しまして、質問は一括してお受けします。その後、４、５、６、７につ

きましては、順次章ごとに審議をしようと考えています。 

 引き続き本案に戻りたいと思います。事務局の方、先ほどの松井委員の質問に回答

は準備できましたか。事務局。 

 

【稲葉病院建設課長】  先ほど松井委員さんの御質問の内科系、外科系の二次輪番で

ございますが、今月の例で言いますと、内科系が白庭病院が１０回、西奈良中央病院

が７回、阪奈中央病院が６回、倉病院が５回、奈良西部病院が３回、これは内科系で

ございます。外科系の単独二次の分でございますが、倉病院が１０回、あと白庭病院

と阪奈中央病院と西奈良中央病院がそれぞれ７回ずつということでございます。 

 以上でございます。 

 

【長瀬委員長】  回答はよろしいでしょうか。先ほどの事務局からの説明に質問はご

ざいますか。有山委員、どうぞ。 

 

【有山委員】  今メディカルセンターでは外科系はやっておりませんので、市内の病

院で外科系は一次、二次でお願いしているんですけれども、ここは二次としか書いて

いないんですが、一次が欠落していると判断してよろしいですか。 

 

【長瀬委員長】  事務局。 

 

【稲葉病院建設課長】  はい。御指摘のとおりで、外科系は一次、二次という形で輪

番を組んでいただいています。 

 

【長瀬委員長】  よろしいですか。各委員、御質問はいかがでしょうか。松井委員、

どうぞ。 

 

【松井委員】  先ほどの休日夜間応急診療所のバックアップの件なんですけど、月、

水、金は、２０時から２４時までは総合診療医を配置しますと。総合診療医は内科医
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と考えていいんですか。それとも他科の先生ですか。 

 

【長瀬委員長】  指定管理候補者。 

 

【今村茅ヶ崎徳洲会病院副院長】  医療というのはかなり変わってきていますから、

近は、家庭医療専門医というのも生まれつつありますから、将来のことを見越して家

庭医療専門医あるいは現行では総合診療医と考えていただいてもいいと思います。 

 

【長瀬委員長】  松井委員。 

 

【松井委員】  だから、総合診療医と徳洲会さんがおっしゃるのは、どんな方を総合

診療医というふうにおっしゃるのか。ちょっと総合診療医の概念というのは。総合診

療は分かるんですけど、総合診療医というのは、どの程度のスキルの人を総合診療医

というふうに徳洲会は認めておられるのかというのをちょっと御説明いただきたいん

です。 

 

【長瀬委員長】  指定管理者候補者。 

 

【今村茅ヶ崎徳洲会病院副院長】  内科系、小児科系、外科の一次的な診療を１人で回

せる方を、一応徳洲会では総合診療医と呼んでいます。 

 

【長瀬委員長】  松井委員、回答はよろしいですか。 

 

【松井委員】  外科の一次診療というのは、例えば、縫合とかその程度ですか。 

 

【今村茅ヶ崎徳洲会病院副院長】  そうです。 

 

【松井委員】  外傷の縫合ですかね。 

 

【今村茅ヶ崎徳洲会病院副院長】  はい。 

 

【長瀬委員長】  よろしいでしょうか。質問ありましたら。 

 

【秋吉委員】  これは、救急についての診療科毎の対応レベルについてですけど、こ

こで内科、外科で二次輪番で、重症の呼吸、循環、腎不全等は対処不能と     

 ますけど、今救急で一番困っているのは、ＣＰＡとか脳溢血、心筋梗塞、この場合

に二次病院が断って、３月２１日にあったように死亡したと、こういうのがあります

し、三次病院が、医者が少ないんで対応できないで、二次の方で診てくれと。そうい

うことですんで、せっかく市民病院を造るので、二次病院と三次病院の２.５病院ぐら

いの、こういうＣＰＡとか心筋梗塞とか脳溢血とか、そういうのも対応できるぐらい

の診療をしてもらえんかなと思います。 

 

【長瀬委員長】  今のは質問でございましょうか。 

 

【秋吉委員】  要望ですね。 
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【長瀬委員長】  討議については後ほどお願いしたいと思いますので。今のことに関

しては後ほど御発言があったということで扱わせてください。 

 先ほど事務局の方から説明のありました１から７までの案につきまして、質問はご

ざいますでしょうか。松井委員。 

 

【松井委員】  先程の「救急に対する取組」の米印の２と書いてあって、産婦人科に

ついてはＮＩＣＵを持つ予定はなく、正常分娩及び帝王切開のみ対応する予定ですと

書いてあるんですけれども、これだと有床診療所の産婦人科と変わらないのかなとち

ょっと思ったりするんです。正常分娩と帝王切開のみとここに書いておられるのはち

ょっと、みんなが期待している市民病院とはちょっと違うのかなという気はしますが、

どうですか。 

 

【長瀬委員長】  指定管理者候補者。 

 

【今村茅ヶ崎徳洲会病院副院長】  私は実は、専門は産婦人科なんですけれども、我々

の病院でも産婦人科は３名ぐらいしかいませんけれども、ＮＩＣＵはありません。し

かし、開業医での分娩困難あるいは出血多量とか重症の患者さんに関しては対応して

おります。ただし、すごく未熟児の赤ちゃんが生まれた場合というのは、直ちにＮＩ

ＣＵのある病院に搬送しております。多分、近畿地方のＮＩＣＵのネットワークとい

うのはそれなりに完成していると思いますので、その部分はそっちでするということ

を考えています。 

 

【長瀬委員長】  松井委員、回答としてよろしいでしょうか。 

 

【松井委員】  医療レベル的に高いか低いかというのはなかなか難しいと思うんです

けど、市民が望んでおられるほどのものではないのかなという気もちょっと今のお答

えでします。 

 

【長瀬委員長】  ほかに質問ございましたら、関連するものでしたら。 

 

【松井委員】  また別のところで。 

 

【長瀬委員長】  では、ほかの委員で質問はありますでしょうか。先に関本委員。 

 

【関本委員】  松井委員の質問に関連してなんですけれど、生駒市でＮＩＣＵを持っ

ている病院というのは現在あるのでしょうか。例えば、近大奈良とか。 

 

【長瀬委員長】  事務局に対する質問でよろしいですか。事務局。 

 

【稲葉病院建設課長】  近大はＮＩＣＵをお持ちなんですが、ちょっと確かな情報は確

認しておりませんが、稼働はされていなかったように思います。 

 

【長瀬委員長】  有山委員、何か情報提供を。 
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【有山委員】  いや、全く稼働していないわけじゃないと思いますよ。確認してくだ

さい。 

 

【長瀬委員長】  じゃ、確認の上、御回答をお願いします。関本委員、とりあえず今

一旦よろしいでしょうか。では、今の説明について何か御質問はありますか。もしな

ければ、松井委員に戻ります。 

 

【松井委員】  ８ページにつきまして、北和産婦人科一次救急当番日と書いてあると

ころに、通常当直体制プラス総合診療医１名と書いてあるんですけども、これは総合

診療医がなるんですか。どんな状態を、これは一次救急で患者さんとして来られるの

かということを想定しているのかと、あと総合診療医でいいのか。さっき聞いたよう

な内科ができて小児科ができて外科の縫合ができてというふうなことが総合診療医だ

とすると、ちょっと大丈夫かなという気がするんですけど、この辺はどうでしょう。 

 

【長瀬委員長】  指定管理者候補者。 

 

【今村茅ヶ崎徳洲会病院副院長】  普通は産科が診療しますので、２４時間体制という

ことになりますので、ここのところは、通常の当直体制プラス産科医１名というふう

に訂正します。 

 

【長瀬委員長】  今の説明ですと、８の北和産婦人科一次救急当番日の、通常当直体

制プラス総合診療医１名の当直というのを訂正されるという御趣旨ですね。 

 

【今村茅ヶ崎徳洲会病院副院長】  そうです。 

 

【長瀬委員長】  では、ここについては産婦人科医と訂正される？ 産科医で？ 

 

【今村茅ヶ崎徳洲会病院副院長】  産婦人科でいいと思います。 

 

【長瀬委員長】  産婦人科医１名の当直というふうに、総合診療医１名のところを訂

正ということでした。 

 各委員からの質問が４のところに集中しておりますけれども、５、６、７につきま

しても、質問がございましたらあわせてお願いしたいと思います。有山委員。 

 

【有山委員】  まだ４のところですけど、３番の二次輪番のときの救急の対応レベル

を書かれているんですけども、二次輪番以外の日の対応レベルを教えてください。 

 

【長瀬委員長】  回答をお願いします。 

 

【今村茅ヶ崎徳洲会病院副院長】  通常この規模の徳洲会病院は、もともとが２４時間

診療で、救急の患者さんは一切断らないということで対応していますので、先ほど秋

吉委員が言われたような２.５次、救急車の行き場がなくなるようなことは、この市立

病院ができたからにはそういうことがないようにしたいと思います。現実に我々の病

院は、そういうふうな体制でやっています。 
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【長瀬委員長】  有山委員、今の説明でよろしいですか。 

 

【有山委員】  いや。毎日二次救急レベルまで対応すると。 

 

【今村茅ヶ崎徳洲会病院副院長】  そうですね。 

 

【長瀬委員長】  谷口委員。 

 

【谷口委員】  ５番の医療における安全管理に対する取り組みのところで、ＩＳＯの

１４０００Ｓを認証登録される予定はありますか。 

 

【長瀬委員長】  指定管理者候補者。 

 

【今村茅ヶ崎徳洲会病院副院長】  徳洲会の病院もすべてではないですけれども、ＩＳ

Ｏは取っている病院はございます。そして、ＩＳＯを目指すべきだと、このように思

っています。 

 

【長瀬委員長】  済みません。今のことで、回答の内容がよく分からなかったんで、

質問させていただきますけども、ＩＳＯといいますとさまざまな規格がございますが、

今の谷口委員の質問は、ＩＳＯ１４０００ですけども、それに対しての御回答という

ことでよろしいのですか。 

 

【今村茅ヶ崎徳洲会病院副院長】  このプログラムかどうかは、ちょっと分かりません、

申しわけないです。 

 

【長瀬委員長】  谷口委員、今の回答でよろしいですか。 

 

【谷口委員】  いや、今の回答では、よく僕も分からないので。 近は、ＩＳＯ１４

０００Ｓを取っている病院というのは結構あるんです。だから、徳洲会さんが市立病

院に指定管理者で入られる限りは、これは市とも協力して、まだ５年ほどあるんです

から、ＩＳＯ１４０００Ｓはどうしても認証取得していただくように努力していただ

きたいと思います。 

 

【長瀬委員長】  谷口委員、意見につきましては後ほど答弁のところでぜひお願いし

ます。繰り返しになりますが、先ほど御説明がありました４から７につきまして、質

問はございますか。松井委員、どうぞ。 

 

【松井委員】  徳洲会が指定管理者になったら、通常の夜間は毎日患者さんを引き受

けてくださるということなんですけども、麻酔科医はオンコールなんですか。１人で

すけど。夜間の手術とかというのは大変になると思うんですけど。 

 

【長瀬委員長】  指定管理者候補者。 

 

【今村茅ヶ崎徳洲会病院副院長】  麻酔科医が対応している病院とあるいは外科系の

ドクターが対応している病院がございます。できるだけ麻酔科が対応するようにした
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いですけれども、現状は、この規模から見ると２４時間麻酔科医がすべての症例に対

応するというのはちょっと難しいかも知れません。 

 

【長瀬委員長】  松井委員、回答としてよろしいですか。 

 

【松井委員】  回答としては納得するんですけど、患者さんの安全性とかを考えると、

できるだけ麻酔科医で行っていただければなと思います。 

 

【長瀬委員長】  ほかに御質問はございますでしょうか。関本委員。 

 

【関本委員】  松井委員の質問に関連してですけれど、今生駒市内の病院で常勤の麻

酔科医というのはどれくらいいるかとか、事務局で人数は把握していらっしゃるので

しょうか。 

 

【長瀬委員長】  事務局。ちょっと調べていただくということでよろしいですか。じ

ゃ、ほかに各委員から御質問はありますでしょうか。有山委員。 

 

【有山委員】  ６番の１のところですけど、市民健診、予防接種実施への協力、企業

や学校の健診等の受け入れと書いてありますけど、それは、どの程度までのことを考

えていただいているのか。 

 

【長瀬委員長】  １０ページの６（１）の 後の部分ですね。これは市の方でしょう

か。 

 

【山下市長】  まだ具体的な頻度等は決まっておりません。 

 

【長瀬委員長】  有山委員、よろしいでしょうか。 

 先ほどの関本委員の御質問への回答はいかがでしょうか。まだ出ておりません。ほ

かに委員から質問はございますでしょうか。松井委員、どうぞ。 

 

【松井委員】  今のところなんですけど、市民健診とか予防接種の実施の協力、ある

いは企業とか学校の健診等なんですけど、これは二次医療機関が積極的にやれるとい

うことではないのかなと思いますけど。むしろ、そこに人を割かれるのであれば、救

急医療に回った方がありがたいかなと。結構、人手かかります、これ。 

 

【長瀬委員長】  松井委員、これ、御質問ですか。 

 

【松井委員】  それで、これを積極的にやらはるつもりはあるのかどうか。 

 

【長瀬委員長】  この部分をどの程度積極的に行うつもりであるのかという質問。市

長、どうぞ。 

 

【山下市長】  ここのところに、また、市医師会との連携のもと市民健診、予防接種

の実施への協力、企業や学校の健診の受け入れとございますので、その辺については

十分地元医師会とも協議していきたいと考えています。 
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【長瀬委員長】  松井委員、よろしいでしょうか。 

 各委員から質問はいかがでしょうか。樋口委員、どうぞ。 

 

【樋口委員】  １２ページの病院事業運営に関する情報の開示及び広報とあるんです

が、 初のところ、病院に関する一般的な情報、この一般的情報というのはどの程度

のことを想定されているのか。 

 

【長瀬委員長】  これは、事務局でしょうか。市長、どうぞ。 

 

【山下市長】  これは、いろんな病院のホームページをご覧いただければ大体のレベ

ルは分かるんじゃないかと思いますけれども、病院の診療理念とか委員長のあいさつ

とか、診療科目、ベッド数、診療時間帯あるいはその他さまざまなことをホームペー

ジに載せているということでございまして、一般的な病院と同じレベルでホームペー

ジ等に掲載していきたいと考えております。 

 

【長瀬委員長】  樋口委員。 

 

【樋口委員】  あるいは収支報告、そういう経営状態をあらわすような情報であると

か。例えばですよ。そういうものも含まれると考えておいてもいいんでしょうか。 

 

【長瀬委員長】  市長どうぞ。 

 

【山下市長】  まだそこまでは具体的に決めておりません。 

 

【長瀬委員長】  樋口委員。 

 

【樋口委員】  それは、例えば市民から要望が多ければそういうことも開示していき

たいというようなことで考えていけばいいんでしょうか。 

 

【長瀬委員長】  市長。 

 

【山下市長】  市立病院ですので市民や議会の御意見をいただきながら検討させてい

ただきたいと思います。 

 

【長瀬委員長】  樋口委員、よろしいでしょうか。 

 事務局の方、先ほどの関本委員の質問に対する回答は、いかがでしょうか。 

 

【稲葉病院建設課長】  個々の病院等が麻酔科医を抱えておられるかどうかというこ

とについて、ちょっとこちらとしては情報をつかんでおりません。また、これはつか

めるのかどうか、ちょっとその辺も分かりません。よろしくお願いします。 

 

【長瀬委員長】  関本委員、今のような回答でよろしいでしょうか。では、今の回答

で回答があったことといたします。 

 各委員から質問はございませんでしょうか。もしないようでしたらば、順次討議に
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移りたいと思います。よろしいでしょうか。 

 では、まず救急に対する取り組みについて。既に秋吉委員、松井委員から若干意見

にかかるような御質問がございましたけれども、御発言があったということにしまし

て、討議の方を具体的に進めたいと思います。御意見がございましたら、各委員から

お願いします。松井委員、どうぞ。 

 

【松井委員】  先ほど事務局の方から、二次救急の中心的な役割を果たすとおっしゃ

って、回数、ほかの病院もやってはる実際の回数を聞いたんですけど、内科系５回、

外科系５回であれば、若干少ないのじゃないかと思うんですけども。中心的というふ

うにもうばちっと言わはるんであれば、もう少し、ほかの病院との兼ね合いもありま

すけど、されてもいいのかなと思うんですけど、その辺はいかがですか。 

 

【長瀬委員長】  これは質問でしょうかね。 

 

【松井委員】  意見。 

 

【長瀬委員長】  意見。申しわけありません。関本委員。 

 

【関本委員】  やはり救急隊が送り先がなくて右往左往するという事態は生駒市の 

中ではなくそうということでこの病院の存在意義があると思うんですが、例えば輪番 

という当番の日とかいうことにとらわれずに、２４時間３６５日対応ということをう

たうということは、仮にほかの二次輪番病院が受けられないときも必ず受けるという

ことなんですか。 

 

【長瀬委員長】  今のは質問でございますか。指定管理者候補者。 

 

【今村茅ヶ崎徳洲会病院副院長】  そういうふうにやっております。理念にも一応そう

いうふうなことを掲げるつもりです。 

 

【長瀬委員長】  各委員、御討議がありましたらお願いします。樋口委員、どうぞ。 

 

【樋口委員】  今考えていることなんですけれども、それは必ず受けるということに

なるのか、それともやっぱり事情によっては受けられないということもあるのでしょ

うか。 

 

【長瀬委員長】  指定管理者候補者。 

 

【今村茅ヶ崎徳洲会病院副院長】  それは、ある程度状況によると思います。近くで心

臓の専門家がおられて、そこにすぐ運んだ方が患者さんのためにいい場合は、そうい

うようにしますけれども、ただ、どこも運ぶところがなくて困るというふうなことは

決してないように２４時間対応して、医師として病院としてできる限りのことはそこ

で行う。そういう考えです。 

 

【長瀬委員長】  樋口委員。 
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【樋口委員】  それは、徳洲会病院全体として、そういう形で進めているからという

ことですか。 

 

【今村茅ヶ崎徳洲会病院副院長】  そうです。 

 

【長瀬委員長】  樋口委員。 

 

【樋口委員】  野崎の徳洲会の搬送の状況というのをデータをいただいて見ていった

んですけれども、やはりそれで見る限りは、断られている部分もあるんで、そういう

のを見ていますと、その言葉が正しいのかどうかというのを少し疑問に思うところも

あってお伺いしたんですけれども。大体４割、５割、お断りしている部分もあるとい

うことがありますので、どういう事情でなのかは分かりませんが、状況によってとい

うことに私はなるんじゃないかなと思って。そのときに、その状況によって断るとき

に、やはり他の病院との連携というのが、そこのうまい仕組みを考えて、結局そのシ

ステムの問題で、問題を解消していかないといけない部分もあるんじゃないかと思い

ますので。そういう意味で、そのシステムを構築していくときのこの市立病院の役割

が何なのか、そのあたりを少し明確にしていく必要があるんじゃないかなと思います。

私は、こうしたらいいというような案は持っておりませんけれども、この市立病院の

役割として、そのあたりをどう考えていくのか、あるいは、１病院で全部持つという

ことはできない、確実にはできないという状況を踏まえて、他の医療機関との連携の

中でそれがどう組み立てられるかは一定考えていただいた上で、ここはどういう機能

を持つべきなのか、何回持つのかとか、あるいは救急のスタッフとしてどれだけのも

のを抱えておけばいいのかというところについて、きちっと答えを出していただきた

いと思います。 

 

【長瀬委員長】  指定管理者候補者から発言を求められていますけども、許してよろ

しいですか。 

 

【今村茅ヶ崎徳洲会病院副院長】  ちょっと訂正したいことがあるんですけれども、野

崎病院で４０％まで断っているというのは、それは事実じゃないと思います。野崎病

院は、私勤めたことがあるんですけども、徳洲会の３番目ぐらいにできた病院で、２

４時間救急というのは理念としておりますので。ただ、患者さんのために、明らかに

脳外科的な手術が必要で、そのときに脳外科の医師が対応できないとか、例えばです

よ、そういうふうなときには、やはり転送することはあります。また、その患者さん

が行くところがなくて、どうしてもまず対応してほしいというときには、必ず診るよ

うなそういう理念を持っておりますし、野崎病院の院長は私の友達ですから、今の発

言はちょっと数字的には間違っていると思います。 

 

【長瀬委員長】  樋口委員。 

 

【樋口委員】  消防署からデータをいただいて。野崎病院全体がということではなく

て、生駒市から野崎病院に対して受け入れをお願いしたときに、大体半分ぐらいだっ

たか、正確に件数は覚えておりませんけれども、比較的断る確率が、１００％受け入

れるということから見たときに、比較的断られる確率が高いなというふうに私自身は

認識していましたので、全体の話をしているんじゃなくて、生駒市からの受け入れ要
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請に対してということで、お断りしておきます。 

 

【長瀬委員長】  各委員、ご討議がありましたらお願いします。 

 

【秋吉委員】  今の件について。 

 

【長瀬委員長】  秋吉委員、どうぞ。 

 

【秋吉委員】  やっぱり野崎徳洲会であっても、治療中とかそういう場合は断ってお

ります。私が言いたいのは、市民病院の場合は、すべてを市民病院に搬送するわけで

もありませんし、近くの白庭病院とかほかのところに搬送して、どうしても受け皿が

ない場合には市民病院で 終的にはお願いします、これを意見として言いたいと思い

ます。 

 

【長瀬委員長】  いかがでしょうか。４、救急に対する取り組みについて御意見をい

ただきたいと思います。谷口委員。 

 

【谷口委員】  だから、樋口委員のおっしゃる県外搬送が４割ほど断られているとい

う話の逆を考えますと、これは市立病院ができまして、市民の救急搬送を１００％受

け入れられることが 優先すると思うんです。その結果、県外の方の受け入れがその

市立病院で１００％に満たないということはあり得るかも分かりません。ただ、そう

いうふうにとらえれば、生駒の市立病院が、生駒の市民が救急搬送したときには１０

０％受け入れられてもらえるようなそういう仕組み、体制を作ることが大事だと思う

んですが。 

 

【長瀬委員長】  樋口委員。 

 

【樋口委員】  もちろん 後のとりでとして頑張るというところはそれはやっていた

だかないといけませんし、そうであるべきだと思いますから、でも１病院ですべてを

まかなえるようなことを確保するよりも、ネットワークのシステムとしてそこの受け

入れ体制というのを考えていく方が現実的でもあるのではないかと思いますので。そ

のときに、他の医療機関との役割分担をどうしていくのかということを具体的にそこ

の詰めをやっていくことも非常に大事ではないかな。その上で 後のとりでたる病院

として何をなすべきなのか、どこまでを備えるべきなのかというところを考える必要

があると思います。それは、具体的な言葉として書いたときにどうなのかというのは、

僕自身は専門家ではないのでなかなか言及はできないんですけれども。 

 

【長瀬委員長】  谷口委員、どうぞ。 

 

【谷口委員】  樋口委員がおっしゃっていることは当然のことで、この病院が開院し

ましたら、 後のとりでじゃなくて、皆さんやっぱり救急搬送のときは希望されると

思うんです。しかし、病院のキャパシティがあるから、それは病病連携をちゃんとす

るということであって、その中で解決していけばいい問題だと。 

 

【長瀬委員長】  樋口委員、どうぞ。 
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【樋口委員】  要は、この計画を作られるときに他の病院ときちっと話をして、結果

としてこれが出てきたのかというところを問うているわけで、要は市の思いだけで書

いていると、ちょっと連携してここはもう抜けがないのかあるいは重複しているもの

がないのか漏れはないのかというようなところのステップがきかないのではないかと

思います。そこは、再度市がやっていく必要があるんじゃないかと思っているわけで、

今これが市の思いだけで書かれているのか、他の病院の意見はちゃんとここに取り入

れていますよということなのか、そこはどうなんでしょう。 

 

【長瀬委員長】  市長。 

 

【山下市長】  先ほどの話にもございましたけども、今現在内科系については西奈良

中央病院に月７回、奈良西部病院に月３回ということでお願いしておるわけでござい

まして、そうした市外に依存している部分を市内でやるということでございまして、

市といたしましても当然市内の白庭病院さん、阪奈中央病院さん、倉病院さんですべ

ての二次輪番を回せれば理想的なんですけど、それは現実には困難なので、市外の病

院にお願いしているということでございますので、その市外に依存している部分をこ

の市立病院でカバーするというのは、市内の医療機関のニーズにも合致しているので

はないかと考えております。 

 

【長瀬委員長】  樋口委員。 

 

【樋口委員】  市内の病院のニーズに合致しているかなと思うではなくて、そこの話

をしてそこの確認をしながら組み立ててきているんですかということをお話ししてい

るわけで、それがまだやということであれば、当然そこのところは詰めていっていた

だきたいと思います。これだけあったら大丈夫だろうというところで今組み立てられ

ているのかも知れませんけれども、そこの詰めは今後の対応としてはやっていただき

たいと、これは意見として申し上げておきます。 

 

【長瀬委員長】  ４、救急の取り組みについていかがでしょうか。松井委員、どうぞ。 

 

【松井委員】  先ほど人員についてのところで質問したんですけど、一般内科医が少

なくとも１人は総合内科専門医で、あと残りは内科認定医なんだということをおっし

ゃっていたんですけれども、ということは当直帯の内科系というところが、少なくと

も内科認定医、卒後５年以上の方が当直をされる。外科も、一般外科認定医を持って

いるような方が当直をなさるというふうに考えていいんですか。 

 

【長瀬委員長】  指定管理者候補者。 

 

【今村茅ヶ崎徳洲会病院副院長】  そういうふうに考えていただいて結構です。 

 

【長瀬委員長】  それでよろしいでしょうか。４につきまして、各委員いかがでしょうか。

御意見、御質問も含めまして。松井委員、どうぞ。 

 

【松井委員】  先ほど徳洲会の方がおっしゃったんですけど、今村先生がおっしゃっ
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たんですけど、産科の分娩困難例とかそういうのは、搬送先としては考えていいので

しょうか。 

 

【長瀬委員長】  指定管理者候補者。 

 

【今村茅ヶ崎徳洲会病院副院長】  そういうのには対応いたします。ただ、ＮＩＣＵは

ありませんので、未熟児が生まれそうな場合については対応できないと思います。 

 

【長瀬委員長】  よろしいですか。 

 

【松井委員】  ここのところは、そやから、正常分娩及び帝王切開のみにというのは、

また文面をちょっと考えていただいた方がいいのかなと思います。これだと先ほどお

っしゃっていましたように、有床の診療所とかと全く同じものができてしまうという

誤解を招きます。 

 

【長瀬委員長】  これについて今松井委員の要望がありましたけど、どうされますか。

訂正されますか。 

 

【今村茅ヶ崎徳洲会病院副院長】  そういうふうに対応したいと思います。次回、文言

訂正します。 

 

【長瀬委員長】  では、米２の部分につきましては、次回の会議で修正したものが原

案として示されるということです。松井委員、どうぞ。 

 

【松井委員】  先ほど、北和の産婦人科の一次救急当番日は産科の先生が当直してく

ださるんですけど、そうすると、月１０回当直になるんです。結構ハードかなと。３

人でいかれるんだと。そんなに苦しくないんですかね。もっともっと、もっともっと

当直していいんですかね。 

 

【長瀬委員長】  指定管理者候補者。 

 

【今村茅ヶ崎徳洲会病院副院長】  大体日本の平均から考えてもそれぐらいなんです。

ですから、それはちょっとつらいのですけれども、そのあたりに産婦人科医の減少の

原因があるんじゃないかと思うんですけれども、そういう形で対応したいと思います。 

 

【長瀬委員長】  各委員、いかがでございましょうか。じゃ、この案件ですけれども、

修正案が米２のところについて次回提出されるということに、事務局、指定管理者候

補者から説明がございました。これにつきまして、どういたしましょうか。米２の部

分については次回に保留しまして、その他の部分について採決をして、あるいは特に

反対の意見がなければ、このまま決したいと思いますけども、修正案、それから、こ

の部分だけ採決するのに、米２を除いた部分について採決するのに反対の御意見はあ

りますか。 

 では、４、救急に対する取り組みのうち、米２の部分を除きまして、原案のとおり・・・。 

 

【山下市長】  関本委員が。 
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【長瀬委員長】  そうですね。申しわけありません。関本委員が戻るまで待ちましょ

うか。 

 松井委員、どうぞ。 

 

【松井委員】  先ほど質問させてもらった内科系も外科系も５回、５回でこれ以上は

増えることはないんだと、表向きの回数ですね。 

 

【長瀬委員長】  市長、どうぞ。 

 

【山下市長】  これは、少なくともこの程度はさせていただくということでございま

して、その辺は市内の二次病院と十分協議いたしまして、この回数については調整し

てまいりたいと考えています。 

 

【長瀬委員長】  よろしいでしょうか。 

 関本委員、ちょっと離席されている間にお諮りしたんですけれども、米２の部分に

ついて、４の（１）の米２については、指定管理者候補者と市の方から修正案が次回

出るということになっておりまして、それ以外の部分については、各委員から修正の

意見などがございませんので、その余部分について決することにしたいということを

お諮りして、それに反対はないというような状況になっているんです。４、救急に対

する取り組みについて、特に修正案もございませんでしたので、（１）米２の部分を除

いてこのとおりにしたいと思います。そのように決します。なお、米２につきまして

は、次回事務局の方から御提案を、ご提出をお願いいたします。 

 引き続きまして、５、医療における安全管理に対する取り組みについて討議をお願

いいたします。各委員から御意見をいただきたいと思います。いかがでございましょ

うか。谷口委員。 

 

【谷口委員】  先ほどＩＳＯ１４０００Ｓについて認証登録ということを申し上げま

したが、意見として、これをこの項目のどこかに入れていただくことを要望します。 

 

【長瀬委員長】  具体的に提案はございますか。できましたらば、この場でどのよう

に修正をするかについて意見をいただくようにしたいと思うんですけれども。 

 

【谷口委員】  １、２、３の前段に、当病院の安全管理をより確かなものにするため

にＩＳＯ１４０００Ｓの認証取得を行うということを前段に入れていただくのでいか

がでしょうか。同時に、樋口委員が広報のところで情報開示の問題を言われましたけ

れども、このＩＳＯ１４０００Ｓを認証取得すれば、同時にそういう問題も一切解決

すると僕は思いますので、ぜひこれはお願いしたいと思います。 

 

【長瀬委員長】  今谷口委員から提案がございました。これにつきまして御賛同の委

員はいらっしゃいますでしょうか。安部委員が御賛同でございます。この件に関して

討議をしたいと思いますが、まずその前にちょっと懸念するのは、ＩＳＯ１４０００

Ｓというのを理解している委員がどれだけいらっしゃるのであろうかというのを、そ

れが分かりませんと討議にならないので。樋口委員、どうぞ。 
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【樋口委員】  入れる、入れないの件については、きちっと何ものかということを皆

さんが認識した上で討議に臨むべきと、そういうふうに思いますので、その資料を整

えていただいてということで。 

 

【長瀬委員長】  今樋口委員からＩＳＯ１４０００について、どのようなものである

のかについて委員で理解を深めてから討議に付すべきだという意見が出されました。

これにつきましてはいかがでございましょうか。関本委員。 

 

【関本委員】  樋口委員の意見に賛成です。安全の取り組みにはいろいろありまして、

例えばお金は少々多くかかりますけど、例えば日本医療機能評価機構などさまざまあ

りますので、ある程度皆さん方に認識していただいてからというのがいいのかなと。 

 

【長瀬委員長】  谷口委員。 

 

【谷口委員】  ＩＳＯ１４０００のコンサルはいろいろありますけど、自己認証とい

う方法もあるわけです。いわゆる宣言をするという方法もあるわけです。要は、ＩＳ

Ｏ１４０００というのは、医療の品質と環境の問題を国際規格で定めた１７条の項目

だけにすぎないんですから、それを実際に具体的にやるための、ここのマニュアル、

リスクマネジメント、このマニュアルの中に項目を入れていって自己認証するという

方法もあります。で、認証登録を受ければ、これは必ず監査がありますから。それも、

医師免許と違いまして、毎年監査を受けて、その内容が守られているかということに

なるわけですから、その辺のところは指定管理者候補と市当局とでこれから論議をさ

れれば、僕はいいんじゃないかなと。いずれにいたしましても、５年先にできる病院

が、ＩＳＯ１４０００も持っていないということでは、今現在討議していますけども、

当然その時代を考えますと、今からぜひ検討すべきというふうに思います。 

 

【長瀬委員長】  それでは、全体でお伺いしたいんですけども、ＩＳＯ１４０００Ｓ

について今ここで決すべしという御意見の方がいらっしゃいましたら、挙手をいただ

けますでしょうか。では、いらっしゃらないので、申しわけないんですけども、詳細

をやはり各委員認識した方がよろしいようですので、それにつきまして、資料を次回

までに用意していただきたいと思います。済みません、谷口委員、お詳しいようです

のでいろいろ資料をよろしくお願いしたいと思います。 

 では、５、医療安全における安全管理に対する意見として、（１）から（３）までご

ざいますけれども、これにつきまして、また追加すべきなどというような意見も含め

て御討議いただけたらと思います。いかがでしょう。安部委員、どうぞ。 

 

【安部委員】  私の経験からしても、こんなところでカバーできているのかなと思い

ますね。ただ、実際やっていて思うのは、形だけに流れて、むしろ資料作成に満足し

てというのが多いと。ここは実際に指定管理者として、魂を入れて取組んでいく、そ

れに尽きるんじゃないかなと僕自身は思っております。 

 

【長瀬委員長】  いかがでございましょうか。各委員、御意見はいかがでしょうか。

谷口委員がまた席を外されているので。では、谷口委員が提案されたものがございま

すけども、この（１）から（３）に関しましては、修正の意見などがございませんの

で、項番などの問題につきましては除きまして、谷口委員が戻られたところで、この
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（１）から（３）の内容につきまして、可否を問いたいと思います。 

 さて、戻られるまでの間、一旦、６の地域医療の支援に対する取り組みのところに

ついて討議を進めたいと思います。これにつきまして御意見をちょうだいできますで

しょうか。よろしゅうございますか。松井委員、どうぞ。 

 

【松井委員】  この疾病予防機能の強化の中に講演会の講師は、医師、看護師、管理

栄養士、理学療法士というふうに書いてあるんですけど、それと、前の人員のところ

で、栄養士というのは２名と書いてあるんですが、これは管理栄養士さんが２名なん

ですか。栄養士さんが１人で管理栄養士さんが１人？ 

  

【中川徳洲会東京本部事務局長】  １人は管理栄養士です。 

 

【松井委員】  管理栄養士ですか。それとちょっと関連しまして、上のところ、理学

療法士、作業療法士、言語聴覚士ですね、３名と書いてある、各１名、それとも、３

つの職種で３名ということですか。ちょっとこれ、今質問したらだめなのかも知れま

せんが。 

 

【長瀬委員長】  関連する項目であれば、御質問していただいて結構です。 

 

【松井委員】  ３つの職種で３名ですか。 

 

【長瀬委員長】  事務局あるいは指定管理者候補者。指定管理者候補者。 

 

【今村茅ヶ崎徳洲会病院副院長】  言語療法士もそれぞれ３人というのは、ちょっとバ

ランス的にはよくないと思うんです。でも、１名ずつというのはちょっと少な過ぎる

と思いますので。まず 小限としてそれぐらいということを考えて、実際はもっと増

えると思います。 

 

【松井委員】  リハビリテーションのドクターが１人おって、理学療法士１人ではと

てもじゃないけど、リハビリはできない。 

 

【長瀬委員長】  では、今の点に関しましては、質問はよろしいでしょうか。では、

一旦、６の討議につきましては終了しまして、５の先ほどの医療安全のところで残っ

ているところに戻ってもよろしいですか。 

 

【秋吉委員】  いや、この６のところで、地域医療機関への医療教育プログラムの提

供について、この３は、医療機関、消防隊との定期勉強会を救急隊に直してくれへん？ 

 

【長瀬委員長】  では、一旦その御意見を伺いまして、ここはまた戻ってまいります

ので、５の方に戻らせていただきたいと思います。今谷口委員が席を離れていらっし

ゃる間にここについて御意見がないかにつきまして確認をいたしまして、特段討議が

尽きたということでございます。修正案がなかったものですから、この部分について

全体共通してこれでよろしいかどうかをお伺いして可否を決したいという提案があり

ました。５、医療における安全管理に対する取り組みについて、先ほどの谷口委員の

提案を準備している件を除きまして、項番につきましては後ほど討議をするというこ
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とにいたしまして、内容についてこれでよろしいかどうかお伺いいたします。これで、

このとおりにしてよろしいでしょうか。では、谷口委員の提案を待つことにいたしま

して、現在５、医療における安全管理に対する取り組みについては項番を除いて決し

たことにいたします。 

 では、先ほどの地域医療の支援に関する取り組みに戻ります。秋吉委員より（４）

地域医療機関への医療教育プログラムの提供についての③のところに書かれている医

療機関、消防隊との定期勉強会の実施、年２回程度というのについて、救急隊との定

期勉強会の実施に修正してほしいという意見が出ました。これにつきまして。市長、

どうぞ。 

 

【山下市長】  御指摘のように訂正いたします。 

 

【長瀬委員長】  原案が訂正されました。訂正案に基づきまして御討議、御意見はあ

りますでしょうか。 

 各委員いかがでしょうか、御意見ちょうだいできたら。 

 

【谷口委員】  意見でね。 

 

【長瀬委員長】  意見。谷口委員、どうぞ。 

 

【谷口委員】  ６項の５、周辺の他の医療機関との連携についてというところですけ

れども、今度政権が変わりまして個人背番号制の問題が恐らく国会でも審議が始まる

と思うんですが、医療の地域連携を図るためには、ぜひ電子カルテを導入いただいて、

病診連携を図っていただきたい。要は、どのお医者さんで診療を受けても、その症状

が全部市立病院で分かっていて、緊急、救急の場合に即応した体制がとれるというこ

とを、これからの医療政策として僕は考えていくべきだと思う。それが、僕が申し上

げた予防医療でもありますし、全体の医療費をできるだけ節減する効果も生むんだろ

うと。既にそういうことをやっている病院は幾つも、他の地域もあるわけですから、

ぜひ。ただ、全医院がそれに参画できるかどうかということになりますと、これはい

ろいろ、いわゆる手書きのカルテで行っておられるところもありましょうし、一挙に

は難しいと思いますが、方針として、恐らく若い松井先生や有山先生なんかは御賛同

されると僕は思うので、ぜひそういうことについて検討していただきたいと思います。 

 

【長瀬委員長】  松井委員、どうぞ。 

 

【松井委員】  電子カルテは電子カルテになっているんですけども、電子カルテで情

報を交換するところに至るまでは、非常に電子カルテの規格が違いますんで、ちょっ

となかなかそれは、先行きとしては１０年、１５年先の話をしているんですけども、

少なくとも５年先でも電子カルテの普及率がどの程度かというのはなかなか難しいで

す。うちも、 初紙カルテから電子カルテに乗りかえるのはすごい大変でした。開業

して６年目に乗りかえましたけど、大変でした。だから、もっと長くやっておられる

先生とかは、なかなか紙から電子カルテに移るのは難しいかなと思います。 

 

【長瀬委員長】  谷口委員。 
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【谷口委員】  松井先生のところは、スタンドアロンでやっておられるのかと思いま

すけれども、今もうＩＴの業界では、ネットワーク環境ができていますし。それで、

そういう問題は、この病院開設の早い時期にコンセプトといいますか、考え方をイメ

ージしておきませんと、松井先生がおっしゃったように、これが、この病院が開院も

う５年、１０年たってそういうことを導入しようとした場合、ソフトウエアが全部違

うとか、非常にさまざまな問題が起こってくると思うんです。だから、もしそういう

ことについて事例や、特に成功事例というようなものについて見てみたいとおっしゃ

るなら、幾らでも紹介する病院はありますので、一遍そういうところを専門にご覧に

なったらいいんじゃないかなと思います。だから、それはこの委員会と離れまして、

そういうことを１つ将来の考え方の中に取り入れていただきたいということです。 

 

【長瀬委員長】  皆様、御意見がございましたら御討論をお願いしたいんですが。安

部委員どうぞ。 

 

【安部委員】  これは、地域医療連携室、６番のところですね、地元開業医を訪問す

るということを書いてあります。開業医を見に行くと。これ、病院も入れてもらえま

せんかね、病院。ですよね。私も地域医療連携室長を兼務してやっていましたけども、

病院を外しているのはなぜかということです。 

 

【長瀬委員長】  ここの部分の訂正をされますか。市長、どうぞ。 

 

【山下市長】  もちろん、それは当然のことだと思いまして、記載漏れでございます

ので、ここを、地元開業医じゃなくて地元医療機関というふうにして、病院も含めた

趣旨で訂正させていただくということでよろしいでしょうか。その次についても、開

業医というところを地元医療機関ということで訂正したいと思います。 

 

【長瀬委員長】  ただいま、原案の訂正がございました。（６）の地域医療連携推進の

ための組織体制及び方法についての２段目でございますが、「この専任職員が地元開業

医を」と書かれている部分、これを地元医療機関と直しまして、「を訪問することによ

って」のその次ですけれども、「地元医療機関のニーズにこたえ」というふうに訂正さ

れることになりますので、その原案に基づいて討議をお願いいたします。いかがでご

ざいましょうか。もし各委員で御意見がないようでしたら、私から、もしお許しいた

だけたらば意見を１点申し述べたいと思いますが。差し支えないでしょうか。 

 （１）の疾病予防機能の強化についてという部分の、講演会の講師についての記載

について。これは院内のスタッフが務めると書かれているわけでありますけれども、

もちろん中心的にされるのは当該病院のスタッフがよろしいかと思いますが、もしよ

り適切な方が地域にいらっしゃるのであれば、お呼びしてスタッフとして働いていた

だくというのもあり得るのではないかと思うんですけれども、そのことについてお考

えがありましたらばお伺いさせていただきたいと思います。指定管理者候補者。 

 

【今村茅ヶ崎徳洲会病院副院長】  委員長のおっしゃるとおりでいいと思います。ちょ

っとだけ、病院の地域医療に対する基本的な考えを述べさせていただきたいと思いま

すけれども、あくまでも市民病院ですので、市民の皆様の健康という意味で地域の医

療機関と連携してやっていくのは強力に進めたいと思います。そういう意味で、谷口

委員の情報の公開で、カルテの共有というのは非常に参考になると思います。実際、
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徳洲会の八尾病院なんかは、開業医の先生から紹介された患者さんについては、その

カルテをインターネットで開業医が参照できたりとか、いろんなそういう情報の交換

というのもありますので、そういうことは強力に進めていきたいと思います。そして、

今委員長から指摘がありましたように、医療講演だけにとどまらず、院内の医療体制

に対しても地域の先生方の協力を仰いで、地域あるいは病院の機能を高めるようにや

っていきたいと思います。決して閉鎖的に中だけで経営するというのじゃなくて、地

域の市民の皆様と開業医の皆様と連携した医療ができるような、そういうモデル的な

病院になるように進めていきたいと考えております。 

 

【長瀬委員長】  市長、どうぞ。 

 

【山下市長】  具体的な文言でございますけれども、「講演会の講師は、医師、看護師、

管理栄養士、理学療法士等病院内のスタッフや院外の医療従事者が務めます」という

ことで、原案を訂正させていただきたいと思います。スタッフの後に、院外の医療従

事者ということで、地域の先生方も含むでしょうし、あるいはさらにもっとより広い

範囲で適切な講師がいれば、それなりの講師を招聘するという形にさせていただきた

いと思います。 

 

【長瀬委員長】  今、原案の訂正、そういった形で「病院内のスタッフが務めます」

というのを、「病院内のスタッフや院外の医療従事者が務めます」という形で訂正がご

ざいました。各委員、御意見はございませんでしょうか。有山委員、どうぞ。 

 

【有山委員】  今までの取り組みをお聞きしていますと、この病院の目指す方向性の

１つとして、医療法にあります地域医療支援病院というくくりがあるんですけども、

それを目指してみたらどうでしょうかというのがまず１つ、意見といいますか、助言

といいますか。 

 

【長瀬委員長】  今有山委員から意見がございました。これは、特にこの中に書き込

むという趣旨では。 

 

【有山委員】  書き込んでいただいても、どっちでもいいと思います。 

 

【長瀬委員長】  もし書き込むべしという御意見がありましたら、どなたか御提案を

いただければと思います。まだ、今、これは、意見という形で取り扱いたいと思いま

す。各委員から、いかがでございましょうか。樋口委員、どうぞ。 

 

【樋口委員】  地域医療の支援ということがより明確になるのであれば、そういうも

のも書き込んでいけばいいんじゃないかと私は思います。 

 

【長瀬委員長】  この件は、要件が幾つかあったと思いますけれども、その要件を満

たし得るのかどうかというのも現実の問題としてあるかと思います。この点に関して、

私の方から質問させていただきたいと思いますけども、今の御提案に対して応じるこ

とが、開院当初の時点で現実に可能であるのか、あるいは何か将来的な課題とせざる

を得ないところがあるのかについて、お教えいただけませんでしょうか。市長、どう

ぞ。 
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【山下市長】  その有山委員御指摘の病院、かなり紹介率、逆紹介率のパーセンテー

ジのハードルがかなり高かったと認識しておりますが。ですから、開業時には当然全

く実績がないのでそれは無理だと思いますけれども、今後地域の医師会の御理解が得

られるのであれば、そういう方向も目指すといった形の記載は可能かと思います。 

 

【長瀬委員長】  どういたしましょうか。その部分に、今の有山委員の御提案のもの

について、具体的な案をこの中に盛り込む方針とした方がよろしいでしょうか。それ

とも、質疑の中で意見が表明されたということで取り扱うというやり方もあると思い

ますけれども、どちらの方がよろしいでしょうか。これは、各委員の御意見をいただ

きたいと思いますが。樋口委員、どうぞ。 

 

【樋口委員】  私は明示しておいた方がいいと思います。 

 

【長瀬委員長】  いかがでございましょうか。今の樋口委員の意見に反対の委員はい

らっしゃいますか。 

 

【谷口委員】  反対とか賛成の前に、樋口委員は御存じなのかも知れませんが、その

地域医療支援病院たるものの資格を全く承知しておりませんので、それを入れたらい

いのか、入れないほうがいいのかということは判断ができないと。 

 

【長瀬委員長】  では、この件に関しましても、ＩＳＯ１４０００の件と同じように

修正された案文が必要だと思われますので、これにつきましても次回までにお示しい

ただいて、同時に、入れるとすればどのような案文になるのかという案文をお示しい

ただくような形で次回ご提示いただくようにという対応でよろしゅうございましょう

か。では、今の点につきましては、そのような取り扱いをさせていただきます。 

 では、６につきまして、ほかに御討議はございますでしょうか。現在のところ、こ

の６、地域医療の支援に対する取り組みについては、訂正として、（１）の中の理学療

法士と院内のスタッフ云々という部分、それから（４）の③のところで、消防隊を救

急隊というふうに訂正すると。（６）のところで、「専任職員が地元開業医」というの

を「地元医療機関を訪問することによって」というふうに訂正する一連のもの、合計

３カ所について訂正がございまして、修正案は各委員から提出されておりません。た

だいまの有山委員提案の件に関しましては、次回審議をするとなっておりますが、今

までの取り扱いと同様に、（１）から（６）については特段の修正の提案がございませ

んので、項番については次回改めて討議することにいたしまして、その余の内容につ

きまして、これでよろしいかどうかについてお伺いさせていただこうと思います。 

 ６、地域医療の支援に対する取り組みの（１）から（６）に相当する部分で、項番

を除いた部分について、このとおり決することに反対の委員はいらっしゃいますか。

いらっしゃいませんので、このように決することにいたします。 

 なお、次回有山委員提案の案件につきましては、地域医療支援病院がどのような制

度であるのかという情報の提供と、それを盛り込むとしたらどのように盛り込むべき

かという案文を含めて、事務局から提示をいただくことにいたします。 

 

【谷口委員】  電子カルテの問題は。 
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【長瀬委員長】  電子カルテに関しましては、先ほど将来の考え方としてというふう

につけられていらっしゃいましたので、特段具体的な修正案としてはお出しいただい

ていないかと思うんですけれども、それについては、ほかの委員の御賛同がない状態

だったと思います。もしほかの委員の御賛同がございましたら、この件について討議

したいと思いますけれども、いかがでございましょうか。安部委員が御賛同でござい

ました。 

 

【安部委員】  どういう形になるか分かりませんが、基本的にやっぱり診療情報をお

互いが共有できるシステムというのは絶対要るんですよ。これは地域医療連携室が患

者を紹介、逆紹介する場合に、いちいちカルテをコピーとってくれというんじゃなく

て、診療情報提供書、ペーパーであればそういうものを使って、共通言語を使って、

その紙を見れば、一目瞭然、紹介される患者の容体とか経緯とかが分かると。それを

ペーパーではなくて電子カルテでやれば、これはもう映像も全部届く。当然これは考

えないかんわけですけども、何十年も前から言われているのにまだほとんど完成が見

えないという状況なので。やっぱりいつになるか分かりませんが、やはりこれは目指

す方向やと思うし、今から当然考えとかないかんというところはやはりどっかに盛り

込んどきたいと思います。これは市民病院だけじゃなくて、ほかの開業医さん、病院

にとってもやっぱり今後切実な問題になってくると思いますし、本当に生き死にの、

これができないところは死んじゃうというような状況がひょっとして来るかも分かり

ませんから、開業医さんあたりの啓蒙も含めて考えていきたい。あと、どういう文言

を入れるかということは私はわかりません。 

 

【長瀬委員長】  今２委員から電子カルテを導入し、病診連携を実現してほしいとい

う趣旨について、将来の考え方としてここに記述するという提案がございました。具

体的な文言がありませんと、なかなかその内容について討議をするのは難しいと思い

ます。これにつきましても、具体的な文言を次回の会議までに御用意いただいて、提

出していただいて討議をするということにしてはいかがかと思いますが、いかがでご

ざいましょうか。 

 

【山下市長】  今の御提案については、市立病院側としてもぜひ進めたいというふう

には思っておりますので、ただ、やはり地元医師会と開業医の先生方との御協力とい

うものが不可欠だろうと思いますので、今後医師会等と十分協議しながら、そういう

方向性を目指すといった形での文言を、よろしければ事務局サイドで次回までに提案

させていただきたいと思います。 

 

【長瀬委員長】  谷口委員。 

 

【谷口委員】  私は将来の方向と申し上げたので、ちょっと委員長は誤解しておられ

るか分かりませんけど、これを導入するんだったら、開院時に導入しないと、これは

開院して５年後の導入は絶対にできないです。だから申し上げたんで。ただし、開院

までに５年あるわけですから、その間に十分審議して、そして安部委員がおっしゃっ

たようにいろいろありますけども、どんどん進化していますからね。だから、その辺

のところも考えて、ぜひ将来というのは、開院時ということを念頭に考えていただき

たいなと。徳洲会さん側もそれは賛成はしておられるので。 

 



－78－ 

【長瀬委員長】  私の理解について御心配ないようですからお答えしておきますけど

も、私はその領域の専門でございまして、いかに大変なのかというのを毎日苦労して

いる人間でございますので、その理解に関しては、谷口委員の御心配はないと思いま

す。 

 では、その件に関しましては、次回事務局の方から御提案を、案文を示していただ

くということにしまして、その件に関しても一緒に審議をすることにしたいと思いま

す。 

 では、６、地域医療の支援に対する取り組みとしまして、新たに提案等、もし伺え

ましたらばお願いしたいと思いますが、もしないようでしたらば、７に進みたいと思

いますが、いかがでございましょうか。よろしいでしょうか。 

 では、７に行かせていただきます。７は、病院事業の運営に関する情報の開示及び

方法について御討議をお願いします。御意見などございませんでしょうか。樋口委員、

いかがでしょうかね。 

 

【樋口委員】  一般的な情報というのは、どうしてもやっぱりひっかかってくるとい

うか、要は、行政なり指定管理者の裁量で、この情報は出す、出さないということが

できてしまう文言でもあると思うんです。ただ、先ほど谷口委員がＩＳＯ１４０００

Ｓというところを取ればというようなことがありましたので、それと若干関連する部

分なのかなと思うんですけれども。まあ、どういうんでしょう。この表現だと少し不

安が残るということだけちょっと申し述べておきます。 

 

【長瀬委員長】  これは、１つ提案をさせていただいてもよろしいでしょうか。委員

長の席からで恐縮なんですけども。ＩＳＯ１４０００の件とこの件は関連しておりま

す。したがいまして、次回ＩＳＯ１４０００の件について審議をいたしますと、この

一般的な情報としてどのような情報を公表していくのかという問題に関連しておりま

すので、改めてここの部分につきましては具体的な内容を次回の席で討議するという

ことにしまして、もしそのときまでに、ここに対しての修正案がありましたらば御用

意いただいて、次回御提示いただくと。もしそれがないようであれば、こちらの方、

ＩＳＯ１４０００の審議を踏まえてどうするか、次回話をすることにしてはどうかと

思うんですけども。谷口委員。 

 

【谷口委員】  １件だけ。タイトルが「病院事業の運営に関する情報の開示」となっ

ていますけども、これ、「運営」を外しまして、「病院事業に関する情報の開示」とい

うふうに。要は、運営ということになりますと、なんか経営の問題だけに特化してし

まうおそれがあるんです。だから、もっと広く情報の開示という意味では、病院事業

に関する情報の開示というふうにしていただいた方がいいんじゃないでしょうかね。 

 

【長瀬委員長】  これにつきましては、この項目を決めた経緯が事務局の方にあろう

かと思いますので、それについてお伺いしたいと思います。事務局。 

 

【稲葉病院建設課長】  この項目につきましては、条例の第４条の病院事業計画で、

こういうことを定めなければならないと書いておりまして、条例どおりでございます

ので、これをちょっとさわるということは、条例を改正するという形になりますので、

御理解をよろしくお願いいたします。 
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【谷口委員】  第４条ですか。 

 

【稲葉病院建設課長】  第４条の７でございます。 

 

【谷口委員】  そうですね。 

 

【長瀬委員長】  これは運営に関する情報という内容が具体的に何であるということ

について市議会の方で議論されているのでしょうか。つまり、ここについては、その

内容をこの委員会で解釈をする余地があるのかという点について、教えていただけま

せんでしょうか。樋口委員、どうぞ。 

 

【樋口委員】  必要ならば、事業計画案を策定されて、条例の修正案をともに出され

れば、それ自体は可能と判断されるということになってくると思います。条例に書か

れているからということではなくて、その前に事前協議書の中にこういうものがあっ

たということで、それを反映しているということですので、それは事務局側の方でそ

ういう意図を持って書かれているんだろうというふうには思います。 

 

【長瀬委員長】  谷口委員、今の質疑、情報提供ありましたけど、いかがでございま

しょうか。何か御意見ありましたら。 

 

【谷口委員】  だから、さっきの条例における診療科云々の問題にしたって、これは

失礼ですが、てにおはの話でちょっとした程度でもありますんで、条例に書かれてい

るからということで、これで結構です。 

 

【長瀬委員長】  ほかに各委員から御意見はございますでしょうか。特に意見がない

ようでしたら、７、病院事業の運営に関する情報の開示及び方法の前段、病院に関す

る一般的な情報の部分に関しましては、次回また討議することにいたしまして、「ま

た」以下の部分につきましては、特にご意見がありませんでしたので、これについて

お諮りを、ここの部分に関してのみお諮りしたいと思います。 

 ７に関しまして、「また、病院の活動、運営については、市民、患者と意見を交換し、

市、医師会等と協議する場を継続的に設置いたします」という部分について、反対さ

れる委員はいらっしゃいますか。では、反対がございませんので、ここの部分はこの

ように決します。 

 本日予定しておりました議事に関しましては、一応一通り審議したことになります。

幾つかの項目につきまして、次回までに提案をまとめてくる、情報を整理していただ

くという項目がございますけれども、これにつきましては、次回審議をこの場から開

始したいと思います。 

 なお、先ほどお願いいたしましたように、８以下の審議に入っていくに当たりまし

て、内容が相当詳細にわたっております。これをすべて朗読することは困難でありま

すし、この場で検討するのは極めて困難であろうと考えます。したがいまして、これ

らにつきましては、十分各位におかれましては御精読いただきまして、次回の委員会

に臨んでいただきますようにお願い申し上げます。 

 次回の予定でございますけれども、予備日の設定について事務局の方からお問い合

わせをさせていただきます。予備日として成立する日が次回の日程の前に成立する場

合には、その日を審議の日程とするというのが予備日の趣旨にかなおうかと思います
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ので、そのように扱わせていただきたいと思いますけども、よろしいでしょうか。で

は、予備日の設定が次回の審議日程以前に設定可能であれば、各位に通知しまして、

その日に審議を行うことといたします。もし、予備日の設定が、次回の期日である１

１月１日までに成立しませんでしたらば、１１月１日午前１０時より第３回の会議を

行うこととしたいと思います。 

 本日の中で、病院の視察に関しましては、事務局の方が取りまとめ、またどのよう

な病院について視察をするのか、あるいは相手方をどこにするかというのを各委員か

ら意見を聴取して決定するということになっておりますので、事務局の方は速やかに

進めていただきたくお願いいたします。 

 本日の予定議題は以上でございますけれども、各委員から何か御発言などございま

すでしょうか。もしなければ、本日の会議は以上で終了したいと思います。どうもあ

りがとうございました。 

―― 了 ―― 

 


